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平成29年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

 

Report of the Lecture Meeting of NILIM(2018) 

 

         概要 

 本資料は、「平成29年度国土技術政策総合研究所講演会」の講演内容をまと

めたものである。なお、本講演会は、「生産性革命」をメインテーマとし、そ

の他、「防災・減災・危機管理」、「インフラの維持管理」の2つのセション

を設けて実施した。「生産性革命」のセッションでは、シンクタンク・ソフィ

アバンク 藤沢久美代表による特別講演及び本講演会初の取り組みであるパ

ネルディスカッションを実施した。 

 

              ｷｰﾜｰﾄﾞ ： 

 

講演会､国土技術政策総合研究所、生産性革命、防災・

減災・危機管理、インフラのメンテナンス 

 

         Synopsis 

  This report summarizes the Lecture Meeting of NILIM held in 2017. 

This Lecture Meeting was composed of three sessions: ‘Productivity revolutio

n’ that was set as the main theme, ‘Preventing and mitigating disasters, and 

crisis management’ and ‘Continuous management of infrastructure’. In the s

ession of ‘Productivity revolution’, Special Lecture by Kumi Fujisawa who a

ct as a representative in Think Tank SophiaBank and panel discussion that 

was held the first time for NILM conducted. 
 

              Key Words ： 

 

Lecture Meeting, NILIM, Productivity revolution, Prev

enting and mitigating disasters, and crisis management

, Continuous management of infrastructure 
 



はじめに 

 
 国土技術政策総合研究所は、平成２９年１２月６日（水）に東京都千代田区一ツ橋の日本

教育会館（一ツ橋ホール）において、平成２９年度「国土技術政策総合研究所講演会」を開

催した。本講演会は、最近の研究成果や研究の話題・動向に関する講演を通じて、国総研の

主な取り組みを広く一般の方々に紹介するために毎年開催している。 
 当日は土木・建築関係を中心とした民間企業、地方公共団体、関係法人等から多数のご参

加があり、大変盛況のうちに終了した。  
 
 今年度の講演会は、「生産性革命」をメインテーマとし、特別講演にシンクタンク・ソフ

ィアバンク 藤沢久美代表を迎え、「生産性革命が未来を拓く －今、なぜ生産性革命なの

か－」と題した講話をいただいた。また、特別講演に先立ち、本講演会初の取り組みである

パネルディスカッション「ＩＣＴ活用によるインフラ生産性革命 ―今、我々に求められて

いること－」を実施した。 
 この他、「防災・減災・危機管理」、「インフラの維持管理」の一般セッションでは、合計

９課題の講演を行った。 
 
 本報告書は平成２９年度「国土技術政策総合研究所 講演会」の内容を記録として残すと

ともに聴講者によりご理解いただけるよう講演集として、とりまとめたものである。構成は、

第１章の開会の挨拶、第２章の特別講演「生産性革命が未来を拓く－今、なぜ生産性革命な

のか－」の概要、第３章の一般講演の概要、第４章の閉会の挨拶の合計４章から成る。また、

資料としてポスター及びリーフレットを巻末に添付した。 
 
 最後に、ご多忙中にも関わらずご参加いただいた皆さま、講演会の開催にあたりご協力い

ただいた藤沢代表及び関係各位に感謝を申し上げる。 
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◇開会の挨拶 

所長  藤田 光一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◇講演者及び演題 

特別講演 

 生産性革命が未来を拓く －今、なぜ生産性革命なのか－ 

シンクタンク・ソフィアバンク 代表  藤沢 久美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜プロフィール＞ 

・大学卒業後、国内外の投資運用会社勤務を経て、1996年に日本初の投資信託評価会社を起業。1999年、

同社を世界的格付け会社スタンダード&プアーズに売却後、2000年にシンクタンク・ソフィアバンクの設

立に参画。現在、代表。そのほか、豊田通商など上場企業の社外取締役や国土交通省社会資本整備審議

会委員、国土交通省i-Construction委員会委員など様々な省庁の委員や公職を務める。 

 

・様々なテレビ・ラジオ・雑誌等を通じて、1000社を超える企業を取材。現在も全国の企業の経営者のイ

ンタビューと現場の取材を続け、メディアを通じて発信している。著書に「最高のリーダーは何もしな

い」、「なぜ、川崎モデルは成功したのか？」など多数。 
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一般講演 

 

 

 

 

 

 

都市防火研究と災害調査 －平成 28年糸魚川市大規模火災調査報告－ 

都市研究部長 佐藤 研一 

 

 地震や津波による火災を除く市街地火災として、昭和 51年酒田大火以来の規模となった平成 28年

糸魚川市大規模火災。その現地調査や再現実験・シミュレーション検証等の活動を通じて、国総研の

都市防火研究を紹介した。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九州北部豪雨による土砂災害の特徴と減災に向けた取り組み 

土砂災害研究部長  岡本 敦 

 

 本年 7月に発生した九州北部豪雨による崩壊・土石流・流木など土砂災害の特徴を整理するととも

に、減災に向けた国総研の研究活動を紹介した。 
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水害リスク低減に向けた技術研究開発 

河川研究部長  天野 邦彦 

 

 水害リスクの低減に向けて国総研で実施している研究の概略について紹介するとともに、水害リス

クを低減させるために今後実施しなければならない事項について述べた。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沿岸域を高潮から守る 

沿岸海洋・防災研究部長  吉田 秀樹 

 

 地球温暖化の気候変動による海面上昇、台風の大型化により人口･経済が集中する沿岸域の高潮リ

スクが高まっている。港湾地帯の安全確保のための研究が重要であり、当部で実施している事項立て

研究を中心に報告した。 
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超高層建築物等の長周期地震動対策 －設計クライテリアの考え方－ 

建築研究部長  福山 洋 

 

 本年４月１日に施行された、超高層建築物や免震建築物の長周期地震動対策の概要とともに、その

技術的な検討の過程で整理された、建築物の構造設計や性能評価における設計クライテリアの考え方

について紹介した。 

 

 

 

 

 
 
ICT活用によるインフラ生産性革命 －今、我々に求められていること－ 

（コーディネーター）企画部長               上坂 克巳 

   （パネリスト）道路交通研究部長           喜安 和秀 

          港湾研究部長             藤井  敦 

          社会資本マネジメント研究センター長  和泉 惠之 
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下水道管路管理におけるマネジメントサイクルの構築に向けて 

下水道研究部長  井上 茂治 

 

 下水道管路の点検調査の効率化・高速化のための机上スクリーニング手法の検討や技術開発、維持

管理情報の活用等を通じたコストの最適化など、管路マネジメントサイクルの構築の取り組みを紹介

した。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

空港舗装の点検技術の高度化に向けた研究 

空港研究部長  石原 弘一 

 

 空港の更なる安全確保のため、滑走路等空港舗装の点検作業の精度向上や迅速化が求められる。非

破壊計測技術を用いた空港舗装の点検手法、地震後の空港の早期再開のために必要な点検手法に関す

る取組状況を紹介した。 
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LCCM住宅の概要 

住宅研究部 住宅情報システム研究官  桑沢 保夫 

 

 パリ協定における日本の約束では住宅において大幅な省エネルギーが想定されており、LCCM 住宅

はこれに対応する先進的な省エネルギー型住宅である。本講演では LCCM住宅の概念と関連する研究

等について概要を紹介した。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

道路構造物メンテナンスのセカンドステージへ 

道路構造物研究部長  木村 嘉富 

 

 平成２６年度以降、各道路構造物の点検要領を整備し、定期点検が本格化されてきた。今後、メン

テナンスのセカンドステージとして、点検や補修を着実に実施していくとともに、新技術の導入等に

よる長寿命化・コスト縮減に取り組んでいく必要がある。講演会では道路構造物の維持管理に関する

技術基準の概要と、国総研の取り組みや今後の方向性を紹介した。なお、新設橋の技術基準である道

路橋示方書についても、耐久性向上の観点を中心に言及した。 
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◇閉会の挨拶 

副所長 三宅 光一 
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第 1 章 開会の挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

所長  藤田 光一 

 

 



1 『開会の挨拶』 

（国土技術政策総合研究所 所長 藤田 光一） 

 

 皆さん、おはようございます。国総研の所長の藤田光一でございます。 

 本日は、大変お忙しい中、天候も少し寒くなる中で、朝早くからご来場いただきまして、誠にあ

りがとうございます。 

 この国総研講演会は、国総研発足の平成13年度以来、毎年開催してきており、今年で17回目に

なります。目的は、今、その時々の国総研の取り組みを皆さんにご紹介することです。 

 本日も全体として丸一日という長丁場になりますけれども、少しでも皆さんにとって有意義な内

容になればと願っているところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 この場を使わせていただいて、所全体に関わるイントロ的なお話を、スライドを使っていたしま

す。よろしくお願いします。 

 

 今の国総研の取り組みの代表事例を１つ紹介

させてください。国総研には、代々研究方針がご

ざいましたが、この 11 月１日に５年ぶりに大き

な改定をいたしました。ご案内のように、国総研

は、総合研究所ということで、非常に幅広い分野

を所掌していますし、行政、現場、それからいろ

いろな研究機関、民間の技術陣とのコーディネー

トを含め、幅広い仕事をしております。 

 そんな中で、我々にとって一番大事な行動を指

し示す羅針盤を内外ともに明確にすることが大事ではないか、という考えから、今まで積み上げて

きた研究方針をブラッシュアップする、という位置づけでこの改定をいたしました。 

 百の説明よりも具体にご覧いただければと思い、パンフレットの中に研究方針の実物を入れまし

た。Ａ４表裏１枚、全部で 1800 字ぐらいの中にエッセンスを込めようと、みんなと作ってきたも

のでございます。 

その幹の部分を紹介させてください。私が特に大事だと思うところ、キーワードに青い線を引き

ました。 
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 「使命」は書いてあるとおりですけれども、技

術を原動力にする、これが大事、基本かなと考え

ております。 

 

 

 

 

 

 

 その次は「基本姿勢」です。やはり国総研は、

国土交通省の直属の、国の唯一のインフラ関係の

研究機関ですので、政策展開に参画するという意

図をまず明確にしています。 

 それから、実務の現場に成果を還元する。 

 さらに、目の前の課題解決も大事ですけれど

も、国土・社会の将来像を見通そうと。それをベ

ースに、新しい政策を創出するという意思を持つ

ことを示しています。これらを基本姿勢に掲げま

した。 

 

 次は、基本的な活動の柱です。一番上は国交省

に属する研究所として当然の内容です。 

 ２番目が、研究開発はもちろんのこと、最近、

特に重要になっている災害・事故対応への技術支

援と対策技術の高度化を図ることです。 

 それから、現場技術力、これは地整の技術者を

はじめとして、この分野の現場を支える技術者の

力の向上に貢献していくことを謳っています。そ

れから、データ、特に政策形成の技術的基盤とな

るデータを大切に育て活用できるようにしていくことも、我々の大事な活動にしたいと考えており

ます。 
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 それから、やや内向きに見えるかもしれません

が、日々の取り組みにおいて研究をどういう心構

えで行うか？ これも研究方針において大事で

はないかということで、ここに書いております。 

まずは、取り組む課題の本質はどこにあるかを

見極めること。 

 ２番目、３番目は、研究をする人間にとっては

当然のことだと思います。 

 それから４つ目の、知見を体系立てること。こ

れは、国の研究機関として重要なミッションですし、それを現場に使える形に昇華させようと、こ

こに明記しました。 

 それから、やった結果が社会実装されないと意味がない。国総研は、そのミッションが特に強く

ございますので、その戦略的な道筋を常に考えることをここに謳いました。 

 最後の項目ですけれども、当然、やった結果がどう役立っているかをフォローする、これを大事

にするということを掲げています。 

 

 最後の幹が、いい研究をするための条件整備、

環境整備です。１つ目の、マネジメントの重要性

は当然です。その次ですけれども、コーディネー

トというのでしょうか、国総研は、技術を礎とし

て研究と行政・現場の両面から全体を見通すこと

を求められる機関であり、またそういうことがで

きる人材をしっかり育てていく必要がある。そう

いう人たちが活躍することで、いい成果が国民の

皆さんに届くようにしたい、ということが２つ目

のポイントになります。 

 最後の項目は、つくば全体でもいろいろで重要な実験施設が保有されていますが、それを維持し

ていくこと、また、それだけではなく継続的に必要な機能更新していく、機能を強化していくとい

うスタンスも持ちたいということで、これを掲げました。 

 この中には、実現できていることだけではなくて、これからもっと努力しなければいけないこと

もありますけれども、こういうものを職員みなが目標像として持ちながら、それを基盤に日々の具

体の取り組みを闊達に行うようになればという意図も込めて、研究方針の新たなブラッシュアップ

をいたしました。これが最近の代表的なトピックスでございます。 
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 さて、今日の国総研講演会のセッションです

が、事前にお配りしている冊子にもありますとお

り、３つの柱立てからなります。まずは防災・減

災・危機管理、それから生産性革命、生産性を上

げるということです。それから、インフラの維持

管理。これは、ここ数年、国総研が特に力を入れ

てきた柱ということになります。 

 これ（スライドの一番上）が防災・減災・危機

管理で、糸魚川の火災や、九州北部豪雨への対応、

これは河川、砂防一体です。それから、沿岸の高潮への対応、それから長周期地震動、いずれも旬

の大事な課題をこのセッション１で取り上げます。 

 それから、セッション２は、数年前から非常に大事になってきている維持管理に関するテーマで、

下水道、空港、それから住宅、道路構造物を取り上げます。特に道路構造物につきましては、平成

26年度から定期点検が本格化して、来年度で１サイクルが終わり、次のステージに進む。その時の

大きな方向性を今どう考えているかを、この中で話していくことになります。 

 さて、真ん中の生産性革命ですけれども、当然、生産性革命ということでは皆さん、建設生産シ

ステムの向上、i-Constructionということが真っ先に頭に浮かぶのではないかと思います。もちろ

ん、それは非常に大事な、中核的なターゲットでございますが、生産性革命は、実は非常に幅広い

概念であります。 

 

 少し抽象的な図で恐縮ですが、同じくパンフレ

ットに挟んだ図がこれでございます。実は、生産

性を向上させるというのは、１つ何か新しい技術

を使って個別的にやる話とは違って、非常に裾野

の大きい、私たち仕事の仕方あるいは仕組み全般

を変えていくものであると考えております。 

 実際、国交省におきましては、生産性革命プロ

ジェクトを立ち上げてきていて、平成 28 年度を

元年とし、今年はさらに伸ばす年ということで、

既に 20 の先進的な取り組みを掲げ、この考えを施策全般に組み込んでいくのだということを大臣

が表明しているところでございます。 

 私ども国総研としては、そのような生産性革命を成し遂げていくことを技術の展開に置きかえた

らどういうことをすればいいのか？ これを考えるのがとても大事で、私たちに課せられた使命の

１つかなと思っております。 

 この図で、ストックが伸びていって、効果が上がっていくというストック蓄積がもたらす効果の

増大がまずある中で、今までの延長線上よりも飛躍的にストック増分に対して効果をぐっと高め
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る。あるいは、投入すべきコストが小さい割に、ストックがぐっと伸びて、結果として効果を高め

るという方策を、いかにいろいろな材料を組み込みながら、新たに工夫しながら、イノベーション

という言い方もあるかもしれませんけれども、見出していく。これを全体的に進めていくにはどう

したらいいか。ここで、ストックや効果の種類は何でも良く、何に付けてもこのような伸びを創っ

ていくことが求められるのです。 

 さてそうすると、インフラの蓄積の過程、それからインフラの特性の理解がまず必要になる。イ

ンフラや地域に関するデータをどう使いこなしていくかも大事になる。そうして、地域をよく理解

し、また新しい技術をターゲット毎にうまく使いこなしながら、こういうぐいっとした伸びをいろ

いろなところで立ち上げていく。こういうことが盛んに生じる状況を全体でどう作り出していった

らいいのだろうか。この問いを研究開発のあり方に具体にどう翻訳したらいいか？ ここを考える

ことが非常に大事だと思っています。 

 このような問題意識を設定しているものですから、1つ前のスライドに戻りまして、まず本日は、

特別講演として、シンクタンク・ソフィアバンクの藤沢久美代表にお越しいただいて、大きな視点

から、社会経済、企業経営の視点も含めてですけれども、なぜこの生産性革命が大事なのか、その

ところを明確にしていただくことをお願いしています。 

 その上で、国総研講演会としては新しい試みですが、部長同士でパネルディスカッションを行い

ます。なぜかというと、生産性革命というのは特定の分野に限定されるものではありません。分野

によらない横断的という特徴があります。そこで今日は、企画部長を中心に、道路交通関係、それ

から港湾関係、社会資本マネジメント、一見違う分野を扱う研究部長がそれぞれに、生産性を上げ

るということを技術にどのように翻訳していったらいいのかを提案し、議論を深めていくという新

しい試みをここで行います。 

  

 

 最後に、仕事のやり方を新しく開拓していくこ

との大切さを強調しておきたいと思います。我々

は、生産性革命を始めとする新しい色々なミッシ

ョンを前にして、今までのやり方で大事なところ

は堅持しつつ、新しいやり方を積極的に開拓して

いくことが大事と思っております。一例ですけれ

ども、今年の４月 24 日に熊本地震復旧対策研究

室が、熊本地震で甚大な被害を受けた現場につく

られました。これは、九州地整の熊本復興事務所

と両輪で、こういう形で（上のスライド）復旧に貢献し、逆にそこから学ぶ技術をもっと大きく全

国展開するようにしていこうとするものです。研究の新たな展開と、現場の復旧の加速の両面で現

場の事務所とタッグを組みながら仕事をするという試みをしております。こういうことも含めて、

仕事のやり方で新たに開拓すべきことにも積極的に取り組みながら、私たちの仕事のクオリティを
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さらに高めてまいりたいと思っているところでございます。 

 以上、私たちが取り組んでいる代表事例の紹介も交えながら、私の挨拶とさせていただきました。

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

                                     ――了―― 
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第 2 章 特別講演 

生産性革命が未来を拓く －今、なぜ生産性革命なのか－ 

 

 

 

 

 

 

 

シンクタンク・ソフィアバンク 代表 

藤沢 久美 

  



特別セッション「生産性革命」 

特別講演 『生産性革命が未来を拓く－今、なぜ生産性革命なのか－』 

（シンクタンク・ソフィアバンク代表 藤沢 久美） 

 

 こんにちは。ご紹介いただきました藤沢でございます。きょうは、こういった講演会にお招きを

いただきまして、大変光栄でございます。 

 国土交通省さんにはいろいろ勉強させていただいていることが多くて、こういう高いところから

お話しさせていただくのは、実はとても緊張しておりまして、先ほどパネルディスカッションでさ

らに広く深いお話をというプレッシャーをいただいて、広くはあると思うのですけれども、深くは

ないと思うので、皆さん、今日は朝からずっといろいろなお話を聞かれていると思うので、気分転

換とこの時間を気楽に聞いていただくか、ご休憩いただければと思います。 

 私のほうでいただきましたテーマが、「生産性革命が未来を拓く」ということでありまして、生

産性革命というのは本当に世界的にも起こっていることでありますし、日本でも政府が一丁目の一

番地という感じで進められていますし、国交省さんでもこれを非常に積極的に進めていらっしゃっ

て、私が i-Construction の委員会に参加させていただいたときに、大変感動したというと言葉が

悪いのかもしれないのですけれども、すばらしい取り組みだなと。このようにＩＣＴを取り入れな

がら、産業の進化を国交省さんが検討し、リードしていかれるということに非常にわくわくしなが

ら参加させていただいております。きょう、その様な話も含めてさせていただきたいと思います。 

 まず、そもそもなぜ生産性革命が今、必要なのかというところなのですけれども、皆様もそれは

感じていらっしゃることだと思います。私は、大きく２つ理由があるのではないかと思っています。 

 １つは、常に政府を挙げておっしゃっていることですけれども、日本はやはり人口減少社会に入

っているという中で、働く人たちが減っていく。生産性を上げなくては、今いる人数、これから減

っていく人数の中でいろいろなものを回していくことはできないのではないかという理由が１つ

ある。これは、皆さんもそのとおりだと思っていらっしゃることだと思います。 

 そして、もう１つ理由があるとするならば、私は今、世界が直面している第４次産業革命といわ

れる革命なのではないかと思っています。第４次産業革命という言葉は、かなりバズワードになっ

ていて、いろいろな使い方もされていますし、経団連さんなどはソサエティー5.0 という言葉を使

われていたり、コネクテッドインダストリーズという言葉を使われるところもあったりとか、いろ

いろあります。ドイツなどはインダストリー4.0 ということで、数年前から始まっていますが、こ

ちらの場合はどちらかというと製造業の革命というところから始まっています。 

 この第４次産業革命という言葉は、割とダボス会議などが３年前か４年前ぐらいからテーマにし

ていて、そこでよく議論されておりまして、業界もかなり幅広く議論されているわけです。 

 そもそも産業革命という革命という言葉が使われることについて考えてみたいと。きょうの生産

性革命も革命ですし、第４次産業革命も革命。私たち、気軽に革命という言葉を使っているのです

けれども、私たちが学生時代に歴史で習った革命という言葉は、物すごく重苦しいものであり、革

命を辞書で引くと、主権が変わるということが書かれていると思います。これまで権力をもってリ

- 17 -



ードしていたあるものが違うものに変わっていく、主役が変わる、リーダーが変わるという意味で

もあると思うのですけれども、大きくリードする主体が変わるというのが革命で起こることだと思

うのです。 

 そうすると、日本、もしくは世界においては一体何が起こるのだろうか。今、第４次産業革命と

いわれている第４次の理由というのは、データの分析であるとか解析というものでありますけれど

も、要するにコンピューターとかが自立的に自分で考えて、動いたり、判断したりというものを第

４次と総じていっています。要するに道具が変わって、道具が変わるということは価値観が変わる

わけです。道具が意識を進化させるという言葉を誰かがいったと記憶していますけれども、そうい

う意味では新しいＡＩとか道具ができて、私たちの価値観が変わる。価値観が変わるということは、

行動様式も変わりますので、仕事、ビジネス、産業の仕組みも必然的に変わっていくということに

なると思います。 

 では、どのように変わっていくのか、それを考えなくてはいけない。過去にも第１次産業革命、

第２次、第３次とあったわけですけれども、そういった革命は、私たちはどちらかというと歴史の

教科書で学びますし、今、過去をみつめると、すごく点にみえるのです。 

 例えば馬から自動車に変わるという大きな移動手段の革命もあったわけですけれども、そのとき

のことというのは、私たちは未来から過去を振り返っているので、一瞬にして起こったようなイメ

ージがあるのですが、その当事者の人たちはかなり一瞬ではなかったと思うのです。どうやら自動

車が出てきたらしい、自動車にかわるらしいという中で、まだいかないのではないのとか、自動車

なんて鉄の塊の危ないものを運転する人が増えるわけがないとか、馬の方が操縦が便利だとか、馬

の方がぶつかっても大きな事故にはならないとか、いろいろな理由の中で、馬から自動車にそう簡

単にかわらないよというものがあったのだろうと思います。 

 中には、やはり馬は乗る楽しみがあるではないか、自動車には乗る楽しみはないよといっていた

人もきっといると思いますけれども、今は馬の乗る楽しみをずっと大切にしている人は乗馬クラブ

にいるわけで、恐らく自動車も同じことが起こるのだろうなという感じはしています。 

 だけれども、私も豊田通商の仕事をしていますので、そう簡単に電気自動車にはならないだろう

とか、そう簡単に自動運転にはならないだろうということをおっしゃる方も結構いらっしゃるわけ

ですが、また未来からみると恐らく一瞬のうちに変わったのだろうなと振り返られる日がやってく

るかもしれない。なので、革命の中に身を置いている私たちというのは、一体どう変わっていくの

かというのは、常に考えておかなければいけない。 

 恐らく水が高いところから低いところに流れるように、革命といわれる技術の進化によって、い

ろいろなものの様式が変わっていく。どのように変わっていくのかというのは、よくみておかなけ

ればいけないし、高いところから低いところに水が流れるように、多分変わるのです。理のように

水は下に流れていく。だけれども、どの道筋を通って流れていくのかはわからないので、私たちは

どうなるかを早くから見つめておいて、どのようにそこに向かっていくかということを日ごろ考え

ていかなくてはいけないのだろうと思います。 

 そういう意味で、i-Constructionであるとか、ＩＣＴ土工といわれるようなものとか、プレハブ
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工法みたいなものというのは、先を見据えて道筋まで国で議論しながらつくっていくという工程で

あるので、私は非常にすばらしいことだと思ってみているのですが、あらゆる業界で変化が起きて

くるので、多分、１つの業界で道筋を描いていても、ほかから違うものが来て、突然道筋が変わる

ということもあるかもしれないので、今の時期というのは、私たちはアンテナを幅広く業界を超え

てもっておかなくてはいけないのではないかと思っています。 

 第４次産業革命といわれるものをリードしている新しい技術とは何かというと、ニューヨークの

カクミチオ先生という理論物理学者の先生とお話ししたときに、先生が考える３つの技術といのが

あるのだというお話を伺って、私はそれが非常に納得できたので、よく使わせていただいているの

ですけれども、１つ目の技術がＩＣＴ、ＩｏＴ、人工知能＝ＡＩだったり、それから最近、ＲＰＡ

（Robotic Process Automation）といって、ロボットをいろいろな作業の中に置きかえていくとい

うのもありますが、こういうＩＣＴから始まったＩｏＴ、ＡＩ、ロボットみたいなものが１つ目の

技術であると。 

 ２つ目の技術としては、ゲノムの技術。遺伝子をいろいろデザインできる。半年ぐらい前に、近

大の先生とお話をしたときにも、タイの遺伝子操作をして、今ではタイの筋肉量を倍にするという

遺伝子操作がもう完了していて、毎年今までよりも筋肉が倍、つまり私たちにとって食べるところ

が倍のタイが、普通に生まれてくるというお話もありました。そういう意味では、これから遺伝子

をデザインできる。これは、倫理的な問題もあるので、すぐに人間でということにはならないです

けれども、そういうことだってあり得る。 

 では、こういうことができるようになったら、派生的にどんなことが起きるのかということも考

えておかなければいけない。例えばオリンピック・パラリンピックみたいなところでドーピングと

いうのがありますけれども、遺伝子を操作してしまえば、ドーピングで検査しても出てこないわけ

ですから、またドーピングのあり方そのものも変わっていかなければいけないというのも１つ出て

きますし、いろいろなことが起こる。 

 ３つ目がナノの技術といわれていて、小さくするという技術です。どんどん小さいものをつくっ

ていく。川崎の研究所に行ったときに、ナノ技術のロボットを１つ教えていただきましたが、血管

の中を走っていけるロボットで、さらに血管の中に入るぐらい小さい上に、血管には表面に穴がい

っぱいあいているわけですけれども、その穴も通り抜けられるぐらい小さなロボット。なので、病

気があれば、その患部にロボットが薬をもってずっと動いていって、血管の側面の穴から抜けてい

って、患部にだけに薬を投与してくるということができるというお話で、これは別に日本だけでは

なくて、ほかの国でも随分研究されているナノ技術の１つです。後半の２つのナノとかゲノムとい

うものを考えただけでも、それは人間は長生きするでしょうねと思うわけです。病気になる比率も

どんどん下がっていくでしょうと。 

 お医者様方と話しているときも、10年以内にがんは治る病気になるだろうというお話をされてい

る方もいらっしゃいましたが、この新しい技術の進化によって、人間は恐らく寿命が延びていく。

『ライフ・シフト』という本が大変はやりましたけれども、2007年に生まれた子供たちは百何歳ま

で生きるとか、今から生まれてきた子たちは百何十歳まで生きるのではないかということがいわれ
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るぐらい、人生も長くなっていく。 

 そのための技術もどんどんみえてきていると考えると、会社のあり方も変わっていくでしょう

し、それ以前に社会保障の仕組みだって機能しなくなるということも考えられるでしょうし、ずっ

と働いていかないと食べていけなくなるという、人生設計だって変わっていく。キャリアだって変

わっていく。キャリアが変わっていくということは、教育も変えていかなければいけない。１つ長

生きするという新しい環境が生まれた瞬間に、あらゆる産業、あらゆるビジネスが変わっていかな

ければいけない。 

 65 歳定年、70 歳定年というのも、そもそもそうではなくて、80、90 まで働く必要があるのでは

ないかとか、これから人口が減っていく、高齢化になるから、生産性を上げていきましょう。大事

なことなのですけれども、もしかしたら高齢者といわれている人たちは、今までよりももっと元気

で、本当は 90 歳まで働けるかもしれないということも起こり得るかもしれないし、考えなくては

いけないかもしれない。そういうときにどういう仕事をしていただくのかというのも考えていかな

くてはいけない。 

 技術の進化というものは、私たちの生活、そして仕事の中でいろいろなものを変え得るわけです。

そうすると、こういう建設や土木の世界でもいろいろなものをもっと幅広に考えていかなくてはい

けないということになるのだと思います。 

 その中で、私は企業回りをよくしているので、企業の経営者の皆さんが今、一番頭を悩ませてい

らっしゃるのが、自分が関わっているビジネスがどう変わってくのかということなのです。自分が

関わっているビジネス、そして自分がお取引させていただいている企業のビジネスがどう変わって

いくのだろうかと。 

 例えば、私は静岡の銀行の社外取締役もやっているのですけれども、静岡には自動車の部品をつ

くっている会社がたくさんあります。そういった部品メーカーさんがとても心配して、先に準備を

始めているわけです。 

 １ヵ月ぐらい前ですか、モーターショーがありましたよね。モーターショーに行ってきました。

ことしのモーターショーはちょっと寂しかったですけれども、モーターショーに行きますと、コン

セプトカーといって、今後、次の次ぐらいに出てくるかなという模型がいっぱい置いてあるわけで

す。各メーカーさんが今後、こういう車が出てくるだろうと。 

 このコンセプトカーに共通して、１つ、今までの車にあったものでなくなっているものがありま

した。形は今の車と全く同じです。ハンドルもあるし、タイヤもあるし、運転席もあるし、同じな

のだけれども、１つ消えているものがありました。何だと思いますか。消えていたのはバックミラ

ーのミラーです。みんなバックミラーの出っ張りはついていました。多分、これはルールで出っ張

っていないといけないですよね。きょう、いろいろお話ししますけれども、法律やルールから逸脱

した話があるかもしれませんので、前もってそれはお詫び申し上げます。出っ張っているのはみん

なついているのですけれども、その中には鏡はついていなかったです。全部カメラに変わっていま

した。中にカメラが内蔵されていた。つまり、バックミラーの鏡をつくっている会社は、モーター

ショーに行くと、仕事がなくなるのだと確実に実感する瞬間です。実は、そういった会社が静岡県
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下にはあります。バックミラーをつくって大変なシェアをもっていらっしゃる。 

 でも、この会社さん、実はその昔は鏡台をつくっていた会社なのです。鏡台ってわかりますよね。

多分、こうやってみるとわかる世代の人しかいらっしゃらないと思いますけれども、学生たちに鏡

台というと、ブラザー（兄弟）か大学（京大）かと聞かれるので、鏡だよという話をするのです。

静岡は鏡をつくる会社が多かったのですけれども、だんだん和室が減って、鏡台を置かなくなると

いう中で、いち早く小さい鏡であるバックミラーのミラーに取り組まれて、生き残り、元気にやっ

てこられた会社が今まさにバックミラーをつくっていらっしゃるのですが、鏡台をやっていた会社

はみんないなくなりました。でも、その会社ですら数十年でバックミラーのミラーというニーズが

なくなっていく中で、次の投資、研究を始めていらっしゃるわけです。 

 こういうことが多分、物すごいスピードであらゆるところでこれから起きていくのだと思いま

す。なので、自分たちがお取引しているところがどう変わっていくのだろうか。 

 きょう、自動運転のお話もパネルディスカッションであったようですけれども、自動車そのもの

だってどうなっていくのだろうというのも大変興味があるというか気になるところでありまして、

私は豊田通商でいろいろ役員会でお話を聞いていると、ふと気づいたのは、最近、自動車という言

葉が使われなくなってきていると。モビリティーという言葉に、いろいろな書類に書かれる言葉が

変わってきているのです。 

 何で自動車でなくてモビリティーに変わっているのだろうと。今までは、自動車だったのに、今

はモビリティー。よくよく考えたら、モビリティーは移動手段とか移動機能、移動の部分の言葉で、

必ずしも自動車ではないのです。私たちがイメージする車ではない。移動する技術というか、そこ

に言葉がどんどん移ってきているということは、やはり自動車メーカーといわれているところは、

車をつくって売るというビジネスから、移動手段を売るに変わっていこうとしているのかしらとみ

えてくるわけです。 

 では、移動手段を売る会社になっていくのだとしたら、自社だけでは無理なわけです。手段を売

るわけですから、その手段を求める会社と組まなければいけないということになるわけです。 

 では、どんな会社と組むのだろうということを想像していく、妄想していく必要があって、私は

まだそこまでのお話は聞いていないのでわかりませんけれども、つい１ヵ月ほど前に長崎のハウス

テンボスに行きました。澤田さんという社長、ＨＩＳの旅行会社をつくった方ですけれども、澤田

さんが今後やることの１つに、最近、ハウステンボスの近くに無人島を買ったのだというお話をさ

れていて、来年から無人島にお客さんが行けるようにしようと思っていると。おもしろいのだよと

いうお話をされていまして、夜、ハウステンボスで遊んだ後、ホテルにチェックインしていただく

と、朝起きたら無人島に着いている。そんなホテルを用意するのだとおっしゃっていたのです。私

がそれはフェリーではないのですかといったら、フェリーではなくてホテルだとおっしゃるので

す。 

 つまり、そういう発想で考えていくと、さっきもお話ししていたのですけれども、ホテルは別に

動いてもいいわけですよね。今、深夜バスという非常にラグジュアリーな移動バスがあって、寝な

がら着くというのがありますけれども、あれがもし隊列を組んで、幾つかの移動ができるようにな
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ったら、もしかしたら隊列を組んだ中にホテルの部屋がついているというのがあってもいいかもし

れない。 

 では、ホテル会社さんと自動車のモビリティーを提供する会社が連携して、新しい移動ホテルを

出すということがあるかもしれません。ルール上、全然アウトということかもしれないけれども、

そのように箱の外、アウト・オブ・ボックスな考え方をどんどんしておくべきだと思うのです。 

 ドバイなどは、そういう実験などをすごくいっぱいやっていて、４～５年前、自動運転の実験を

したときに、通勤時間を有効に使いましょうといって、自動運転の車なのですけれども、中はフィ

ットネスになっていて、会社に着くまでの間に中でトレーニングをするという車が実験的に走って

いましたが、そのようになっていく。 

 では、もちろん今までのような自動車もつくるのでしょうけれども、自動車メーカーはどう変わ

っていくのか。どういう会社と組むことになるのか。そして、今、実はとまった地面の上に存在し

ているあらゆるものがある意味モビリティーということで、地面が動くということが可能になると

するならば、とまった地面にいろいろなサービスをしているところが、もしかしたら移動手段を提

供する会社とどんどん組んでいくということがあるかもしれない。学校も動くかもしれない。いろ

いろなことが起こるかもしれないと考えると、今まで私たちがイメージしていた自動車会社という

のは、全く違うモビリティー会社に変わるかもしれないということになるわけです。 

 なので、このように自分たちが今関わっているビジネスの世界がどう変わっていくのだろうか。

保険会社も変わります。この間、保険会社さんとお話ししていたら、ビッグデータの解析がどんど

んできるようになってきたので、例えば自動車保険、これからは自動車事故が起きたら、保険金を

払う、いろいろな調停をやるというのが、お客様に対するメインのサービスではなくなると思いま

すとおっしゃっていました。 

 では、どういうビジネスになるのですかと申し上げますと、大量のデータがあるのですと。今ま

で事故を起こした方のデータが大量にある。どういうときにどういう人がどのように事故を起こす

かというのは、データがありますと。それを分析することによって、保険に入ってくださったお客

様には、事故が起こらないように事前にいろいろな情報提供をするというほうが価値のあるサービ

スになる。 

 よくよく考えてみれば、自動車保険に入るお客様の一番求めていることが何かといえば、本当は

事故に遭いたくないのです。最悪事故が起きたら、いろいろなことをしていただけるのはありがた

いけれども、本当のニーズは、事故に遭いたくないというのが本来、車を運転する人の思いだと思

うのです。そこに応えるのが本来は保険会社の仕事ではないかということで、事故に遭わないよう

な情報提供をするのが保険加入者に対する本来提供すべきサービスだろうと。 

 最近だと、車でも顔の認識をして、眠たそうにしていないかとか、心拍数が上がっていないかと

か、そういうのもはかれるようになっていますから、そういうものと保険会社さんが連携すること

ができたら、車に乗ってハンドルを握った瞬間に、何か顔がむくんでいますよと。きょうは心拍数

が高いですよ、きのうちょっと飲んでいませんか。きょう雨だし、二日酔いで雨が降っているとき

に、あなたが毎日通勤するルートで考えると、ここで事故が起きる確率は日ごろよりも５割増しま
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すと。事前にスピードを緩めるか、ブレーキに気をつけてくださいという情報が来るかもしれない。

そこにさらにアシスト機能のついた車だったら、車のほうがそこで減速するかもしれない。そのよ

うに保険のビジネスも保険単体ではなくて、いろいろなものと連携しながら、本当にお客様が求め

るサービスにビジネスモデルを変えていくかもしれない。もしかしたら建機なども、そういう形で

保険の形であるとか、建機の動かし方とかいろいろなものも変わってくるかもしれませんけれど

も、保険もそうやって変わっていく。 

 そういう意味では、第４次産業革命の鍵となる技術というのを見つめながら、どのように変わっ

ていくのか、自分の業界、自分がお取引している業界、どうビジネスを変えていくのか、また価値

観が変わっていくのかというのはよく考えなければいけない。 

 だけれども、そんなに簡単に未来のイメージなんて湧かないよというのが普通なのですけれど

も、そういう意味では、私たちが、ぜひ観察しておくといいと思うのはベンチャー企業です。今、

マザーズだとかジャスダックだとか、小さ目の市場に上場してきている新しいベンチャー、そうい

うベンチャーの中ですごく勢いをもって、一部上場まで上がっていくような会社は、実はいち早く

未来の業界の姿を実験しているというか、実現している会社が結構あるのです。 

 さっき申し上げた保険のビジネスをいち早く、とても保険金を払うのではなくて、事故や病気が

起きないように、先に情報サービスをしている保険会社というのは、とっくに 10 年ぐらい前から

生まれていて、上場しています。それは、ペット保険の会社です。アニコムという会社はそういう

会社です。最初からペットが病気になる前提ではなくて、ペットが病気にならないように保険に入

ってくださいというサービスをやって、全国の獣医さんをネットワークしています。 

 でも、ここで疑問に感じるのは、獣医さんをネットワークして、病気にならなくしたら、獣医さ

んはもうからないのではないと思うわけですけれども、そこは違うところで、獣医さんをネットワ

ークして、獣医さんに来るペットのオーナーさんに保険に入ってくださいと営業してもらうと、獣

医さんにもちゃんと保険料の一部が払われるわけですから、獣医さんにしてみれば、病気になろう

がなるまいが、お金が入ってくるのです。今のお医者さんのビジネスだと病気にならないとお金が

入ってこないのですけれども、このペット保険の世界では、病気になろうがなるまいが、毎月一定

の金額は獣医さんに入ってくるのです。そういう意味ではみんなハッピーです。 

 なので、本当のお客様のニーズというものにもっとフォーカスしていって、今の技術をどう使う

かと考えると、実は新しいビジネスモデルがみえてくるし、そういうビジネスをベンチャーたちは

もう始めている。 

 この間も若手の建設会社をしている人たちと話していたのですけれども、彼らはもう２つのこと

をやっていました。１つは、オフィスは個室の時代ではないと。オフィスは、テレワークとかいろ

いろな人が出入りして、そしていろいろな雑談が起きる大部屋的なものでなければいけないし、そ

ういう時代だと。リラックスができて、雑談が起きるというオフィスにしなければいけないからと

いうことで、古い建物をどんどん買っていく。昔だったらＯＡ床が必要だったけれども、Ｗｉ－Ｆ

ｉが飛ぶので、ＯＡ床も要らない、電話も線が要らない。なので、古い建物でみんなで集まれるよ

うなちょっとおしゃれなところであれば、そういうものをオフィスとしてどんどん展開していく。
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リフォームもかけていくということをやっていって、全然違うビジネスをやっていますし、もう１

つ彼らが今取り組んでいるのは、マンションですけれども、彼らがつくるマンションは全部屋上に

出入り口があるのです。もちろん今のマンションだってありますけれども、管理人の人しか出入り

できないようになっていますが、彼らが今つくり始めているマンションは、人がちゃんと出入りし

て、そこに倉庫とかもあったりするのです。 

 なぜかというと、ドローンで物が運ばれることを前提にして、その地域ではドローン輸送がある

前提でマンションをつくって、屋上にドローンが運んできた荷物の受け入れをすることができるよ

うな仕組みを今からつくっていると。建物というのは、20 年、30 年使われるものだから、そのく

らいの時間軸を考えたら、後でドローン用に出入り口をつくるのではなくて、今からつくっておい

たほうがいいのだということをいっていました。 

 ある意味では、若い人たちの会社などを観察していると、次、我々の業界で何が起きるのだろう

かということの片鱗であるとか、未来の姿がみえてくるのだと思います。 

 では、そういった第４次産業革命でビジネスだとかいろいろなものが変わっていくときに、土木

だとか建設というものがどう変わっていくのかということですけれども、私はその１つが、きょう

も i-Construction の取り組み状況という国交省さんからいただいた冊子を一生懸命読んでいたの

ですが、実際に i-Construction が進んでいて、全国各地で取り組みも進んでいて、測量はドロー

ンを使ってやり、ドローンからとってきたデータを使って、工事計画を立て、そして自動運転の建

機にデータを入れて、いろいろな法面加工というものもある程度自動運転的にやっていけると。 

 データでちゃんと管理できるので、その後の振り返りもできるし、非効率なことも起きないし、

働く人の数も少なくていいし、熟練の人でなくてもある程度のところまではできるとか、工期も短

くなるとか、そういうことに実際にいろいろな方々が取り組んでいらっしゃって、この中をみると、

施工者の声というところで工期が短くなりました、７日から４日に短縮できたとか、作業の人の数

が減りましたとか、何よりもすばらしいなと思うのは、安全性が上がりましたということも結構な

方が書いていらっしゃる。 

 なので、こうやって新しい技術を使うことによって生産性を上げる。それから、コストを下げる。

そして、何よりも安全性を上げる。なので、働く環境を改善していくということを実際にやってい

らっしゃるわけです。 

 一方で、こういう取り組みをするときに必ず起こってくるのが、小さな会社にとってＩＴ、ＩＣ

Ｔの投資は難しい、コストがかかる、そして、そういう技術がわかる人がいないとか、いろいろな

課題が出てくるわけですが、それも事例集の一番後ろにはいろいろな補助金とかがありますよとい

うのも書いてあって、低利融資であるとか、税制の優遇であるとか、いろいろなものがあるという

ことで、そういう準備もされている。 

 そういうのをどう使っていくかというのは、きっとコンサルタントの方々がアドバイスしてくだ

さるのだと思うのですけれども、そういうものがあっても、なお、うちはどうなってしまうのだと

不安になっていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれない。何よりも測量をドローンでやってしま

ったら、測量士の仕事はどうなるのだというお話も出てくるかもしれない。 
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 実は、こういうことはこれからいろいろな業界で起きます。金融機関も都銀などはこのところず

っと何千人の人員を削減しますし、ロボット、ＡＩに置きかえますという話をしています。やはり

都銀の中でも大きな心配の声が上がっています。仕事がなくなるのではないかと。私たちは首にな

るのではないか。組合の人たちも不安の声を上げ始めている。でも、そうではないのだという説明

を経営者の方々はしなければいけないということを今、議論しています。この話は後でもしたいと

思います。 

 これは今始まったことなのかというと、そうではなくて、何度もこういうことは起きているわけ

です。私、i-Constructionの会議でも一度発言させていただいたことがあるのですが、コンビニエ

ンスストアが生まれてきたというのは、i-Constructionに完全ではないですけれども、少し似てい

るなと思っています。 

 コンビニエンスストアというのは、今とても便利で、日本全国ありますけれども、コンビニがな

かったときというのは、昔何があったのか。昔あったのはよろず屋さんで、何でも売っていました。

私も家の近所でも一応酒屋さんだけれども、何でも売っていました。駄菓子も売っているし、学校

で使うノートも売っているし、ちょっとした下着、肌着も売っているし、乾物とかいろいろなもの

が売っている。でも、本業は酒屋さんみたいな、ある意味よろず屋さんがありましたけれども、そ

ういったお店というのは、ご夫婦や家族でやっていらっしゃる。 

 そういうお店は、スーパーが郊外にできたときに、ばたばたとつぶれていったのです。だけれど

も、実はつぶれなかったところもたくさんあって、つぶれなかったところ、事業を続けることがで

きたところはコンビニに変わっています。 

 つまり、コンビニエンスストアを運営している会社は何を提供してくれたかというと、個人でや

っているよろず屋さん、商店にとってみると、品ぞろえが少ないからスーパーに負ける。そのタイ

ミングに合わせて、適切な商品をタイムリーに並べるというノウハウがない。そして、ＣＲＭ

（Customer Relationship Management）、顧客管理のノウハウがない。なので、近所の人からして

みると、欲しいものが欲しいタイミングでない。品ぞろえも少ない。だから、スーパーに行こうと

いう話になっていたところに、タイムリーに物を置く、そして物流のかわりにコンビニエンススト

アがトータルでやるので、タイムリーにある、品ぞろえもあるということで、再びお客様がそこに

来てくださるようになったという意味で、個人でやっていては足りなかった顧客満足につながる、

いろいろな仕組みをコンビニエンスの会社が提供してくれた。残ったのは、地域の人たちと親しく

コミュニケーションするとか、地域の人が求めるものという味つけをする。そういう人間にしかで

きないサービスの部分をお店の人たちはやり続けて、人間でなくても、また全国共通でできるもの

は、コンビニエンスストアの大元の会社がシステム、インフラとして提供してくれる。 

 そうすることによって、実は事業の持続、継続ができたり、また、昔だったら勘でいろいろなも

のを仕入れて並べるけれども、売れない。結構な在庫、売れ残りという負担があった。だけれども、

それもある程度システム的にやってくれるので、売れ残りが少なくなっていく。つまり、生産性も

上がったということがあると思うのです。 

 なので、i-ConstructionのようなＩＣＴを使ったある意味標準化したもの、プレキャスト化、部
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材を使ってプレハブ型でつくっていくというものも、ある意味、一般化、標準化できることによっ

て生産性を上げ、事業の継続につながるようなサポートにもしかしたらなるかもしれない。 

 でも、もちろんいいことばかりではない。課題があるとするならば、例えばコンビニエンススト

アなどは、そうはいいながら、コンビニエンスのファミリーマートやローソンやセブンイレブンや

いろいろあるわけで、それぞれの働く人が足りないというのは正直出てきています。 

 それぞれシステムが違うので、ローソンでは働けるけれども、セブンイレブンでは働けない人が

いるのです。レジの打ち方も違うし、物の並べ方も違うし、経理の仕方も違うので、アルバイトさ

んでもローソンでは働けるけれども、ファミリーマートでは働けない、セブンイレブンでも働けな

いということがあったりして、そうすると、コンビニ向け人材派遣会社というのが今ありまして、

その中で人にランキングをつけているのです。ローソンとセブン両方で働ける人はちょっと給料が

高い。ローソンでもセブンでもファミリーマートでも働ける人は、もっと給料が高いといってラン

キングをつけている。そうすると、コンビニエンスストアからは、どんどん人件費が上がっていく。

でも、人は足りないということが起きています。 

 では、どうしたらいいかというと、できるだけ標準化していくということをやっていかなければ

いけないのだろうと思います。そういう意味では、i-Constructionは国を挙げて皆さんでいらっし

ゃるので、メーカーごとに基準が違うということは起こりにくいのだとは思いますけれども、どこ

まで標準化できるかというのは、１つ大きな課題であると思いますし、コンビニエンスストアから

学べるいいところと悪いところ、課題ということもいえるのではないかなと思っています。 

 もう１つ、例になるなと思っているのは、タクシーの会社で第一交通産業さんがいらっしゃいま

す。北九州のタクシー会社さんで、最初は５人からスタートしたとおっしゃっていましたけれども、

今、全国三十幾つの都道府県でタクシーを運営されています。幾つかの会社は、もう経営が難しい

ところを買われていますけれども、幾つかは提携をした形でやっていらっしゃいます。 

 小さなタクシー会社さんは、なかなかに大変な中で、ある程度インフラであるとか、車両を共有

で買うとか、一緒にやれるところは一緒にやりましょうということをやって、広がっていっていら

っしゃいます。 

 この会社さんのお話の中で大変おもしろいなと思ったのは、バス会社も持っていらっしゃるので

す。沖縄には琉球バス交通と那覇バスというバス会社が２つあるのですけれども、両方とも経営が

難しい、収益が上がらないということで、第一交通さんがお買いになりました。買収というと嫌が

られるのですけれども、困ったので買ってくださいといわれて買っているのであって、買収したの

ではないと。頼まれて買ったのだといつもおっしゃられるので、言葉は気をつけなければいけない

のですけれども、お買いになった。 

 今、沖縄の75％のバスの運営、経営をされているわけですけれども、沖縄で観光社も含めて路線

バスの運営をしていくというところなのですが、常にたくさん人が来るわけではないのです。沖縄

もたくさんツアーの人が来るときと来ないときがあるのです。沖縄は、実は３月、９月というのは

団体客が少ないそうです。個人でどんどん人が来てしまうので。団体客、路線バスとかある意味ガ

イドさんが必要なバスを使ってくれる人は、３月、９月は来ない。それ以外のときに来る。 
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 でも、その間にガイドさんとか運転手さんを雇っておかないと、ほかに行かれたら、いざ必要な

ときに働いていただけない。どうしようと。その間、実はとりあえずほかに行かないでねといって、

毎月１人３万円ずつぐらい払うわけです。そうすると、月に 500万ぐらい。仕事はないけれども、

浮気されたくない人たちに払うお金というのがあって、数千万円が仕事をしていない人に払うコス

トになっていたわけです。 

 でも、その社長さんが何をされたかというと、たまたまテレビをみていたら、北海道の礼文島と

いうのは北の端っこで、バスの運転手さんやガイドさんがいないので困っていると。３月、９月は

一番お客さんが来るのだけれども、バスの運転手さんがいないと。うちと逆ではないかと。では、

うちのバスガイドさんとか運転手さんを礼文島にその期間だけ派遣するのはどうだろうかという

ことを考えるわけです。宗谷バスさんにご提案したら、それはありがたいと。いろいろなところか

ら運転手さんやガイドさんを集めているのだけれども、なかなか集まらないと。では、そうしまし

ょうと。 

 バスも半年だけで黒字にするのは大変難しいと。であるならば、バスのリースも一緒にやりまし

ょうということで、リース会社にご提案されて、宗谷バスさんと第一交通さんがリースを半分ずつ

もつという新しいリース契約をつくり上げて、一緒に5,000万円のバスを買う。 

 今までは、宗谷さんは半年で 5,000万をちゃんとリースで返せるようなビジネスをやらなければ

いけなかったけれども、できなかった。でも、半分ずつもつとできるようになったと。 

 かつ、第一交通さんは、働かないけれども、逃げられないために毎月払っていた合計 500万、ト

ータル数千万のお金を、北海道で働いてもいいよという人たちに働いてもらうことによって、それ

がゼロになるどころか、さらなる売り上げになったわけです。 

 かつ、ガイドさんたちはしゃべるのが好きですから、北海道だけでなくても、沖縄の中の旅行会

社とか、いろいろなところで仕事がない時期、旅行会社さんで案内をやりますとか、受け付けをや

りますとやってくださるようになって、今の時代の兼業、副業です。きのう、厚労省さんと話して

いたら、そこは雇用契約書をちゃんとみなければいけないといっていましたけれども、さすが厚労

省さんだなと思いました。 

 そういう一人の方が多能工として、でも、子供もいるので北海道は行けないという人は、北海道

の中で観光にかかわるほかの仕事をその期間はやるということをなさっていたりして、第一交通さ

んという会社さんが交通、観光にかかわるいろいろなビジネスに人を派遣するということにまで広

がっていくし、その会社がすばらしいと思うのは、やらせ感をもたないようにするということで、

行きたい人、やりたい人にやってもらう。そして、やりたい仕事を提案してもらうということをベ

ースにされているので、やらされ感で働いている人は余りいないのだとおっしゃっていました。 

 そういう意味では、こうやって第一交通さんが全国をネットワークしていくことによって、標準

化できるものは標準化していくし、そうすることによって、まさに生産性を上げるというか、コス

トを下げるということをすることができているし、収益のチャンスを増やしていると思うのです。

コストを下げるだけではなくて、さらにプラスに変えていくということをなさっている。 

 今、i-Constructionのようなものを使って、みんなで同じ人材派遣の会社をつくっていくとか、
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建機やシステムを地域を越えて共有していくということが起きる。標準化が進んでいくと、もしか

したらコストが下がるだけではなくて、収益をさらに上げていくという新しいアイデアが生まれて

くるかもしれないと思うわけです。 

 そういう意味で、生産性革命にどんなチャンスがあるかという前に、これを迎えるに当たって、

私たちがやらなければいけないことがあるなと思うわけです。それを最後、３つ言っておきたいと

思います。生産性革命を受けとめていく、もしくは活用していくために私たちがやらなければいけ

ないことを３つあえて上げるとするならば、まず１つは、私たちが取り組んでいる仕事の中で、Ｉ

ＣＴ化できるものは何なのか、また、みんなと共有で使える部分はどこなのか。シェアリングでき

るものは何なのかという棚卸しをすることだと思うのです。 

 シェアリングするところで、あまり日本の中で競争はしていかないように、いいものが出てきた

ら、みんなでいいものを使おうと変えていくべきなのだろうとは思いますけれども、機械でできる

こと、ＩＣＴを使えばできること、みんなで共有して使えるものって一体何なのだろうかというの

をまず整理して、棚卸しして、明確にするということ。それは、まさに i-Construction コンソー

シアムみたいなものがどんどん取り組んでいっていただければいいのかなと思ったりします。 

 それを１つ目にやったならば、２つ目にやらなくてはいけないのは、我が社の強みになる部分は

どこなのだろうかと。他にはなくて、我が社にしかできないものは何なのだろうかということを必

死で考えなければいけないということになると思うのです。 

 これから人工知能、ロボットというものが出てきたら、確実に起きるのが人工知能やロボットの

部分は、みんなで開発合戦もあるかもしれないけれども、ある程度共通になってしまうのです。そ

うすると、差別化って人にしかできない部分になってしまうわけです。 

 例えば私が先ほど申し上げた静岡銀行ですけれども、10年前に実はシステム投資を大きくしてい

ます。銀行の支店は行かれたことがあると思いますけれども、お客様と対応するカウンターがある

ところがありますが、実はその裏側に事務をやる部門があります。その広さの配分というのは、お

客様が対応するところが３割、裏で事務をやる部分が７割ぐらいの広さを使っているのです。実は

人も相当な数、後ろにいるのです。 

 そこで、支店の中でシステム化をどんどんやりました。紙を一切なくしましょうと。全部ペーパ

ーレスにして、お客様はもちろん紙に書いていただくのですが、全部カメラで撮って、本社のサー

バーに全部上げていく。だから、支店の中に紙を置いておく倉庫をどんどんやめていったのです。

そうすることで、紙に判子を押す人たちの数も減る。紙を処理してちゃんと整理する人の数も要ら

なくなって、実はバックオフィスで働いている人たちの６割がそこで仕事をする必要がなくなりま

した。 

 では、解雇したのかというと、解雇はしていません。その人たちには、人にしかできない仕事に

移っていただいたのです。機械ができること、ＩＣＴができることはそちらにお任せして、人にし

かできないことは何かというと、お客様のところに訪問して、お客様のニーズは何か、お困り事は

何か、さらにはお客様にご提案できることは何かということを考えて、新たに提案をする。お手伝

いをする。また、ネットワークをご提供する。人と人をつなぐ、会社と会社をつなぐというお仕事
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にみんなかわっていただいたのです。 

 でも、これって１日、２日、１ヵ月、１年でできる仕事ではないのです。やはり通って、経験を

積んでいくということがすごく大切。もちろん研修もやらなければいけない。 

 10年たった今、何が起きているかといいますと、これだけマイナス金利で各銀行大変なのですけ

れども、融資は伸びています。この中に静岡の方がいらっしゃったら、静銀といえば渋銀という、

なかなか貸してくれないといううわさを聞いていらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、10年

前に比べて、今、静岡銀行は、かつては貸せないと思っていた、判断していた会社さんよりも低い

会社さんにお金をお貸しすることができるようになっています。 

 それは、バランスシートだけをみるのではなくて、経営者さんとお話をして、この経営者さんが

どれだけ信頼できるかということも含め、そしていろいろな方をご紹介して、一緒にビジネスを大

きくしていくというお手伝いをするという人間にしかできないサービスができるようになったか

ら、数字だけでは貸せなかった会社さんにお貸しできるようになっている。 

 10年もかからないですけれども、今やらなければいけないのは、ＡＩとかロボットとかがどんど

ん入ってくればくるほど、人にしかできない仕事の部分が最大の差別化になっていく。とするなら

ば、その差別化になる部分は何なのかというのをよくよく精査して、その部分をどう拡充していく

かということを今考えていかなければいけない。土木、建設にそんな部分があるのだろうかと思わ

れる方がいらっしゃるかもしれないし、関係の人たちだから、あるあると思ってくださると思いま

すけれども、どんな道路をつくるのか、どんな工事をするのかだけではなく、そういった工事、道

路をつくるときには、必ず付随して、いろいろなものがこれから出てくる。そこに対していろいろ

なアイデアをつけていく。 

 例えば、橋。うちの父は橋をつくっていましたので、橋の話は子供のころからよくしていましけ

れども、橋は通るためにあるのか、離れたところを渡るためだけにあるかというと、そういうわけ

ではないと思うのです。橋自身が稼ぐということだってできるかもしれない。橋自身が渡るだけで

はない役割をする方法がこれからあるかもしれない。そういうことも考えていかなければいけな

い。これは、人工知能やロボットはできません。橋というものがいろいろな業界と連携していくこ

とによって何ができるのか。橋というものがデータを提供することで、もしかしたら新たなセキュ

リティーが要るとか、新たな何かを提供することができるかもしれない。 

 特に道路とか橋とか建物とかは、人が行き交う、車が行き交う、荷物が行き交う、そこにはデー

タが発生するのです。21 世紀のオイルはデータだといわれています。20 世紀はオイルマネーとい

う言葉がありました。石油をもっているところが強かった。石油をもっているところにお金が集ま

ったといわれていますが、21世紀はデータをもっているところにお金が集まるといわれています。

そういう意味では、常に何かが通り過ぎる場所である道路、橋、鉄道もそうですし、建物というも

のがどのようにデータをもち、そのデータをいろいろなところと連携させていくかというのは、実

は物すごい件数なのです。 

 だから、私は、都市というのはこれから物すごいところになるだろうなと思っているのです。た

だ人が行き交うだけではなくて、そこはデータが行き交う場所なので、ここには物すごいビジネス
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チャンスがあるだろうなと思っています。 

 では、どんなビジネスチャンスがあるのかというのは、人が考えなければいけない。どういう人

を育てなければいけないのか、どのようにその部分をつくっていったらいいのかというのは次考え

なければいけない。 

 なので、３つ目に我々がやらなくていけないのは、そういう新しいロボットや人工知能にはでき

ない発想、そしてコラボレーション、連携ができるような人材を育てるということが必要になって

くるのだと思うのです。 

 人材育成という言葉は、とても難しい言葉だなと思っています。人を育てると簡単に言うけれど

も、簡単ではなくて、なかなかできないし、それから古い考え方をもって人を育てて、新しい考え

をもつ人はなかなか育たない。私も若い人たちと話していると、発想の違いに、ああ、だめだ、も

う年だと思うのですけれども、であるならば何をしなければいけないかというと、新しい発想が生

み出せるような職場の環境をつくっていかなければいけないということだと思うのです。 

 １つ大切なのは、物理的環境もそうですし、とても大切なのは、会社が目指すビジョンというも

の、もしくは哲学みたいなものをきちんと明確にして伝えるということだと思うのです。なので、

道路をつくる会社ですと今までいっていたのだけれども、そうではなくて、道路をつくることを通

じて、一体社会に対して何を提供したいと思っているのかということを言葉にして、皆さんに共有

する。そうすると、それを皆さん心の糧にして、いろいろな発想ができるわけです。 

 例えばさっきのデータの話をすれば、あらゆる人たちが道路というものを使って、安心・安全、

事故が起きない場所を提供するのだとか、そういう環境を提供するのだというのも、道路会社なの

だけれども、本当に提供しようと思っているのは道路ではなくて、安全・安心に移動できる場所な

のですということを例えばビジョンにしたときに、社員の人たちは道路をつくるという技術だけで

はなくて、そこにもっとほかにどんなものをくっつけていったらいいのかというのが発想できるこ

とになっていくのだと思うのです。 

 なので、まず１つはビジョンを明確にしていくということ。究極、自分たちがつくっている道路

はどんなのだろうとか、自分たちが今、整地している土木工事というものは、本来何のためにやる

のだろうかとか、本質の本質の本質に一度戻ってみて、それを言語化してみる。そこにすごいチャ

ンスがあるのだと思うのです。 

 なので、まず人の能力を開花させるためには、目にみえている目標、ゴールではなくて、まずみ

えていない、もっとそれを包括するようなビジョンを言語化して、伝えるということが１つすごく

大事なことだと思います。 

 そしてもう１つは、やはりさっきの第一さんではないですけれども、やらされ感がある環境の中

で、人は決して発想が豊かになりませんので、現場の声がどんどん上がってくるような環境をつく

るということ。いろいろな仕事を通じて、アイデアがあればどんどん上げていってほしいという風

通しのよい環境を会社の中でどうつくっていくか。会社の中だけではなくて、外からもそういう声

がいかに上がってくるような職場環境をつくっていくか。 

 特に道路とか土木というものは、地域に開かれたところであるはずなので、もっと地域の方々の
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声を聞いていくとか、地域の方々の知恵を借りていくとか、まさにポータルサイトみたいな場だと

思うので、こういう国土交通省さんが所管されている分野はある意味国土ですから、全ての場なの

で、実は全てこの地球上というか、日本で生きている人たちは、みんな何らかネットワークできる

人たちだと思いますので、そういう人たちにどれだけ関わっていただくかということになるかなと

思っています。 

 そういう意味では、やらなければいけないことは、まず標準化、シェアリング、ＩＣＴ化できる

ことは何かということを精査する、棚卸しをすること。そして、我が社が強みとする部分は一体何

なのか。それは、いいかえれば、我が社が目指すビジョンとは何なのか。道路だとか、土木だとか、

先にみているものは何なのか。もしかしたら創業の精神の中に、創業者の人が語っているかもしれ

ない。それを明確にしていただく。 

 そして、３つ目は環境をつくる。人材が育つ、発想が出てくるような環境をつくるということが

今、私たちが着手しなければいけないこと。それが結果として、生産性革命というものを我々にと

ってプラスになるものにしていく、とても大切な３つなのではないかと思っています。 

 私自身、父がまさに橋をつくる、土木ということを仕事にしていましたので、子供のころからよ

く橋をつくっている現場に連れていかれました。本当によく思い出しますけれども、大体橋を下か

らみせられるのです。子供って引いてどんな橋かというのがみたいのですが、大体父に橋の下に連

れていかれて、これは何とか工法だとか、あのねじがポイントだとか、全く意味不明だったけれど

も、いつも連れていかれて、そのたびに父にいわれていたのは、この部分が世界初なのだと。この

部分が日本初なのだと。未来をつくっているのだということを常にいわれました。 

 この橋は初めてつくった。この工法は初めてなのだよと。発明なのだよ。今まで誰もやらなかっ

たのだよ。これによってこの橋はこんな意味をもつのだよということを常に話されていて、よくわ

からないけれども、何かかっこいいなと。世界初、日本初、すごいことだといわれて、かつ、父が

少し大きくなってから教えてくれたのは、土木という言葉は、もともとはシビルエンジニアリング

という言葉があるのだよと。なので、シビルエンジニアリングってとてもかっこいい言葉で、私が

イメージしていた作業服を着て一生懸命やるというのではなくて、まさに非常に哲学をベースにし

た人をつくっていく環境をどうつくっていくかという仕事なのだと。シビルをつくっていく技術、

社会をつくっていく。まさに道具が人を進化させるといいましたが、環境は意識を規定するという

言葉も使われていますが、まさに環境をつくっていく。そこに行き交う人の意識を変えていく存在

なのだと聞いて、すごい仕事だなと思って。 

 なので、私は、ずっとこういう仕事にあこがれをもったままなので、こうやって国土交通省さん

に関わらせていただけるのは本当にうれしくて、そして、いよいよそれをどの業界よりも先にリー

ドできるチャンスがやってきた。意識の変革は、政治が行うとか、そういうイメージがあるけれど

も、実は環境を変えていくことによって、人の意識がじわじわと変わっていくということを土木で

あるとか、建設であるとか、まちをつくる仕事が実は静かにやっていくことで変わっていくかもし

れないと。今、すごくわくわくできる時代になってきているのだと思うのです。 

 そういう意味では、生産性革命というのは、ただ人が減っていく中で、いかに効率化していくか
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とか、いかにコストを下げてくかということだけではなくて、やはり我々の未来につながる新しい

意識改革を側面から支援していくことであり、また我々一人一人の人間がもっている能力、一つ一

つの会社がもっている強みを開花させる、まさに環境づくりなのだと思うのです。そういう意味で

は、大変楽しみな時代になりました。だけれども、大変苦しい時代でもあります。でも、先にある

のは、未来をつくるというゴールだと思いますので、またぜひ私もその端っこで未来づくりに関わ

らせていただけたらうれしいと思っております。 

 というところで時間になりました。私の話はこのあたりで。ご清聴ありがとうございました。 

 

                                     ――了―― 
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3.1 都市防火研究と災害調査 ―平成 28年糸魚川市大規模火災調査報告― 

（都市研究部長 佐藤 研一） 

 

 

 皆さん、おはようございます。都市研究部の佐

藤でございます。きょうは一日、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 私からは、ご覧の都市防火研究と災害調査につ

いてご紹介させていただきたいと思います。朝一

番ですので、少し楽にしてお聞きいただきたいと

思います。 

 

 

 話の構成ですが、初めに都市防火研究と災害調

査について、これまでの活動のごく一部をご紹介

して、それから平成 28 年、昨年の糸魚川火災の

調査報告、最後に今後の復興支援と大震災対策に

ついて取り組み事例を少しご紹介していきたい

と思います。 

 

 

 

 昨年起こった糸魚川火災です。上空からの映像

です。左側のほうに北陸新幹線の糸魚川駅が見え

ますけれども、その駅前から右側の日本海に向か

って、煙と炎が広がっているのがわかると思いま

す。 
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 皆さんご存じだと思いますが、この規模の火

災というのは久しぶりで、阪神・淡路大震災や

東日本大震災といった地震時の火災を除く火災

としては、昭和 51 年の酒田大火以来、実に 40

年ぶり。ということで、今回の火災は、条件に

よっては今でも全国どこでも大きな火災が起こ

るという警告になったと思います。 

 

 

 これまで大きな火災が減ってきたのは、人々

の防火意識が一番背景にあるわけですけれど

も、ここにあるように、消防、あるいは建築、

都市でのさまざまな取り組みのおかげだと思っ

ています。 

 今後も都市大火を防ぐ対策は、国が地方や民

間や住民と一緒になって取り組んでいかなけれ

ばいけない重要な政策だと思っています。 

 

 国総研では、先ほど所長からも紹介がありま

したように、国の政策の技術的な裏づけや災害

支援、それから現場への技術指導などを行って

います。 

ご紹介する都市防火研究、災害調査について

も、国総研にとっては、旧建設省の建築研究所

時代からずっと続く、非常に重要な研究テーマ

だということをご理解いただきたいと思いま

す。 

 

 ここで事例を２つほどご紹介したいと思いま

す。はじめに昭和51年の酒田大火です。証言に

あるとおり、火の粉が猛吹雪のように飛んだと

あります。当時の建設省の建築研究所は、火災

の翌日には現地に入って、右側にあるような延

焼がどのように広がったかという状態を調べて

報告したということです。 
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 当時、ようやく電子計算機が発達してきて、

建築研究所でも延焼シミュレーションを開発し

たようです。酒田の現場の市街地データを入れ

て、延焼シミュレーションをやってみたのです

が、やはり当時はまだ研究が十分でなかったの

で、延焼がうまく表現できなかった。右側にあ

りますが、どんどん広がって、なかなかうまく

再現できなかったようです。 

 

 

 それから、もう１つの事例は、平成７年の阪

神・淡路大震災です。各地で市街地火災が発生

しました。建築研究所は、ここでも地震の翌日

から現地に入って、地図の黒いところですけれ

ども、道路などの延焼遮断帯はうまく機能した

のですが、道路の中の密集市街地が燃えて、区

画内部の密集市街地の危険性が明らかになった

ということです。 

 

 そこで、平成10年に建築研究所の敷地内に火

災風洞実験施設を新たに建設して、さまざまな

実験を重ねて、それをもとにシミュレーション

を大幅に改良して、かなり精度の高いシミュレ

ーションを開発しました。 

こうした都市防火研究と災害調査は、現在も

国総研、それから独法の建築研究所に続く非常

に重要な研究であるということをここでご理解

いただければと思います。 
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 ここからは本題の糸魚川火災に入ります。国総

研と今、国立研究開発法人になった建築研究所が

共同で５人のチームが調査して、この７月に報告

書を発表しています。その内容をご紹介しますが、

大きく１次現地調査、２次現地調査、それから画

像映像分析、飛び火実験、最後に延焼シミュレー

ションの５つの順番でご紹介したいと思います。 

 

 

 

 火災の概要ですが、火災は２日にわたって燃え

て、建物で147棟、それから延べ面積で 3万平米

を焼いたということです。 

  

 

 

 

 

 

 

 当時の気象状況ですけれども、糸魚川では地名

をとって焼山おろし、姫川だしと呼ぶ強い冬の南

風が吹いていて、フェーン現象が起こっていたと

いうことです。 
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 被災地区の概況ですけれども、古くから加賀街

道の宿場町として栄え、今も雪国に特徴的なアー

ケードのような雁木ですとか、あるいは酒蔵、老

舗割烹が残っていた場所です。 

過去にもたびたび火災があって、今回の火災は

直近では昭和７年の区域と重なっていますので、

昭和７年直後に建てられた建物がかなりたくさ

ん残っている地区でした。昭和 35 年には準防火

地域指定されて、その後の建物については屋根と

か外壁、窓などの開口部に防火規制がかかっています。 

 

 現地に入った１次調査ですけれども、燃え残

った建物とか焼け止まり線を確認したほか、固い

建物の上に上がって市街地の被災状況などを確

認しています。 

 

 

 

 

 

 

 それから、屋上では火の粉で溶けたとみられる

屋上防水シート、地区の内外からは下にあるよう

な火の粉とみられる燃えさしを採取しています。 
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 ここから２次調査と映像解析について説明し

ます。現地で消防、住民や業者さんからどんな状

況だったかをヒアリングする、あわせて地元のテ

レビ局などの映像を収集して、それらを総合し

て、火がどのように広がったか、あるいはいつご

ろ、どういう建物に移ったかを分析しました。 

 

 

 

 その例の１つですけれども、左側の映像で延焼

している地区からちょっと離れたところの建物

の屋根の上から煙が起こっています。実際、鎮火

後にその建物を確認したところ、やはり棟木のあ

たり、屋根の上に燃えた跡が残っていたので、こ

れをもって飛び火があったと判定している例で

す。 

 

 

 そういった解析をさまざまやってまとめたの

が、この市街地延焼動態図。いつごろ、どのよう

に火が広がったか、それと飛び火がどうであった

かというのを調べたもので、現地の消防が 10 棟

飛び火を確認していたのですが、国総研でさらに

５棟追加して、飛び火があったと判定していま

す。 

 

 

 今説明した飛び火があった建物をさらに分析

すると、木造の建物で昭和７年の大火直後に建て

られた建物が多い。さらにもう１つ特徴的なこと

は、屋根が昭和初期のままだったということで、

この２つの特徴が明らかになりました。 
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 昔の屋根と今の屋根はどう違うかということ

を比較、調査したところ、下の写真にあるよう

に、昔の瓦というのは、今の工業化製品の瓦と

違って、寸法がまちまち。反りがあったりして、

瓦と瓦の間に少し隙間がある状態になっていま

す。 

それだけではなくて、瓦の下地板ですとか、

あるいは防水層も今よりも防火性とか耐久性に

劣る点がみられる。 

 

ということで、昔の瓦屋根が飛び火の１つの原

因であったのではないかということを検証する

ために、試験体をつくって実験することにしま

した。昔の瓦と今の瓦、葺き方も昔の形と今の

形でつくって実験をしたということです。 

 

 

 

 

 まず、火の粉で実験する前に、予備実験とし

て、屋根の上から小さな木片を飛ばして、その

木片が瓦の隙間からに下に入り込んでいくかと

いう実験をしたところ、現代の瓦はほとんど入

らなかったのに対し、昔の瓦は結構たくさん入

ったということでした。 

 

 

 

 その上で本実験の火災風洞実験をこういう形

で行ったということで、ビデオをちょっとご覧

いただきたいと思います。 
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手前の木材が燃えているところから、火の粉が

屋根の上に飛んでいって降り積もっている。これ

は昔の瓦なのですが、隙間に結構入っています。 

屋内からみると、下地に燃え移って、こういう

形で屋根裏に燃え広がるという現象が見られま

した。 

 

 

 

 これは、昔の瓦と今の瓦の比較ですけれども、

昔の瓦屋根では屋根裏に燃え移ったのですが、現

代の瓦屋根では燃え移らずに、瓦をはがした後の

下地の燃え跡をみても、随分数が少ないという結

果になっています。この実験によって、飛び火が

多かった理由の１つとして、昔の瓦があったので

はないかという仮説が成り立ったのではないか

ということです。 

 

 

 その上でさらに、建物の外壁とか屋根、今、瓦

の話もしましたが、そういった建物の外皮の防火

性能が市街地の延焼拡大にどう影響するか、これ

は実験では調べることができないので、シミュレ

ーションでやってみました。 

 当時の市街地の状況を再現したものと、昔の木

造建物を今の基準に合わせた形での市街地、それ

からもう１つ、瓦屋根も現代の瓦に葺きかえた市

街地の３つのタイプのデータを入れて、シミュレ

ーションしました。 
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 シミュレーションモデルは、建物の外壁とか屋

根の違いも反映して精緻にできる最新の高度なモ

デルで、火の粉もモデル化しています。 

 

 

 

 

 

 

 火の粉については、今回の実験や調査の結果に

基づいて、発生、それから飛散、屋根に燃えつく

着火までを、確率的に表現するモデルを組み込ん

でやっています。 

 

 

 

 

 

 これがシミュレーション動画ですけれども、海

の方から見たものです。速いのですが、駅前の方

からばらばらに火が燃え移っていることがわか

って、飛び火があったというシミュレーションに

なっています。 

 

 

 

 

 それを３つの市街地で比較したのがこれで、再

現市街地ではやはり３、４時間で燃えたのに対し

て、規制をした場合には、範囲が狭まって、それ

から時間もゆっくりになった。それで、さらに瓦

も現代瓦に変えたシミュレーションでは、火元の

街区だけに火災がおさまっているというシミュ

レーション結果になっています。 
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 それから、これはシミュレーション結果を時間

経過でみたものですけれども、赤い点線が再現市

街地で 100 回シミュレーションした結果の平均

値で、実火災は緑色になりますが、それとほぼ合

っているということで、シミュレーションの結果

はかなり精度が高いということがわかると思い

ますし、②や③の市街地は随分と燃える数が減っ

ているということがわかります。 

結論的にいえば、今回の調査報告は、準防火規

制の有効性がある程度検証できたということと、規制だけではやはり十分ではなくて、住民の自主

的な建物の維持、管理、改修が非常に重要だということがわかったのではないかと思っています。 

 

 残り時間も少ないので、最後に復興支援と大

震災対策についての事例をご紹介して終わりに

したいと思います。 

糸魚川市では８月に復興計画を策定していま

す。雁木のまちづくりなどが内容になっていま

すので、引き続き国総研としてはシミュレーシ

ョンなどを活用して支援してまいりたいと思っ

ています。 

 

 

 それから、全国各地で既存の建物の有効活用に

よる地域活性化や観光振興といった動きがあり

ます。糸魚川もそうですけれども、高齢化などの

同様の課題を抱えている全国の都市に対して、国

土交通省の総プロという事業の中で、建物改修、

用途変更を円滑化するような技術開発も行って

います。 
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 大震災対策ですけれども、密集市街地対策とい

うことで、延焼シミュレーションのほかに避難シ

ミュレーションもありますので、それらを使って、

現場で求められる、より即効的な対策の検討手法

を提案しています。 

 

 

 

 

 それから、最後、地震時の同時多発する大規模

市街地火災を想定して、緊急輸送道路や広域避難

地の安全性なども検証するような研究も現在行っ

ているところです。 

以上、国総研として引き続きさまざまな研究を

行って、現地のニーズに応え、国の政策に応えて

いくということで、私の説明を終わりにしたいと

思います。引き続きご指導ご協力よろしくお願い

します。どうもありがとうございました。 

 

                                     ――了―― 
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3.2 九州北部豪雨による土砂災害の特徴と減災に向けた取り組み 

（土砂災害研究部長 岡本 敦） 

 

 

 土砂災害研究部長の岡本です。よろしくお願い

いたします。 

 本日は、今年７月に起きました九州北部豪雨に

よる土砂災害の特徴と減災に向けた取り組みに

ついて発表させていただきます。 

 

 

 

 

 

 まず、この写真のように、福岡県朝倉市の北川、

筑後川の右支川になりますが、7月 5日の午後、

線状降水帯を伴う集中豪雨により高密度に崩壊

が発生し、かつ土石流となって、北川を流下しま

した。さらに雨量が例えば１時間で100ミリを超

え、24時間では500ミリを超えるような大量の雨

量があったため、発生した土砂と流木が筑後川の

本川、あるいは有明海まで流下したという災害現

象でありました。 

 福岡県の朝倉市、東峰村、大分県の日田市を中心に被害がありましたが、全体で死者・行方不明

者は41名と甚大な被害になっております。 

 国総研では、災害直後に専門家を派遣し、ヘリコプターの調査、あるいは地上からの調査による

土砂災害危険箇所の緊急点検などを行いまして、地方整備局や県等に技術的助言をしたところでご

ざいます。 

 また、九州地方整備局と福岡県が復旧技術検討委員会を設置し、国総研からは河川研究部と土砂

災害研究部の室長クラスが委員として参画し、河川、砂防一体となった復旧計画の検討を行ってま

いりました。11月に最終報告が公表されたところでございます。 
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 続いて、こちらは一番被害の大きかった赤谷川

の空中写真です。ちょっと雲がかかってみえにく

いのですが、同じように上流で崩壊と土石流が集

中的に発生し、本川に多量の土砂を堆積し、かつ

筑後川の本川も土砂、流木が流出したという状況

でございます。福岡県・大分県全体の被害は、死

者・行方不明者が41名、また全壊家屋が303棟、

半壊家屋 1,098 棟など、床上・床下浸水含めて

3,000戸ほどの住宅が被害を受けております。 

 報道によりますと、最大で 3,000名の方が一時避難されていたということですが、11月 26日に

は全ての避難所が閉鎖されたということですが、なお、約1,300人が仮設住宅等で避難生活を余儀

なくされているということで、一日も早い復旧が求められているところでございます。 

 

 こちらは国土地理院が空中写真等を判読した

崩壊地、あるいは氾濫したエリアを示しておりま

す。特に赤谷川流域で被害が大きかったというこ

とで、今、県からの要請を踏まえ、国直轄で砂防

と河川事業一体となって復旧事業を進めている

ところでございます。 

 こちらのスケールが左下にあるわけですが、東

西が約 15 キロ、南北で約７キロの非常に狭い範

囲で集中豪雨があり、被害が発生したところでご

ざいます。 

 

 これが雨量の状況でございます。朝倉のアメダ

スのデータで、連続雨量が 600 ミリを超えてお

り、時間最大でも100ミリを超えているという状

況でございます。 

 こちら、我々が土砂災害警戒情報を出すときの

横軸が土壌雨量指数、縦軸が 60分の積算雨量で

すが、黄色のピークが今回の九州北部豪雨災害、

赤線が平成 24 年の九州北部豪雨災害でございま

す。突出して今回の災害が大きな雨であったとい

うことがおわかりいただけると思います。 
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 私も９月１日、約２ヵ月後ですが、現地調査を

しました。これは赤谷川の右支川の乙石川です。

河床勾配が約12分の１という急なところで、河

岸段丘上の家は被害を免れておりますが、もう

少し川に近いところは、このように土石流の直

撃を受けて、全壊状態になっておりますし、川岸

については斜面崩壊を起こして、ここから土砂

や流木が大量に発生しているという状況でござ

います。 

 

 こちらは、乙石川の最上流部にあります赤谷

川流域では最大の崩壊地で、長さが約 370 メー

トル、横幅が 100 メートルから 130 メートルぐ

らい、勾配20度と緩い勾配でありますが、大量

の土砂を生産し、直下にあった乙石集落につい

ては全壊家屋も複数見られる状況でございま

す。 

 

 

 

 また、これは左支川の小河内川というところ

でございます。崩壊としては表層崩壊に近い崩

壊深１～２メートルの規模でございますが、ス

ギ、ヒノキの人工林、特にここは日田杉と呼ばれ

るような日本でも有数の林業地ということで、

大量の流木がここから発生しました。 

 崩壊深１～２メートルぐらいということです

が、もちろん森林には表層崩壊防止機能がある

わけですが、その機能を超えるような雨があっ

たのではないかと推定されるところでございます。 
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 続きまして、これは赤谷川本川の下流、筑後川

の合流点から約2.5キロの杷木星丸地区です。こ

ちらは、粒径としては１ミリぐらいの砂が主体に

なっており、９月１日当時は直轄の権限代行事業

として河床を掘削し、河道を確保し、またブロッ

ク等による護岸による復旧をしていたところで

ございます。 

 

 

 続きまして、崩壊の特徴について解析をした結

果をお示しいたします。筑後川の右岸支川がこち

らの西側の小石原川から東側の花月川まで 10 本

ありまして、そちらの縦軸がそれぞれ河川ごとの

崩壊面積率を示しております。最大のものが８％

でございまして、奈良ヶ谷川と寒水川です。最初

にみていただいた北川につきましては４％ぐら

いです。先ほどの写真は、物すごく崩壊が集中し

て、何十％もあるのではないかと思われるかもし

れませんが、最大でも８％という状況でございます。 

 崩壊面積率の高いところは、河床勾配が急で、かつ流域面積も小さなところです。ただ、崩壊面

積の絶対量と生産土砂量等につきましては、赤谷川が最も大きい状況となっております。 

 それから、筑後川の 10 支川の流域面積が合計で 450 平方キロぐらいございますが、崩壊面積が

全体で約４平方キロということで、ならしますと１％の崩壊面積率になるということと、生産され

た土砂量としては計1,000万立米ということになっております。 

 

 続きまして、これは過去に大規模な豪雨に伴っ

て発生した崩壊面積率の図を示しております。一

番古いもので 1958 年の狩野川台風のもの、それ

から 1961 年の天竜川流域の小渋川の流域、赤い

丸をしたところが今回の九州北部豪雨でござい

ます。その他2011年の紀伊半島大水害、2013年

伊豆大島災害、2014 年の広島災害等のデータを

プロットしています。やはり今回の九州北部豪雨

災害は崩壊面積率としてもかなり高い部類に入

ります。唯一上回っているのが、1961年の小渋川であったというもので、10％を超えるというのは

極めて稀であるということがおわかりいただけるかと思います。 
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 これは崩壊面積率と雨量の関係を示しており

ます。一番上は１時間雨量です。こちらが３時間

雨量、６時間雨量、12時間雨量、24時間雨量で

ございます。１時間雨量が増していきますと、崩

壊面積率がふえていっていると。一番大きい値が

花崗岩等の深成岩でございまして、真ん中ぐらい

が変成岩、片岩等の地質でございます。一番少な

いのが火山岩類ということでございます。いずれ

の雨、３時間、６時間、12時間、24時間とって

も、雨がふえるにしたがって崩壊面積率もふえているという結果がわかりますし、一番崩壊面積率

が高いのは、花崗岩等の深成岩であるということもわかってまいりました。ただ、崩壊が１時間か

ら 24 時間の間のどのくらいの雨によって支配的であったのかというのは、これからさらに検討を

進めてまいりたいと思っております。 

 

 

 次に、傾斜角と崩壊面積率の関係を示しており

ます。まず、崩壊地全体としては、30度以上で発

生したものが 40％ということで大半を占めてお

りますが、20～30度、あるいは 15～20度につき

ましてもそれぞれ38％、12％ということでかなり

の割合を占めておりまして、我々砂防の分野では

30度以上が急傾斜地ということで、崩壊が発生し

やすいといっておりますが、ここでは 15 度ぐら

いから相当の崩壊が発生しているということで、

雨が非常に大きかったということがこれからもわかるのではないかと思っております。 

 それから、次は流木の発生状況をお示ししております。全体では 10支川の流木発生量21万立米

と推定されております。 
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 こちらは各流域の植生面積ということで、濃い

茶色がいわゆるスギ・ヒノキ人工林を示しており

まして、黄色っぽいのがその他の広葉樹等でござ

います。一番流木が発生したところは、赤谷川流

域ということになっております。全体の流木発生

量が 21 万立米ですので、発生土砂量に対しまし

ては約２％ということで、流木も非常に大きく大

量に発生したと思われていますが、土砂と比べま

すと２％ということでございます。 

 また、こちらの円グラフで示していますのは、どこから発生したかということで、いわゆる山腹

から発生したものが約６割、土石流の流下に伴って渓流沿いで発生したものが28％、河川沿いで発

生したものが６％、やはり山腹崩壊によるものが大半を占めていたということがわかります。 

 また、林野庁がいろいろ流木について調査しておりますが、スギ、ヒノキの人工林については、

特に根の深さが１～２メートルぐらいであり、崩壊深も１～２メートル程度が多かったということ

で、根の表層崩壊を防止する機能の限界を超えていたということではないかと思われます。また、

スギ・ヒノキ人工林はいわゆる50～60年生の壮齢林といったものが大半を占めており、非常に大き

な木が流下したことで、流木被害も大きくなったということが考察されているところでございま

す。 

 

 続きまして、土砂災害研究部でＪＡＸＡの衛星

を使って崩壊地の判読をした結果等をご説明い

たします。７月５日は、実は朝早く、島根県で大

雨特別警報が発表されていまして、我々そちらの

衛星画像の判読等をしておりました。７月５日の

夕方に九州北部で大きな被害があったという報

道もありまして、夜８時ごろ、本省砂防部からＪ

ＡＸＡに緊急観測の要請をしたところでござい

ます。 

 いろいろ調整をしまして、結果としては７月７日の 12 時 52 分にＪＡＸＡの ALOS-2 による観測

をし、その後、データが届いて解析し、７月７日の夜に砂防部を通じて九州地方整備局にこの結果

を届けたところでございます。 

 非常に大きな崩壊は少なかったので、日田市小野地区の大きな地すべりを除いて、河道閉塞を伴

うような崩壊は少なくとも見受けられないとコメントしています。細かい崩壊は衛星でなかなか判

読できませんが、崩壊して土砂が流出したようなところはある程度判読できるということで、青印

でこういったところは土砂崩壊した可能性が高いという情報を地整に提供し、ヘリ調査にも活用し

ていただいたところです。 
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 今後も、判読精度を高めるような研究をしてまいりたいと思っております。 

 

 赤谷川流域は、先ほどいいましたように、直轄

で河川及び砂防事業をしているところですが、

この図は赤谷川の土砂収支を示しております。

災害前後の航空レーザー測量データを使いまし

て、生産された土砂量、堆積した土砂量、下流に

流出した土砂量を調べてございます。 

 発生土砂量としては、特に乙石川、この右支川

から大量に発生したということがわかっており

ます。全体の発生土砂量の約 54％が乙石川流域

で発生したということです。また、堆積土砂量については、下流側ですが、赤谷川本川の中下流部

で全体の堆積土砂量の 53％が堆積しているという状況もわかってまいりました。 

 また、ここに堆積土砂の粒径を書いておりますが、主な支川で河床材料調査もし、粒径の分布も

調べているところでございます。こういったデータを使って、復旧計画や河床変動計算等に生かし

ていくところでございます。 

 

 また、流木につきましても収支図をつくってお

ります。空中写真を判読し、発生した流木につい

ては、崩壊面積に周辺の立木の幹材積量を掛け

て、生産された流木量を出しております。また、

河道等に堆積した流木については、現地で計測

し、空隙率を鑑みて、堆積した流木量を算出して

おります。全体では3万9,000立米も流木が生産

されておりまして、筑後川の本川にそのうち 2.6

万立米、大半のものが筑後川本川に流出したとい

う結果になっております。流木につきましては、土木研究所の土砂管理研究グループが詳細な研究

を進めているところでございます。 
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 これは飛ばしまして、最後に復旧計画について

ご説明しますと、まず砂防につきましては､今年

度から直轄による砂防災害関連緊急事業を約 28

億円で実施しております。砂防堰堤を２ヵ所、ま

た遊砂地を１ヵ所ということで、今年度は事業を

進めているところでございます。 

 また、復旧委員会での議論を踏まえまして、来

年度からは約５年間、特定緊急事業も直轄で対応

するということで、約 24 ヵ所の砂防堰堤を整備

すると。また、県でも追加的な対策もするということが12月１日に国土交通省から公表されている

ところでございます。 

 

 最後のスライドになりますが、これは河川事

業、砂防事業、地域の対策が連携して復旧をどう

進めていくかというものを示してございます。左

上にありますように、今回の災害によって河床に

まだ大量の土砂や流木がたまっているという状

況の中で、一定規模の降雨があったときにどう対

応するかということを今後５年ぐらいかけて整

備していこうという考え方でございます。 

 まず、整備目標としては、50年確率程度の降雨

を対象に整備目標を策定しまして、また流出土砂量については、50年確率規模の流量でどのぐらい

流し得るかといったものを推定し、また砂防事業としては、今後５年間で県や直轄あわせてどうい

ったところに優先的に整備していくか。そういった効果も踏まえて、砂防域から河川域まで一体と

なった河床変動計算をするといったことでございます。 

 復旧計画を立案し、またいろいろな砂防施設についても透過型構造や不透過型構造を組み合わせ

て使っていくという基本方針を立案いたしております。 

 また、その後、復旧に進むに当たりまして、モニタリングを行って、実際の流出土砂量に対する

レスポンスをみた順応的な対応も検討してまいりたいということでございます。 

 また、今回の災害のように数百年を超えるような雨に対しては、施設のハードでは防ぎ切れない

というところがありますので、今回の避難の実態をさらに整理しまして、避難でありますとか、土

地のかさ上げ等を含めて、いわゆる県や市の復興計画にどう生かしていくかという議論をしている

ところでございます。 

 復旧の基本方針を検討した復旧技術検討委員会は４回開催され、昨月、報告書が完了し公表され

ております。国総研の土砂災害研究部としては、今回の災害を踏まえまして、線状降水帯の形成予

測や実況監視、あるいは極端な気象現象に伴う土砂の生産・流出等について、研究を進めてまいり
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たいと思っております。 

 以上で私の説明を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

 

                                     ――了―― 
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3.3 水害リスク低減に向けた技術研究開発 

（河川研究部長 天野 邦彦） 

 

 

 おはようございます。ただいま紹介いただ

きました河川研究部長の天野でございます。 

 本日は、こういった題名でお話をいたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 まず、私のお話ですけれども、大きく２つ

のパートに分かれてございます。前半で先ほ

ど岡本土砂災害研究部長がお話ししましたけ

れども、本年７月の九州北部豪雨につきまし

て、河川と砂防の連携した対応という話で、

先ほどは岡本部長から砂防のお話をいたしま

したわけですが、私からは河川の立場といい

ますか、河川からみた部分をお話ししたいと

思っております。後半で水害リスク低減に向

けた技術研究開発ということで、現在、国総研の河川研究部で進めていこうと考えている、あるい

は進めている研究につきまして、１つの事例をご紹介したいと思っております。 

 

 まず、前半の九州北部豪雨のお話でござい

ます。 
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 こちらは、先ほどお話にありましたけれど

も、最近、ようやく終わったところでござい

ますが、九州で筑後川の右岸流域河川・砂防

復旧技術検討委員会というのがございまし

て、そこの資料を拝借したものでございます。

ちょうどここに筑後川が流れておりまして、

筑後川の右岸側で集中的に被害が出た部分で

ございます。ちょうど線状降水帯がこのあた

り、上が北の地図になっておりますけれども、

東西方向に長く延びた線状降水帯によって、大量の降雨があった地帯でございます。特に赤いとこ

ろを中心に、大体12時間で600ミリを超えるような大雨が降ったというところでございます。 

 先ほどの赤谷川がこちらでございまして、ちょうど赤谷川の流域は、最も雨が降ったところに当

たるわけです。 

 さらに、佐田川というのがございまして、こちらにつきましても、ちょうど黒川というのがあり

ますけれども、このあたりで最大の雨が降っておりますので、非常に大量の降雨があったという河

川が広がっている流域がこの赤い部分でございまして、雨が非常に多かったということもございま

して、特にこの川につきましては、土砂、あるいは流木による災害が非常に多かったというところ

でございます。 

 さらに、線状降水帯が東西に長く出ておりましたので、こちらの別の河川でも流木の影響、こち

らでは浸水の影響が出ております。 

 花月川は、直轄事業が入っておりまして、平成 24 年の５年前になりますけれども、同様に豪雨

で被害を受けておりまして、その際に激甚災害の指定を受けて、災害復旧事業がほぼ終わりつつあ

ったというところに、また今回の雨を迎えたという場所でございます。こちらにつきましても、前

回のものに比べますと軽微なものでございますが、やはり浸水被害が出ております。こういった川

の状況でございました。 

 

 先ほど 1つ前のところで佐田川と申しまし

たけれども、佐田川につきましても大量の雨

が流域で降っているのですが、ここに水資源

機構の管理しております寺内ダムというのが

ございまして、これが相当大きな防災効果を

生み出しております。 

 ちょうどこちらダムになりますけれども、

洪水が起こる前に少し水が減っていたと。渇

水ぎみだったということがありまして、水位

が低くなっていたということもあるのですけれども、それによってさらに防災効果が大きかったと
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いえるのです。実際、既往最大888トン毎秒、およそ１秒当たり 900トンの水が流入したわけなの

ですけれども、下流には 10 トンしか流さなかったということで、ほぼ全量カットということで、

こちらに1,170万トンだったと思いますが、ダムに水を貯留いたしまして、下流の被害を非常に軽

減したという効果がございました。さらに、土砂、流木ともにダムでとめておりますので、下流に

とっては非常によかったというものでございます。 

 

 この３つ目が花月川でございます。花月川

は、先ほど申し上げましたけれども、５年前

に大きな災害がありまして、その後の改修は

ほぼ終わっていたというのもありまして、今

回は24年に比べまして雨の量では1.6倍程度

のものだったわけなのですが、実際の浸水面

積は３割減でした。当然、同じ規模のもので

あれば、ほぼ被害はなかったと思いますけれ

ども、1.6 倍ですから、相当大きな雨が降っ

ておりまして、浸水も生じはしましたというところでございますが、前回のものに比べると随分被

害の軽減に役立ったというところでございます。 

 

 今回、河川と砂防の連携という話がありま

したけれども、特にどういう文脈で連携した

のかというところでございます。今回の水害

の特徴といたしましては、土砂、流木の量が

非常に多かったというのがございます。特に

土砂につきましては、通常、砂防が対策をし

ているという非常に急勾配の河川を通り越し

て、土砂の量が非常に多かったということも

ございまして、先ほど岡本部長からも砂防と

いうお話がありましたけれども、これが扇状地ないしは下流の平野にまで到達いたしております。

そこで下流の河川の河道を埋塞して、水がよりあふれてしまうということで、地域の被害を大きく

してしまったというのがございます。 

 さらに申し上げますと、洪水の後、流送してきた土砂が河道を埋塞しただけでなくて、河道の周

辺にも土砂が溢れて、たくさんたまっているということでございます。 

 そういった状況で、河川と砂防の今後の復旧をしていくことになるわけなのですけれども、土砂

が結局、河道の中にも相当残っているというのがございまして、普段ですとそんなに気にしなくて

もいいような、ちょっとした出水で土砂がたくさん出てくるということがあります。それについて、

当分はたまった土砂分に対して、どのような対応をするのかというのを砂防と河川とで十分連携を
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とって、今、復旧に当たっているということでございます。 

 それにつきまして、先ほど岡本部長からも話がありましたけれども、河川、砂防一環の流砂の計

算、すなわち河床変動計算というのをしておりまして、その結果、これはポンチ絵的な絵になって

おりますが、ちょうどここで土砂がたくさんたまっている状態なのが、だんだんたまっている土砂

が削られて出てきますねと。そういうプロセスを検討いたしまして、それに対してどのぐらいの雨

が降るかによって当分の間がどれぐらいになるかというのはありますけれども、余計に出てくる土

砂を何とか砂防と河川で連携して、被害が出ないようにしようということを考えています。 

 その中で、砂防施設ができた後に、ある程度通常以上に土砂が出てくるというものに対して、河

道の余裕のあるところで少し土砂をわざとため込むような場所をつくったり、同時に流木が出てき

た場合に、河道の中でも下流に一気に流れることなく、安全にある一定の間だけとめおくという場

所をつくるということも考えているところでございます。 

 

 さらに、もう１つが、先ほど岡本部長から

も話がありましたけれども、再度今回のよう

な洪水が起こった場合、現在の施設だけでは、

あるいは復旧した施設だけではなかなか被害

をゼロにはできないということがあります。

それに対して、やはり人的被害、社会的な被

害を最小化するということで、今回の特に氾

濫の状況を現在、国総研でも再現するという

ことをやっておりまして、それに基づいてと

いうわけではございませんが、そういった知見も現地に提供いたしまして、それを利用していただ

いて、より安全な住み方をするということで、現在、計画自体はまだ決定されていませんが、より

安全なところに住まいを移す、あるいはここにたくさんたまった土砂を排除しなければいけません

ので、掘削した土砂でこういった地上げをするとか、地域として安全な地域をつくるということに

つきましても、一緒に考えていくということでやっているというところでございます。 

 

 これは、先ほど岡本部長からお話がありま

したので、割愛させていただきます。 

 以上、河川、砂防の連携した九州北部豪雨

に対する対応というお話をいたしました。 
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 ここからは後半になりますけれども、現在、

国総研の河川研究部で実施している、あるい

はこれから実施する予定の水害リスクの低減

に向けた技術研究開発につきましてお話をし

たいと思います。 

 

 

 

 

 

 近年、特に報道等でもよくみられるわけで

すけれども、こういった東日本大震災の津波

の被害、川の被害とは違いますが、やはり水

害でございまして、こういったものをみます

と、どうしても防災の施設は、もちろんどん

どん整備を進める必要はあるわけですけれど

も、防災施設だけでは防ぎ切れない水害は起

こり得ると。その場合には、非常に被害が大

きくなるということを目の当たりにしたとい

うところでございます。 

 その後も紀伊半島の豪雨ですとか、九州北部につきましては、先ほど申し上げましたが、５年前、

それからことし、京都、近畿地方でも 12 年、13年、広島でも土砂災害の大きなものがございまし

たし、鬼怒川が破堤いたしましたのが２年前です。さらに、１年前には北海道、東北の豪雨災害が

記憶に新しいところでございます。 

 

 こういった水害の頻発を受けて、どういっ

たことが考えられるかということで、少しま

とめたものがこういうものでございます。や

はり大きな水害になってきますと、施設で水

害被害をゼロにする、完全に防災で被害をゼ

ロにするというのは非常に困難であるという

ところがあります。これにつきましては、ま

ずはやはり防災といいますか、被害を出さな

いというのが一番の優先事項でございますの

で、これまで我々それに注力してきたというところでございます。 

 ただし、相当程度のレベルまで防災施設が整ったとはいえ、実際、自然で起こる外力というのは
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計画の中にとどまってくれないというところがございますので、今までももちろん真剣に考えてい

るわけですが、そういったものについても被害の軽減ということをより真剣に、有効な手立てを考

えていかなければならないということでございます。 

 そういう文脈で、要は想定する計画を超える水害に対して、被害を軽減していくということで進

めている研究についてこれからお話ししたいと思っております。 

 １つは、避難を含めた危機管理の重要性でございます。特に人的被害につきましては、雨が降っ

て、例えば町が浸水されてしまったということがあっても、事前に避難をしておけば、人的な被害

というのはある程度防げるということがございますので、こういった危機管理は非常に重要だとい

うことが１ついえます。 

 そのためには、まず時間的な余裕をもった洪水予測、それから避難情報の発令が重要だというこ

とで、きょう１つ事例としてお話しいたしますのは、洪水予測を高度化しようということで、研究

を進めておりますので、それの事例を少しお話ししたいと思っております。 

 さらには、昨年の北海道、東北の豪雨をみておりますと、科学的に気候変動の影響とまで言い切

れるとはいえませんが、やはり最近の大きな雨が降っているというのは、気候変動の影響ではない

かというお話もあります。特にこういったものが進んでいった場合に、計画を超過する洪水がふえ

てくると。 

 そうすると、全体として危機管理、避難、いろいろなものが入りますけれども、こういったもの

に適用していかなければいけない。そのためには、インフラも粘り強く、地域も粘り強く、それか

ら復旧も重要です。さらには、水だけではなくて、土砂、流木にも対応していかなければいけない

ということでございます。 

 

 我々、現在考えております水害リスクの軽

減のための基本的な考え方になりますが、ま

ず申し上げましたけれども、計画規模の水害、

洪水に対しましては、施設の着実な整備、そ

れから適切な維持管理によって、水害の発生

自体を着実に防止すると。これが一番重要な

ものでございます。 

 ただし、それだけでは防ぎ切れないという

ものに対しましては、ここに書いてございま

すが、少なくとも命を守ろうと。それから、社会経済に対して壊滅的な打撃が発生しないというこ

とを目標にして、危機感を共有しまして、社会全体で施策を総動員しての減災だということでござ

います。着実な防災と施設を総動員しての減災という２本立てで考えていこうと考えております。 

 ここに概念図と描いております図でございますが、横軸に洪水の外力の規模、例えば雨の量、あ

るいは流量でもいいのですけれども、とります。縦軸に水害の被害をとった場合に、例えば現在の

状況がこうだと。ある程度の雨までであれば、水害被害は起こりませんのでゼロです。ところが、
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ある程度まで来ますと、少しずつ被害が増大しますと。どんどんふえていきますということでござ

います。 

 これをまず着実な防災、堤防をしっかりつくる、それからダムをつくるという防災をどんどん進

めていく。防災施設を整備していくことによって、この関係、我々リスクカーブと申してございま

すけれども、この被害が出ない部分というのがどんどん大きくなっていきます。すなわち、多少の

雨は降っても、今までだったら被害が出たのが被害が出なくなる。非常に結構なことなのです。こ

こまで行きます。 

 ただし、それでも人間がつくったものですから限界がございまして、災害の被害が出てきてしま

うと。ある程度大きくなってくると、お手上げ状態ということも起こり得るということで、これは

もちろん概念図でございますので、実際こうなるというわけではありませんが、こういったことが

考えられます。 

 ただし、例えば多少水があふれたとしても、適切に水防活動をする、あるいは避難をすることに

よって、社会が受ける被害自体を下げていくことはできるだろうと。我々、これを減災と申してお

りますが、適応といってもいいと思いますけれども、施策を総動員しての減災をすることによって、

防災と減災を相まった形で、水害に対して非常に強い社会にしてきたいと考えているところでござ

います。 

 今回は、こちらの減災と書いているものについてお話ししたいと思います。リスクカーブ、ある

いはリスク低減の基本的な考え方につきましては、国総研プロジェクトの研究報告というものの第

56号が本年度発刊しておりまして、国総研のホームページでダウンロードしてごらんになっていた

だけますので、ぜひご興味のある方は後ほどごらんになっていただければ幸いでございます。 

 

 国総研で実際今やっているもの、これだけ

ではないのですけれども、４つほど出してお

ります。 

 まず、１つは災害に対して粘り強い地域、

河川構造物の構築をしようということで、こ

れは例えば堤防から水があふれてしまって

も、あふれた水が一気に地域、人が住んでい

るところに洪水流が突進してしまうというこ

とを防ぐ。ありていにいうと、賢く壊れると

いうか、粘り強い構造物をどうつくればいいのか、どう設計すればいいのかということを研究して

ございます。 

 また、これはこの後少し詳しくご説明しますけれども、洪水の予測の計算の高度化をしておりま

す。これによって、適切に避難の指示ができるようになる。市町村に対して助言ができるようにな

る。あるいは、水防活動している方にとって、効率的な水防ができるようになると考えております。 

 また、ダムの機能向上も考えてございまして、先ほど寺内ダムの事例がございましたが、今回の
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寺内ダムの運用といいますのは、通常の満水位よりも水位が下回っていたというのもあって、洪水

調節をする容量が計画よりも大きくあったということで、非常に大きな効果が出たというのがござ

います。 

 現在、降雨予測のアンサンブル予測というのをやっておりまして、幾つかの統計的に幅をもった

降雨予測をいたしまして、今後、これから降る雨がどれぐらい来るのだろうかというのを確率的に

予測しまして、どうも大きな雨が来るぞということになれば、国土交通省のダムは多目的ダムが多

うございますので、利水のための貯留している水を事前に放流してもらう。それによって、洪水を

飲み込める容量を大きくするということを現在検討しております。 

 さらに、水防活動の向上ということで、水防活動は今どういうことをされているかということに

ついて分析いたしまして、より効果的な水防活動をどのようにすればいいのかということについ

て、研究を進めているというところでございます。 

 

 ここからは、先ほど申し上げました洪水の

見える化、洪水予測についてのお話をいたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 現在、川の防災情報、インターネットでも

公開されておりますが、ごらんになっていた

だきますと、例えばレーダーの降雨の状況で

すとか、あるいは河川の水位計のように水位

がどのように変化しているかということにつ

いての記録が公表されております。これをみ

ることによって、この川で相当水がふえてい

るのだということがわかってくるわけなので

すけれども、ただ、測っている地点の水位し

かわからないという状況でございます。 

 これに対して、今回やっておりますものがレーダーの降雨量、それから降雨の予測量、流出解析、

川の中の水位解析をいたしまして、流量、水位の変化を縦断的に計算する。あと、水位計の読みで

もって、計算値を同化といっておりますが、計算を時々刻々合わせながら予測をするということに

よって、現在の縦断的な河川の水位がどうなっているか、あるいは今後どうなっていくかというこ
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とを適切に評価しようということをやっております。こういう技術をつくってございます。 

 

 これは、同じようなポンチ絵でございます

が、例えばここには水位計はなかったとして

も、こういった縦断的な情報が手に入ること

によって、この地点の水位が堤防を越えそう

だ、あるいは危険水位に達しそうだというこ

とについて、今の状況も当然のことながら、

事前に警告を出せるということを考えており

ます。 

 

 

 今、試作版をつくっておりまして、現在、

こういった形でテストをしております。例え

ば川が流れておりまして、０時現在では少し

水位が上がってきたという状況があると。こ

れが１時間後には赤いようになっております

ので、今現在は堤防の高さに対してどれぐら

い下回っているかというので、１メートルぐ

らい、かなり来ていますねと。 

 この次の２時になったら、ちょうど黒いと

ころでは堤防高を超えてしまうということが、現在であれば２時間先がこのような形で予測されま

すし、実際２時間後にどうなったかというのは、その時間になれば、それも出せるというものをつ

くっております。 

 こういった時間経過に伴って、氾濫がどのように切迫しているか把握するためのシステムを今つ

くっております。 

 

 これで終わりになります。水害リスクの低

減のため、先ほど申し上げましたが、施設の

着実な整備、適切な維持管理を継続しつつ、

人命を守るために、それから社会経済の壊滅

的被害を防ぐ手立てを進めていきたいという

ことで、先ほどと同じことになりますけれど

も、こういった研究を実施しているところで

ございます。 

 以上でございます。どうもご清聴ありがと
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うございました。 

 

                                     ――了―― 
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3.4 沿岸域を高潮から守る 

（沿岸海洋・防災研究部長 吉田 秀樹） 

 

 

 どうも皆さん、こんにちは。沿岸海洋・防災研

究部長・吉田でございます。 

 本日は、沿岸域を高潮から守るということでお

話をさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 まず、沿岸海洋・防災研究部といいましても、

何をやっているかというのはわからないところ

もあろうかと思いまして、若干ですが、部の紹介

をさせていただければと思います。研究室が４つ

ございます。まず1つ目が海洋環境研究室。干潟

とか藻場、それから海洋の環境について研究する

研究室。それから、沿岸防災研究室につきまして

は、津波とか高潮といった海岸の防災に関する研

究を行うところ。３つ目の研究室が危機管理研究

室。これにつきましては、港は外国と貿易をするところでございますので、港でテロとかが来る。

さらには、津波とか災害に遭ったときに、経済活動をどうやって維持するかといったことを研究す

る危機管理研究室。最後、４つ目として、沿岸域システム研究室。よくわかったようなわからない

ような感じですけれども、海域のゴミをいかに把握、予測して回収するかとか、もう１つは、港と

いうと、いろいろな人の活動があるということで、みなとまちの研究を行う研究室です。当研究部

の名前も長いですが、やっている内容も非常に多種多様にわたってます。 

 ということで、今回、当然のことながら防災ということで、高潮防災についてお話をさせていた

だきます。 
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 本日の内容、大きく２つさせていただいていま

す。沿岸域を高潮から守るということで、基本的

に話をさせていただきますが、先ほども申しまし

たとおり、当研究部、非常に多種多様なことをや

っております。その中でも海洋環境に関する取り

組みもありますので、最初に若干それをご紹介さ

せていただいた上で、「沿岸域を高潮から守る」

ということで、この５項目についてお話をさせて

いただければと思っています。 

 この５項目というのは、「なぜ高潮の研究が必要か？」それから、「高潮への取り組み体系」、

この体系の中で３つの研究をやっているわけですけれども、１つ目が「潮位観測解析」、それから、

昨年から３年かけて重点的にやっている「高潮災害に対する港湾地帯の安全性確保に関する研究」、

最後、政策的な研究といたしまして、「堤外地における高潮リスクの低減」といった形で、高潮か

ら守るということでお話をさせていただきます。 

 

 環境への取り組みということで若干させてい

ただきますと、３つの項目をしゃべらせていただ

きます。取り組みの体系とその中で当研究部とし

て重点的に行っている沿岸域生態系サービスの

定量化、沿岸域におけるシースケープデザインの

２つについてご紹介させていただきます。 

 

 

 

 

 環境への取り組みということで、東京湾の環境

を基本的に考えています。研究を行いながら、そ

れを社会の中に反映、支援していくということで

す。特に基礎的研究と事業研究を行っていまし

て、基礎的な研究の中で、後ほどお話しします生

物の生息場の最適配置の検討、それから生態系サ

ービスの定量化の２つを近年、重点的に行ってい

ます。これらの結果を例えば東京湾再生の行動計

画、それから東京湾シンポジウムといったものに

反映させていくというのが今の研究でございます。 
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 沿岸域生態系サービスの定量化とは一体何な

のかということですが、我々は港とか海に行って

も、自覚せずに生態系サービスを受けています。

しかし、それがどのぐらいのものなのかといった

ことがよくわからないとうことがあるので、その

サービスを見える化して、評価手法を開発しよう

というものです。 

 具体的な内容ですが、まずどういった評価項目

があるのかというのを洗い出すこと。それから、

２つ目として、それについてどのように評価すればいいのかということ。それから、幾つかの評価

項目があったときに、その間をどのような割合で考えればよいのか、重みづけをどうすればいいの

かといったことを研究しています。 

 具体的には、評価項目について評価手法ということで得点を出すこと。例えば観・レクに対して

何点あるかといったものが評価手法の研究。重みづけといったところには、例えばいろいろな項目

がありますけれども、この項目に角度をどのぐらいとればいいのかということを重みづけで行って

いくということです。 

 この重みづけに対しては、金額でできるものがあれば、できないものもあります。それで、重み

づけに対して、研究の中では、比較順位法という形でアンケートをとりながら、東京湾について今、

試行的に行っています。 

 後ほどパワーポイントの右下に国総研資料何番ということがみえるかと思いますが、基本的に詳

しい研究の報告がこの資料に書かれています。もしご興味があればみていただければと思います。 

 

 シースケープデザインということでございま

す。これは、干潟をつくるとして、どのように最

適に配置すればいいのかということを研究する

ことです。例えば東京湾の中に干潟をつくるにし

ても、１個だけつくればいいのか、どれぐらいの

大きさをつくればいいのか、１個ではなくていろ

いろ大きさの違うものをやっていくのがいいの

か、１個当たりの大きさもどのぐらいにすればい

いのかということを研究しています。 

 これは、大きく分けても多様な生物がいますけれども、その生物が生まれてから死ぬまで、それ

から世代を残していくことを研究するというのが１つ。それから、実際、そのような生物にとって

干潟の数や大きさがどのぐらい必要なのかという形のモデルをつくって計算するシミュレーショ

ンを行っています。 

 そのときに一番重要になるのは、そこの場所で生物の多様性があるのかというのが１つ。それか
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ら、そういった生物が何世代にもわたって減らずに、持続的に世代を重ねていくことができるのか。

もう１つ、青潮とかがあったときに、アサリが全部死んでしまう、またそこからアサリが再生する、

復元するのかとか、そのような３つの観点でシミュレーションし、研究しているところでございま

す。 

 以上が、当研究部で重点的に行っている環境に対する施策です。 

 

 それでは、本題でございます沿岸域を高潮から

守るということで、先ほどご紹介いたしました５

項目について、なぜ必要かということ、それから

取り組み体系、実際行っている基礎的な分析、技

術的な研究、政策的な研究をご紹介したいと思い

ます。 

 

 

 

 

 なぜ高潮の研究が必要なのかということで、高

潮による浸水発生の機構ということで説明しま

す。皆様ご承知かと思いますが、干潮、満潮があ

るということで、通常、天文潮です。そこに台風

が来ると、低気圧なので気圧が低くなって、吸い

上げにより海水面が上がる。それに台風が動いて

くる。台風が動いてくれば、台風による風と動く

速度によって吹き寄せが起きる。さらに風により

波が起きます。 

 我々、通常、高潮偏差と呼んでいるものにつきましては、吸い上げと吹き寄せの部分を高潮偏差

と呼んでおります。よく高潮の潮位、高潮の高さといった場合には、これに天文潮を足しあわせた

もので、高潮の高さという形で表しています。通常、防潮壁で越波越流が防げればいいのですけれ

ども、防潮壁を越波越流が起きると浸水が起きてくることになります。 
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 では、どうして高潮の研究が必要なのかという

ことです。最近、気候変動とか台風の発達などで

高潮被害があります。今年だと、10月 23日に台

風 21 号により相模湾沿いで潮が高いときに高波

で非常に被害が出ています。３年前には爆弾低気

圧ということで、北海道でも高潮、高波がありま

した。そして、中部地方の港でも高潮により、コ

ンテナが流されるということもあります。 

 それから、もう１つ、低平地に資産が集中して、

沿岸都市部に港が多いということです。例えば標高５ｍ以下で考えてみますと、面積は３％なので

すが、人口は５倍、商業については 10倍以上が低平地に集中しているということです。 

 一方、このような低平地の前面にあるの、東京湾の場合ですとほとんどは港に囲まれているとい

うところでございます。港は非常に経済の集中しているところでございます。 

 

 そして、実際、港をみてみるとどうなのか。名

古屋港をみますと、黄色い線の海側の堤外地に多

数の産業があります。黄色い線が海洋保全施設で

す。背後に都市がありますが、その海側が堤外地

というわけです。ここに非常に産業集積が多いと

いうことです。例えば東京湾、大阪湾、伊勢湾を

考えると、83％は堤外地に集積しています。港の

場合は、当然、背後のところの守りも重要ですが、

堤外地についての検討も必要になってきます。 

 それから、このような海岸保全施設については、老朽化というものが結構進んでいるといます。

例えば 25 年以上進んでいるものは半分近くあります。このような施設に対して設計条件以上の高

潮が来たときにどうなるかといったところが非常に心配になってきています。 

 

 それに対してどのような取り組みになってい

るか。先ほどの台風が大きくなる、それから港と

か沿岸部には経済が集中している、さらに施設の

老朽化といったものに対してどのようなことに

取り組むか。 

まず現状、潮位がどうなっているのか分析する

というのが１つ。 

次に経済の集中に対してどのように安全性を

確保するかということで、昨年から集中的に港湾
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災害に対する港湾地帯の安全性確保に対する研究を行っています。 

 ここについては、いかに効率的に多くの観測を行うかということ。それから、いかに精度よく浸

水予測を行うか。それから、設計条件以上の高潮が来たときに、どのぐらい耐力があり、それに対

してどのぐらい力が働いているのかを評価することを研究しています。 

堤外地の高潮リスクの低減するソフト的対応の研究。以上、大きくこの３つについて、今、研究

を行っています。 

 

 まず、1つ目でございますが、潮位観測、デー

タを集めて、海水面の状況がどうなのかというこ

とを分析しています。港湾では、全国の港で潮位

を観測していますが、その中で日本海側４ヵ所、

太平洋側６ヵ所について、20～50年の潮位につい

て分析しています。 

 潮位といっても、いろいろなものに影響されま

す。干満の差、それから気圧、地盤の沈下や隆起

といったものの影響を除去したうえで分析して

います。 

 結果から申しますと、海水面が上昇しているのが７箇所、傾向がわからないなというのが３箇所

ありました。 

 図は、当研究所がある横須賀の久里浜での解析結果です。図を見ると、水面が上がってきている

ということがわかります。年３ｍｍ弱上がってきているということがわかります。 

  

それから、次にどうやって港湾地帯の安全性確

保するかということで、これについては大きく３

本柱で研究しています。 

 まず１つ目が、潮位観測網を高度化するという

こと。ここでのキーワードは、面的に、それから

効果的に観測するということ。 

  それから、２番目といたしまして、高潮浸水

予測の高精度化。港というのは非常に地形が複雑

になっているので、高潮予測を精度よく行うとい

うこと。 

 それから、３つ目、先ほども申しましたけれども、設計条件以上のものが来たときに防潮壁にど

のような耐力があるか、耐力を把握するにも、防潮壁に対してどのような力がかかるのかというの

を調べる必要があるということで、この３つについて研究しています。 
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 まず、潮位・波浪観測の高度化については、例

えば、図の大阪湾だと、潮位は２ヵ所、波浪は１

ヵ所で観測しているだけです。これらのデータだ

けで、港の複雑な地形の状況をうまく守ることが

できるのかということが非常に問題になってき

ます。なるべく密に観測することが必要です。 

 一方、大阪湾では図の格子状の点で形で海洋レ

ーダーで流れを観測しています。今ここについて

は、海洋レーダーで観測している流れだけでな

く、海洋レーダーの値から波浪・波高が観測できないかということ。さらに、湾の沿岸の港でもっ

と多数の潮位を観測するための簡易なシステムができないか研究しています。 

 

 具体的には、潮位観測システムにつきまして

は、名古屋港の中で簡単な超音波式で潮位をはか

っています。実際観測すると図右上のようないろ

いろなノイズが出てきますが、そのノイズを除去

すると、図右下のような形で実際の検潮所の潮位

とほぼ同じような潮位になるところまで精度が

出ています。 

 これについては、ある程度このような成果が出

てきているので、今後どのように処理を自動化し

ていくか、そしてデータをリアルタイムにいかにして伝えていくのかが重要かなと思っています。 

 

 次に、海洋レーダーですが、実は想像するよう

なレーダーではなくて、テレビのアンテナのレー

ダーをもっと大きくしたような、縦に20mぐらい

あるような設備から電波を発して調べます。レー

ダーに返ってくるドップラースペクトルは図右

下の形、１次散乱と２次散乱というものが出てき

ます。ここから実は波高が計算できるということ

で、その精度を検証しています。一般的に沖合で

は精度はよいですが、湾奥ではどうなのかという

ことで、今、湾奥について調べています。まだ誤差があるので、これをどう解決しようかという段

階です。 
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 それから、高潮予測。入り組んだところに対し

てどのような浸水予測をするかということです。

場所によっては高くなるということがあります。

この点につきましては、高潮モデルの改良という

ことで、大きく２点、高潮が基本的に台風の風に

よって起きると。風から水面のほうに力が伝わる

ということで、まず風の起きるモデル（風場モデ

ル）の高度化、一方、風から流れに対してどのよ

うに伝わるか（風応力モデル）の研究を行ってい

るといます。 

 

 そして、防潮施設の外力評価。防潮施設の前面、

背面に越波があったときにどのような外力があ

るのか、国総研横須賀あります実験施設（実はこ

れは風から波を起こす実験水槽ということで珍

しい施設ですが）の中で実験をしていいます。 

 それと、これだとなかなか数多くの実験ができ

ないので、風波の流体運動モデルといった数値計

算モデル等を駆使して、外力がどれだけ作用して

いるか研究を始めています。 

 

 

 最後、それをどうやって生かしていくか。高潮

リスク低減ということで、三大湾の高潮浸水解析

を行い、三大湾でどのような高潮があるかといっ

たものを計算しています。伊勢湾台風クラスで、

高潮偏差については 100～200 年。最高潮位につ

いては500年。そのような条件で感度分析をいろ

いろ行っています。コースを変えて、速度を変え

て、なおかつ海水面も温暖化で 10cm、20cm 上が

ったときにどうなのかといった形で計算して、評

価を行っています。 
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 最後、現在、国土交通省港湾局は、高潮リスク

の低減方策ガイドラインをまとめています。ここ

でも重要になってきているのは、堤外地リスクを

どうやって低減するのか。それに対して今後検討

すべき施策として、フェーズに応じた対応計画、

それからエリア減災計画、情報共有体制を考えて

います。これらに資するような形で先ほどの研究

が反映されていくのだろうということでござい

ます。 

 

 以上、簡単ではございますが、当研究部での高

潮の紹介をいたしました。なおかつ、 

環境についても簡単な紹介をさせていただきま

した。どうもありがとうございました。 

 

                                     

――了―― 
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3.5 超高層建築物等の長周期地震動対策 ― 設計クライテリアの考え方 ― 

（建築研究部長 福山 洋） 

 

 

 建築研究部の福山でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 ことしの４月1日に、超高層建築物と免震建築

物を対象とした、長周期地震動対策が施行されま

した。国総研は、本省住宅局と一緒にこの対策に

ついて検討してまいったわけですけれども、きょ

うは、私たちがもった問題意識と、どういう検討

を行いどのような成果を導き出したか、またその

過程においてどういうことを考えてきたかとい

うことについてご紹介させていただきたいと思います。 

 

 今回の対策は、南海トラフ地震による長周期地

震動を対象としております。その特徴と問題につ

いてまとめてみました。 

 まず１つ目は、ゆったりと何度も揺れることで

す。言葉では長周期・多数回という言い方をして

おります。「長周期」については、長い周期が超

高層や免震建築物の周期と合って共振をするこ

とで、想定していないような大きな変形が出てし

まうという問題があります。 

 もう１つ、「多数回」は何度も揺れることで、非常に大きな累積エネルギーが入力します。例え

ば鉄骨造の柱と梁の接合部は溶接をされておりますけれども、そこが何度も変形し累積の変形があ

る一定値に達すると、溶接部が破断するという問題があります。 

 それから２つ目は、超高層や免震の建築物が多い大都市が揺れるということです。大都市はもと

もと大規模な平野で、それは非常に厚い堆積層でできていて、これがやわらかいものですから、地

震動の長周期成分が特に増幅し、よく揺れるということです。 

 ３つ目は、長周期の成分というのは、表面波で伝わりますけれども、表面波はなかなか減衰しな

いという特徴がありますので、震源から非常に遠くまで伝わり、遠いところでも揺れるという問題

です。 
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 その１つの事例ですが、2011年東北地方太平洋

沖地震のときに、大阪の咲洲庁舎、55階建ての鉄

骨構造なのですが、これが非常に揺れました。震

源から770キロ離れており、この地域は震度３で

した。この建物の１階の変形はわずか７センチで

したが、共振によって52階では約20倍に増幅さ

れ、片側136センチ、両側の振幅で約 2.7メート

ル揺れたのです。これにより、エレベーターの閉

じ込めや天井の落下、それから防火戸のゆがみな

ど、360ヵ所で損傷が発生したと報告されています。 

 

 こういうことを踏まえまして、地震動の対策の

ための検討を行ってまいりましたが、大きく３つ

の観点で行いました。１つ目は、設計用の入力地

震動をどのようにするか。２つ目は、地震動に対

して建築物側の応答をどう評価するか。３つ目

は、この両方に関係するのですが、入力地震動も

応答評価も両方ばらつきがあります。こういった

不確定要因がある中で、どのように設計の考え方

に落とし込んでいくか、そこが一番難しかったと

ころです。 

 これらを通して、昨年の６月に長周期地震動対策についての技術的助言が出され、今年の４月か

ら施行されたという流れです。 

 では、ここから１）、２）、３）それぞれについて少し詳しくお話をさせていただきます。 

 

 まず１つ目、入力地震動に関しては、最初に建

築物の足元でどういう揺れになるかという長周

期地震動の算定方法を開発し、提案いたしまし

た。ここで行った検討方法は、過去の地震のデー

タがたくさん蓄積されておりますので、それらを

有効に活用する方法です。手法としては地震の規

模、これはマグニチュードです、それから、震源

からの距離、さらに建物の下の地盤の増幅特性、

これらが定まれば、長周期の地震動が決まるとい

う非常に簡易なものですが、これまでの経験に基づいていますので、恐らくそれほど大きな外れは

ないのではないかなと考えております。 
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 この方法は、任意の地点で推定ができて、南海トラフで想定される、３連動、４連動という連動

地震にも対応できます。 

 それから、設計で一番大事なことですけれども、長周期だけではなくて、短周期から長周期まで

全ての成分を含んでいるという特徴がございます。 

 

 これを使って、全国約1,900の強震観測をして

いる地点で地震動を計算し、どこが長周期が卓越

するかをみてみました。その結果の一例がこの２

つの図になります。左が周期３秒、右が周期６秒

の速度応答の分布で描いていますけれども、緑や

黄色、赤というところが揺れやすいところです。

３大都市圏と静岡、それから幾つかそれ以外のと

ころも色の薄いところがありますが、これを全て

の周期帯で調べて、総合的に検討しまして、最終

的には３大都市圏と静岡について、次の図のような区域分けと振幅レベルとして取りまとめ提案い

たしました。 

 

 区域分けは、関東地方は１つ、静岡と中京、大

阪については色分けをしているようにそれぞれ

３区域です。これは、先ほどの方法で各町丁目の

長周期地震動を推定し、そのデータを全部集め

て、大きく３つのレベルに分けたものです。その

レベルは、下に応答スペクトルの図で描かれてい

ます。これは横軸が周期、縦軸が速度応答です。

黒く太いラインは、これまでの超高層建築物や免

震建築物の設計で用いられるスペクトル、告示ス

ペクトルと呼んでいますが、速度で約 80kine のレベルです。これに対して、青いところはその２

倍、赤が1.5倍、緑が１倍とレベル分けをして、区域分けを行ったものです。 

 関東が１つだけというのは、南海トラフから少し距離があるので、そこまで増幅しないというこ

となのです。それから、このスペクトルをみますと、応答が卓越する周期がそれぞれで違います。

大阪だと６秒あたり、関東は７秒、静岡は２秒あたりなのですが、これはそれぞれの地域の地盤構

造によります。大阪や関東は非常に深い、厚い堆積層があって、長周期化するのです。一方、静岡

は震源に近いものですから、短周期側の影響が大きいということです。 

 

 

 

- 77 -



 次に、建築物の応答側の検討です。これは、鉄

骨造の実大架構の繰り返し加力実験で、試験体は

実際の超高層建築物から、途中の３層部分を取り

出してきたようなものですけれども、これにアク

チュエーターで何度も繰り返し加力を行い、梁端

接合部の溶接部の破断が、どういうときに起きる

かを調べるために、それが起きるまでの挙動を再

現した実験です。 

  

 

 その梁端のディテールを、現場溶接のタイプや

工場溶接のタイプ、また、最近のディテールや90

年代のディテールなどに変えて検討し、またこれ

とは別に、部材試験もたくさん行って、各仕様ご

とに疲労曲線を提案しました。 

 

 

 

 

 実験により、梁端接合部の仕様の違いで、破断

に至る繰り返し回数が異なるということがわか

ってきましたので、この図のように、それぞれの

疲労曲線を取りまとめ、提案しました。現在、こ

れらを設計で使っていただいているところです。 
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 免震に関しましては、最近は非常に大きな免震

装置が使われておりますけれども、そこに実際に

かかる大きな軸力をかけて、揺することができる

装置は残念ながら日本にはありません。そこで、

防災科学技術研究所のＥ－Defenseの施設を使わ

せていただきました。写真のように、振動台の外

側にグレーの鉄骨架構を置き、これと振動台の間

に免震装置を設置し、青い振動台を持ち上げるこ

とによって免震装置に大きな軸力をかけ、その状

態で水平に揺らすことで、実際の状況をできるだけ再現しようと試みました。これにより、実大の

免震部材やダンパーの多数回繰り返し加力実験を行い、温度上昇や疲労によって特性が変わってい

く様子や、その限界性能の調査を行いました。 

 

 これは実験結果の一例です。鉛プラグ入り積層

ゴムという、積層ゴムの真ん中に鉛が入ってい

て、それで地震エネルギーを吸収するものの実験

結果ですけれども、繰り返しによって温度がどん

どん上がっていきました。鉛の中心で130度まで

上昇しましたが、それにしたがって免震装置の耐

力が低下していくという特性がみられました。 

 

 

 

 そういう特性を実大レベルで把握することと、

実大の装置について限界までの加力を行い、最後

は破壊させるという実験を行いました。 

 こういった各種免震装置やダンパーについて、

温度依存性などの特性を把握し、それを設計で評

価できる方法を提案して、実務においてお使いい

ただいております。 
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 それから、ＲＣにつきましては、20層の建物試

験体を用いＥ－Defense で加震実験を行いまし

た。目的は、非常に大きな変形になったときに何

が起きるかをまずみてみようということと、通常

行っている応答解析と比較して、どのような関係

にあるかをみてみようということです。さすがに

実大というわけにはいきませんので、４分の１ス

ケールの縮小模型ですが、それでも高さは 15 メ

ートルあります。 

 

 解析と実験の比較をここに示しています。これ

は、各階ごとの最大層間変形角の分布で、縦軸が

階、横軸が層間変形角です。加震は少しずつ大き

な波を入れていきましたので、そのときの最大層

間変形角が、左の図から1/200程度、1/100程度、

この1/100は現在の設計クライテリアで、通常は

ここを超えてはいけないというところです。さら

に、それより大きくしたらどうなるかということ

で、1/100を超えた1/86と、最後はクライテリア

の約３倍の1/35の状況が描かれています。 

 緑のぎざぎざした線が実験結果、赤線が通常の設計で行われている解析結果です。最大層間変形

角が1/100以前であれば、実験とシミュレーションは、多少のずれはありますけれども、比較的整

合しています。しかし、ここを超える1/86ではそれらの間に乖離がみられてきます。そこで解析に

少し工夫をしてみました。建築では梁の上に床スラブがとりつきますが、解析では、スパンの１割

の範囲の床スラブを梁と一体化させて考慮するのが一般的です。それを、大変形では全てのスラブ

が耐力に効くので、全幅の床スラブを考慮すると、うすい緑の線のように実験に合ってくることも

わかってきました。 

 ただし、さらに大きな 1/35まで行ってしまうと、工夫した解析でも合わず、実験がシミュレーシ

ョンの倍程度まで変形してしまいました。以上のことから、今の解析では、クライテリアを超える

ような大変形の再現にはまだ検討の余地があるということもわかってきました。 
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 これらを踏まえて対策ですが、従来から告示波

と観測地震波、それぞれ３波以上の６波以上で検

討を行っておりますが、それに先ほどお示しした

区域では、長周期地震動１波以上を用いることに

なりました。 

 それから、倒壊、崩壊の判定クライテリアにつ

いては、応答層間変形角が 1/100、層の応答塑性

率が２以下、部材の塑性率が４以下という従来通

りで、今回は変えませんでした。地震力は大きく

なりますけれども、限界値であるクライテリアは変えていませんので、設計は厳しくなります。こ

れについては、従来からこの設計クライテリアを超える場合は、別途、特別に安全性を検討してく

ださいという規定があります。その内容については、性能評価の場で議論することになっておりま

すので、必要な場合はここを活用していただくという考えです。 

 それから、鉄骨と免震と制震については、先ほど実験をご覧いただきましたように、多数回繰り

返し変形の影響がありますので、それによる梁端の破断が生じる可能性ですとか、免震・制振部材

の特性が変化するという可能性を考慮して、安全性の検証を行うということが追加で求められてい

ます。 

 一方、ＲＣについては、このクライテリアの範囲であれば、多数回繰り返しの影響は特段みられ

ていないものですから、その点に関する運用の変更は設けておりません。 

 

 それから、難しかったのが、不確定な要因にど

う対処していくかというところです。もともと工

学というのは、わからないことや経験していない

ことがある中においても、ものづくりが求められ

る分野だと思います。そして、そういう要因に関

しては、昔から適切な余裕を設けることで対処さ

れてきたと思います。それを踏まえて、今回、設

計用入力地震動について考えてみました。 

 そして、これは検討に用いる代表の地震動と位

置づけました。恐らく実際には、これを超えるような大きな地震動もあり得ますし、少し様相が違

う、思っていなかったような地震動が来ることもないとはいえないのですが、予測が難しいのです。

熊本地震のときにも震度７が２回ということがマスコミでも取り上げられましたが、次に何が来

て、何回来るという予想は今のところ非常に難しくてできません。また、もしわかったとしても、

構造計算が非常に煩雑になるということも考え合わせますと、代表的な事象に対して、一定の余裕

を設計で設けることで、そのほかのものもカバーする。そこである程度の安全性を確保するという

のが当面、合理的ではないかなと思っています。 
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 これは、建物の力と変形をポンチ絵で描いてい

ます。安全限界を超えなければ、とりあえず設計

としては成り立ちますので、応答値がこの赤い

「安全性の応答」の範囲にとどまれば良いという

ことになります。しかし、地震動が予想より少し

大きくなると、実は安全限界を超えるかもしれな

い。また、応答評価のばらつきもあるかもしれな

いということから、この安全限界ではなくて、で

きればその倍ぐらいのエネルギー吸収ができる

「架構設計変形」まで変形できるように、保証設計にて変形能力をしっかり確保していくことが必

要と考えられます。 

 一方、超高層建築物は、１つの街のように非常に多くの方が使われておりますので、地震が起き

て損傷し使えなくなるということは影響が大きく、避けるべきです。そこで、大地震の応答を黄色

い「継続使用性の応答」あたりにとどめ、地震後も継続して使えるようにしておくことが推奨され

ますが、そうすることで何か想定外の事象があったとしても、まだ安全限界までは十分に余裕があ

るという安心も持たせられると思います。 

 

 今後の課題です。今回は、南海トラフが対象で

したが、関東地方に対して影響の大きな相模トラ

フの検討も必要で、これについては、既に着手し

ているところです。また、熊本地震で観測された

長周期地震動も話題になっておりますが、今後こ

のようなものにどう対処すべきかの検討も必要

になると思われます。 

 また、設計の余裕度について、実際に、倒壊ま

でどれぐらいの余裕があるかや、免震建築物がク

リアランスを超え擁壁などへ衝突するとどのようになるか、などをしっかりみていこうということ

と、継続使用性のような非常に高い性能をもたせるために、さらになる先端技術が開発されてくる

と思いますが、それらに対する審査や評価の考え方も開発していく必要があろうかと思います。 
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 これらのことも合わせまして、私たちはさらな

る安全・安心に向け、関係する皆さんの力を結集

し、オールジャパンでしっかりと対応させていた

だきたいと考えております。引き続き、皆様のご

支援、ご協力をいただきますように、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 以上でございます。ご清聴ありがとうございま

した。 

 

                                     ――了―― 
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3.6 ICT活用によるインフラ生産性革命 ― 今、我々に求められていること ― 

        （コーディネーター）企画部長 上坂 克巳 

        （パネリスト）道路交通研究部長 喜安 和秀 

               港湾研究部長 藤井 敦 

社会資本マネジメント研究センター長 和泉 惠之 

 

【企画部長 上坂】 

 皆さん、こんにちは。企画部長の上坂でござい

ます。本日は、国総研講演会にお越しいただきま

して、まことにありがとうございます。 

 私、昔、情報基盤の研究室、あるいは道路研究

室にいたこともありますので、本日はコーディネ

ーターの役を務めさせていただきます。 

 これまで講演会では、実はこの時間帯は特別講

演を行っていただいておりました。しかし、今回、

スケジュールの調整上、特別講演がこの後ということで少し遅くなってしまいましたので、このパ

ネルディスカッションはその前座として聞いていただければと思います。 

 さて、本日のテーマは、現在、国土交通省の目玉政策である生産性革命でございます。生産性革

命というのは、現在フィーバーしている感がありますので、本日は少し冷静に捉えまして、我々が

今後どのように向き合っていけばよいのかということを議論していければと思っています。 

 副題を「今、我々に求められていること」と、国総研と書いていないのは、ＩＣＴの活用は国総

研だけでは研究開発が進められることはできないからです。他分野の方とも一緒にやっていく必要

もありますし、きょう、会場にお越しの皆さんとも一緒にやっていく必要があるということで書か

せていただいているところでございます。 

 なお、きょうは、広い会場でございますので、会場から意見を聞くということができません。で

すから、もし何かご意見等がありましたら、封筒の中にアンケート用紙が入っておりますので、そ

の最後にいろいろ意見を書いて提出していただければ幸いでございます。 
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 それで、まず最初、なぜ今、生産性革命かとい

うことです。ご案内のとおり、急速な人口減少、

それから急速なＩＣＴの進化というのはいうま

でもありません。それともう１つ、私はあると思

っているのですけれども、それについては後ほど

お話をいたします。 

 大きく生産性革命を分けると、特にインフラ分

野でいくと、インフラを着実につくる、守るとい

うことでは、今、人口減少、市町村も消滅すると

いわれている中で、人手不足の中で今後、工事ができなくなってしまうというところをなくして、

しっかりとしたインフラをつくって守っていくということが１点。それから、できたインフラを賢

く使って、日本をプラス成長に導いていくという２つの考えかと思います。 

 そういう中で、今回は３研究部、センターが一緒にパネルディスカッションということで、マイ

ナスをゼロにというところは社会資本マネジメント研究センターの和泉さん、それからプラス成長

にというところでは道路交通研究部の喜安さん、両方にまたがるということで港湾研究部の藤井さ

んと一緒に話を進めていきたいと考えております。 

 

 その中で、今回、どういう方向でパネルディス

カッションをやろうかと悩んだのですけれども、

１つ、きょう最初の挨拶で藤田所長が申し上げま

したように、この 11 月に国総研の研究方針の見

直しを行っております。その中の基本姿勢という

ことでちょっと抜粋しております。 

 １つ目が技術的専門家として、国交省の政策展

開に参画するということですが、ポイントの説明

としては、政策の企画立案のみならず、普及、定

着まで一貫して当事者として参画するということで、普及、定着ということに対する国総研の行動

についてもみていきたいというのが１点でございます。 

 それから、国土、社会の将来像の洞察、技術開発の促進によって、新たな政策の創出につなげる

ということです。きょうこれからお話しするＩＣＴの分野というのは、国総研が今までもそういう

役割を果たしてきている分野の１つだと思います。そういうところにスポットを当てて、パネルデ

ィスカッションをやっていきたいと考えた次第でございます。 
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 パネルディスカッションの流れですけれども、

１つ目でございます。実は、今、なぜ生産性革命

かというときに、現在、急に何か技術の大きなブ

レークスルーが起こって、突然生産性革命になっ

たわけではないと思います。非常に長い助走期間

があって、それが今、実を結んでいるということ

だと思いますので、そこをまず振り返りたいと思

います。２つ目が、先ほど研究方針の説明で申し

上げましたが、浸透、普及のための取り組み。最

後、３巡目は加速のための研究展開ということで、そういう流れで進めていきたいと思います。 

 

 それでは、１巡目に入ります。生産性革命ま

での道のりということで、これは i-

Constructionの大本の和泉さんからお願いしま

す。 

 

 

 

 

 

 

【社会資本マネジメント研究センター長 和泉】 

 社会資本マネジメント研究センター長の和泉

でございます。 

 それでは、私からはまず、ＣＡＬＳから i-

Constructionへの流れということで、最初に全体

の年代ごとの流れを説明いたしまして、その後に

細かい詳細なことを追って説明したいと思いま

す。 

 まず、約 20 年前になりますが、建設ＣＡＬＳ

というのが1996年に基本構想が策定されて、進められてきました。それの１つの大きな成果といた

しまして、３年後の 99 年にはコンピューターで設計を行うＣＡＤデータの交換標準というものが

開発されております。 

 さらに、2001年にはＣＡＬＳの大きな目標だった電子納品、あるいは電子入札が開始されて、そ

の間、さらに施工の面での情報化も普及して、５年前になりますけれども、2012年にトータルステ

ーションを用いた出来形管理要領が策定されております。トータルステーションは測量機器でござ
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いますが、自動的に３次元座標を取得できるもので、そのような機器を用いて、出来形・施工管理

を要領よく進めていくためのものでございます。 

 さらに、ＣＩＭは現在もどんどん進化しておりますが、それの試行が 2012 年に始まりまして、

2015年、２年前に、ご存じのように i-Constructionが開始。これは、生産性革命、2025年までに

生産性を２割向上させるという目標のもとに始まったものでございます。 

 さらに、昨年でございますが、点群データを用いた面的な出来形管理。これは、画期的な面的な

管理を行うということで、面的に座標データ、位置データを取得する技術がかなり進んできており

ましたので、そのような機器、技術を用いて、出来形管理、施工管理を行うという要領等をつくっ

て導入されてきたというところでございます。 

 

 それでは、もう一度戻って詳しく説明いたし

ますと、まずＣＡＬＳとはどういうものだった

のかということでございますが、ここに英語で

書いてありますが、直訳しますと継続的、持続

的な調達とライフサイクルのサポートというこ

とで、日本語では公共事業支援統合情報システ

ムと呼んでいました。 

 内容、目的でございますが、組織間、事業段階

間での情報の交換、共有、連携を図るということ

で、その結果、建設費の縮減、品質の向上、業務の効率化ということを目指すというもので始まっ

たものでございます。 

 

 それでは、その結果、どんなことが実現できた

かということでございますが、まず電子納品によ

る書類の削減、情報検索の向上ができただろう

と。さらに、情報共有システムによって、受発注

者間のコミュニケーションの円滑化、あるいは先

ほどいいましたＣＡＤデータの標準化によって、

民間のソフト開発が非常に促進されて、データの

再利用性が向上したということがあるかと思っ

ております。 

 ただ、では全てうまくいったのかといいますと、実は電子化や業務改善は一定程度進展いたしま

したけれども、電子化のレベル、紙データを電子化したというレベルのものが多いという状況もご

ざいますし、もう１つは、業務プロセス間の情報連携が不十分。業務プロセス間というのは、建設

生産システムは、調査、設計から始まりまして、積算、契約、施工、維持管理まで、ずっと一連で

流れていくわけでございますが、例えば調査、設計の段階から施工に結びつけるプロセス間の情報
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連携がまだ十分いっていないということで、抜本的な生産性向上はまだ道半ば。裏を返せば、まだ

まだ生産性向上を行う余地があるということでございます。 

 

 それともう１つ、先ほどＣＡＤの標準化の話を

いたしましたが、これは比較的うまくいった事例

ということで紹介させていただきます。やはりＣ

ＡＤを普及させるためには、ＣＡＤを開発してい

ただくＣＡＤベンダーを育成していくというこ

とが非常に重要なわけでございますが、当時、Ｃ

ＡＤの標準的なデータ基準、交換標準基準がなか

ったという中で、いろいろなソフト会社がおのお

ののソフトをつくっていて、なかなか利用者間で

も使い勝手が悪かったという状況がございます。 

 その中で、やはり標準的なものをつくって、協調するところは協調する、競争するところは競争

するということで、最低限の共通するところの基準をつくりましょうということで、国総研と書い

てございますが、国総研とＣＡＤ利用者、これは主に設計の分野でございますので、設計コンサル

タント関係になりますが、こういう方、あるいは実際にソフトを開発するＣＡＤベンダーの方とよ

く意見交換しながら、製図の基準、データの交換標準をつくったということでございます。これに

よりまして、ある程度市場原理、競争原理も働きまして、今、さまざまな使い勝手のいいＣＡＤソ

フトができてきていると。それによって、生産性の向上にも結びついているという状況でございま

す。 

 

 その後、いろいろと情報化施工というのがござ

いましたが、最近の i-Construction への動きと

して、やはりデータの３次元化というのが非常に

大きな動きの中の中心にあるのだろうと考えて

おります。 

 実際に施工面、工事現場での話になりますけれ

ども、位置特定技術として、ＧＮＳ、ＧＰＳ、あ

るいは先ほどいったトータルステーション、これ

は目標物、プリズムといいますが、そこに光を当

てるだけで、ここの３次元の座標を簡単に取得できるという測量です。このような位置の特定技術

の進展。さらにマシンコントロールと書いてございますが、自分で位置情報を取得しながら、本当

に自動的に施工できるようなＩＣＴ建機。これを３次元設計データと結びつけることによって、実

際の現場というのは当然のことながら３次元の世界でございますから、自動化施工による施工の効

率化、あるいは施工管理、出来形管理も効率的に行っていけるという形を今、迎えつつあるという
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ところでございます。 

 

 その中で、国総研としてどんなことをしてき

たのかということでございますが、３次元に対

応した基準類を策定しようということで、国総

研としてはいろいろな検討を進めてきておりま

す。 

 例えばi-Construction開始が2015年ですけれ

ども、その前の 2012 年でございますが、先ほど

いったトータルステーションを用いた出来形管

理要領を策定しております。これは、先ほどいい

ました管理断面で３次元データを取得することによって、従来であれば巻き尺ですとかレベルで計

測しながら施工管理とか出来形管理をしていたのが、トータルステーションを用いて迅速、正確に

出来形管理をできるようになってきたと。 

 さらに、2015年、i-Constructionが開始したところでございますが、ここではさらに点群データ

によって面的に評価するという技術。点群データといいますのは、空中写真測量、ＵＡＶにカメラ

を積んで測量いたしますが、そういうものですとか、地上型レーザースキャナーというものを用い

て、点群データというのはデータの集まりですから、面的なデータを取得できる。面的なデータを

取得することによって出来形・施工管理をより高精度、高効率にやっていこうと。そのための要領

をこのように策定してきたという状況でございます。 

 私からは以上でございます。 

 

【企画部長 上坂】 

 ありがとうございました。ＣＡＬＳという言葉を久しぶりに聞きましたけれども、今、i-

Constructionが目指しているのも、ＣＡＬＳが目指しているのと同じだったのです。20年以上前か

ら始めてきているＣＡＬＳが今、やっと実を結びつつあるということではないかと思います。 

 それでは、続きまして、港湾の分野でアイコンを引っ張ってこられている藤井さん、よろしくお

願いします。 
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【港湾研究部長 藤井】 

 港湾研究部長の藤井と申します。よろしく

お願いします。 

 私は、主に港湾とか空港関係の仕事に従事

してまいりました。最近の例ですと、関空の

２期工事とか、清水港、静岡県内の直轄事業

の実施、またカンボジアでのＪＩＣＡ専門家、

国総研に来る前には横浜港でコンテナターミ

ナルの整備や運営の仕事をしてまいりまし

た。それらの経験の中で、今回のテーマについて思うところをご説明したいと思います。 

 

 まず、港湾の役割ということでございます。

ご承知のように、我が国の物流は海上物流に

よって支えられてきています。その海上交通

の日本での受け手が港湾になるわけです。こ

のように大きなコンテナ船で受け取るため

に、大水深の岸壁、大きなクレーンが必要と

なってきます。 

 

 

 

 このように大きなクレーンをたくさん使っ

て、効率的に荷役することが求められていま

す。 
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 また、最近、非常に話題になっていますの

がクルーズ船です。クルーズ船を受け入れる

ような施設についても、現在、精力的に整備

をしているわけですけれども、まだ道半ばと

いうことでございます。 

 

 

 

 

 このように、非常に人気のスポットとして

那覇港では、後ろのほうにみえますけれど

も、３隻のクルーズ船が同時に着桟している

というように、非常にクルーズの需要が高ま

っているということでございます。 

 

 

 

 

 一方で、そのような港湾の環境は非常に厳

しい状況にございます。これは、日本海、福

井県の例でございますが、冬季風浪でこのよ

うに激しい波浪が押し寄せます。ふだんは非

常に穏やかな海でも、ひとたび天気が悪くな

るとこのような状況になるということです。 
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 自分のことをいって申しわけないのです

が、私どもが立地しております久里浜におい

ても、台風21号でこのような状況になって、

多少の被害を受けてしまったということもご

ざいました。 

 

 

 

 

 また、港湾の構造物、水中にもある、大規

模ということで、このように大きいクレーン

船を用いて、岸壁とか防波堤をつくったりし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これは、新潟港の西海岸における消波ブロ

ックの撤去の様子ですけれども、このように

大規模であるとともに、人手も要しながら工

事をしているという状況にございます。 
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 東京ゲートブリッジでは、大きな橋げたを

このように架設いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水中の作業というのは、潜水士によって行

われています。このように水中の作業を潜水

士が手を使い、指示しながら行っているとい

うことで、作業環境としても非常に厳しいと

いう状況にございます。潜水士も高齢化が進

んでいます。 

 

 

 

 

 このような中で、i-Constructionは何を

するかということなのですけれども、私が以

前従事しておりました関空でも先行的な取り

組みは行われていました。それを簡単にご説

明したいと思います。 

 関空は、１期島、２期島で構成されており

ます。それぞれ 500ヘクタールを超える大規

模な埋立地を造成し、滑走路をつくる工事で

ございます。 

 この埋立地が立地する海底地盤というのは粘性土層でありまして、土を埋めてもどんどん沈下し

ていってしまうと。沈下計測を綿密に行いながら、工事を進めていくということが工事の肝ではご

ざいました。また、限られた工期の中で効率的に工事を行うということが求められていました。 
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 その中で、いろいろな先端技術、情報技術

を使い、工事を進めてまいりました。１期島

ではシングルビームによる音響測量を行いま

して、線的に行っていた測量を２期島では面

的に測る装置を使いまして、１回で面全体を

測量するという取り組みをしました。 

 

 

 

 

 また、土砂を均一に投入するために、投入

前の状況、それから投入したらどのように深

さが変わるかを事前にシミュレーションし、

またＧＰＳを使いまして、船の位置を正確に

把握しながら、投入位置をコントロールして

きたということでございます。 

 

 

 

 

 このような精密な工事をさらに一元的にデ

ータを管理し、関係者間が共有し、日々変化

していく現場の状況を把握しながら進めてき

たというのが関空の工事の事例でした。層厚

断面図を書いてございますように、それぞれ

の厚さが均一に沈下していく必要がありま

す。１つのところだけたくさん土を捨てる

と、その分だけ沈下が速くなってしまいま

す。そのようなことがないように、平面的に

行うことが求められておりました。 
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 ひとたび陸上化しますと、このような振動

ローラーという機械を使うのですけれども、

振動ローラーにも加速度計とＧＰＳを使いま

して、地盤を踏み残しなく、面的に必要な回

数だけ転圧するという工事を行ってまいりま

した。オペレーターにとっても、自分が作業

しているところに漏れがないかを自分でみな

がら、確認しながら行うことができるという

先進的な仕組みでした。 

 

 

 このようなデータを集め、関係者間で共有

し、工事を進めてきたというのが関空での事

例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 このように、大型の作業船を多数使い、情

報を共有しながら安全に工事を進めてまいり

ました。 
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 砂も底が開くドーム船で先に沈めまして、

浅くなってきますとドーム船も入れませんの

で、揚土船により作業を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに、このようにブロック管理、関空は

500ヘクタールありますけれども、それを 40

メートル×40 メートルの管理ブロックごと

に工事をしてきたということで、3,000 個以

上のブロックを管理しながら工事をしてきま

した。 

 このような中で、情報システムですとか、

情報化施工が大きな役割を果たしてきたとい

うのが今までの事例だったかなと思います。 

 まず、今までどういう取り組みをしてきたかという点についてご説明させていただきました。あ

りがとうございます。 

 

【企画部長 上坂】 

 ありがとうございます。関空２期工事、1999年から。このパネルディスカッションが終わってし

まいそうな展開ですね。港湾では道路の分野でＣＡＬＳといって苦労していたときにこれだけ進ん

でいたということですけれども、この辺のお話は後ほどお伺いしたいと思います。 

 それでは、三方目、ＩＴＳ、道路の使い方という分野から喜安さん、よろしくお願いします。 
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【道路交通研究部長 喜安】 

 道路交通研究部長の喜安と申します。 

 現在、国交省で 20 の生産性革命プロジェクト

がありますが、最初、お２人からお話がありまし

たのは、まさに i-Construction 推進ということ

で、今、生産性革命プロジェクトの先駆けともな

っている取り組みかと思います。 

 20 のプロジェクトの中で道路に関係するとこ

ろをピックアップしたのですが、直接関係すると

ころだけで６つぐらいあります。ほかにも間接的に関係しているところもございますが、個別には

また後ほどご説明したいと思います。 

 道路をつくるという意味では i-Construction のところが深くかかわってまいりますけれども、

今、ここで赤でくくっておりますのは、どちらかというと道路を使う、有効活用していく、いわゆ

る賢く使うといういわれ方ですが、共通して申し上げますと、やはり賢く使うことによって生産性

を高めるということが１つのキーワードかと思います。 

 では、どうやって賢く使うかという道具のところで、ＩＣＴの活用、きょうのパネルディスカッ

ションのテーマですけれども、それがそれぞれ深くかかわってきております。 

 

 具体的に道路の分野でいきますと、ＩＣＴの活

用は今に始まった取り組みではなくて、1996年、

もう 20 年ぐらい前の話になりますけれども、当

時の関係５省庁がＩＴＳの全体構想をつくって

おります。まさにＩＴＳというのは、情報通信技

術を活用して、人、道路、車が連携して、道路交

通のいろいろな渋滞等の課題を解消して、サービ

スの高度化を図っていくということで、ある意

味、生産性革命にもつながるような先駆け的な取

り組みではないかと思っております。 

  

- 98 -



 ＩＴＳ、具体的に何があるかといいますと、こ

れも少し古くなりますが、カーナビが 90 年代に

普及し始めまして、ＶＩＣＳによる道路情報の提

供、ＥＴＣによる料金徴収という取り組みがあり

ました。 

 実は、こういった個別のＩＴＳのパーツですけ

れども、それぞれの分野で国総研が非常にかかわ

って研究開発をしてきた経緯がございます。後ほ

ど簡単に触れたいと思いますが、これらの技術を

集大成するような形で、現在、ＥＴＣ2.0というサービスを行っております。このＥＴＣ2.0の特徴

は、いわゆるプローブデータといわれておりますが、車の情報を収集できるようになっております。

このプローブデータが現在、ビッグデータとして使えるようになってきておりまして、道路分野で

生産性革命プロジェクトを進める上での１つの大きなキーワードになっておりますので、そういっ

た内容も踏まえて、今までの経緯を振り返りたいと思います。 

 

 最初、カーナビのお話をしましたけれども、カ

ーナビをサービスするためには、基盤となるデジ

タル情報化された地図が必要でして、実はデジタ

ル道路地図を最初の段階で国総研、当時は土木研

究所でしたが、民間の地図メーカーとか、カーナ

ビ等の電機メーカー等々、共同で開発してきた経

緯がございます。現在、ＤＲＭということでサー

ビス提供を行っておりますけれども、まず道路地

図情報の基本となりますデジタル道路地図が整

備されてきたということです。 

 

 それから、道路交通情報の提供ということで、

カーナビをおもちの方は、この上に渋滞情報等が

表示されているのをごらんになったことがある

と思います。そういった情報を今、ＶＩＣＳとい

う形で提供しておりますけれども、これは1996年

から関係する省庁が連携して行ったサービスで

すが、これは開発に当たりましても、国総研、土

研が民間と協力して、共同研究によって情報シス

テムを開発してきて、それが電波ビーコンという

形で情報提供につながっております。 
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 ＥＴＣにつきましても、当時の道路公団等と一

緒に共同開発してきた経緯がございます。これ

は、ご存じのように有料道路の料金所をノンスト

ップで通過できる。料金を自動収受できるという

ことですけれども、現在９割ぐらいがＥＴＣを利

用していただいておりまして、それによって従

来、渋滞の３割ぐらいを占めておりました高速道

路の料金所渋滞がおおむね解消してございます。 

 

 

 実は、今いいましたＶＩＣＳやＥＴＣの機能を

統合した形で、現在、ＥＴＣ2.0といっておりま

すけれども、新しいタイプの車載器を開発しまし

た。これもまさに官民共同研究で、自動車メーカ

ーや電機メーカーと共同で開発してきた経緯が

ございます。ＥＴＣ2.0は、車と道路側で路側機

のアンテナがありますけれども、その間で通信を

やりとりすることによりまして、１つは路側機か

ら車にダウンリンクして情報提供するというこ

とで、電波ビーコンのＶＩＣＳ情報をさらに高度化するサービスを今行っております。 

 さらに、もう１つ大きな特徴が、これまで車のデータは直接取得できなかったわけですが、車に

ためたデータを通信で直接取得することができる。それによって、道路側で車の挙動情報、急ブレ

ーキとか急ハンドルとかの情報もリアルタイムに近い形でとれるようになってきたというのがご

ざいまして、これがまさに今、ビッグデータということで、生産性革命の１つのキーワードになっ

ております。 

 

 今申し上げましたＥＴＣ2.0 の特徴ですけれど

も、これまで交通調査するとき、走行速度の調査

ですと、実際に車を走らせて実測するという形だ

ったわけですが、このＥＴＣ2.0 ですと、自動的

に連続した時間でデータがわかるようになる。そ

れから、今申しましたように、加速度とか今まで

なかなかとれなかった急ブレーキ等の情報がと

れるようになると。さらに、リアルタイムに近い

形でデータがとれるということで、このデータの
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使い道によっていろいろなことができるようになります。 

 この中に生産性革命プロジェクトにつながるものもございますが、国総研はこういった生データ

を利活用しやすいような形での研究開発を進めてまいりました。 

 

 具体的に今の生産性革命プロジェクトの中で、

２つほど事例を申し上げます。１つは、ピンポイ

ント渋滞対策という生産性革命プロジェクトが

ございます。これは何かといいますと、ここで高

速道路の例を取り上げておりますけれども、高速

道路の区間別、時間帯別にそれぞれのどの区間、

どの時間でどのぐらいの速度になっているか、ど

のあたりで渋滞が発生しているということがわ

かりやすくみえるような形になりました。ここで

は調布インターと三鷹の合流部で渋滞が発生しているということがわかりますので、実際に付加車

線の設置等の対策を行った事例でございます。 

 

 それからもう１つは、交通安全で、急ブレーキ

とか急ハンドルとかの情報がわかる、実際に道路

の中でそれがどういう状況で起こっているかと

いうデータが出てきます。国総研ではそのデータ

を使って、実際に交通事故の危険箇所を抽出する

ということができるようになりました。これも

今、ビッグデータを活用した交通安全対策という

ことで、生産性革命プロジェクトに位置づけられ

て、実際に自治体等と連携しながら取り組みが行

われているという状況でございます。 

 以上です。 

 

【企画部長 上坂】 

 ありがとうございました。ＩＴＳの歴史、今、ＥＴＣ2.0 に至った経過がわかっていただけたか

と思います。 

 それでは、ここでパネリストの方に議論をしてみたいと思います。まず、今回、この順ではテー

マは連携ということにキーワードを置いて、２つほど議論をしてみたいと思います。 

 まず、和泉さん、さっき「ＣＡＬＳで実現できたもの」というスライドの下から２行目、業務プ

ロセス間の情報連携が不十分ということが書いてありますけれども、うまくいかなかった理由につ

いて教えてもらえますか。 
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【社会資本マネジメント研究センター長 和泉】 

 これは、先ほどいった調査設計から始まって、施工、維持管理という業務プロセス間の情報連携

が不十分ということですけれども、やはりおのおののプロセスの中では、電子納品ですとかがうま

くいって、電子化が進んだということがあるのですが、そのプロセスの間の電子データの受け渡し

の標準化といいますか、どんなデータが下流のほうで必要で、そのためにはどんなデータを標準化

というか、データモデルをつくって受け渡していったらいいかという検討が十分ではなかったのか

なという感じがしております。 

 例えば施工から維持管理に移るところを考えてみますと、施工で最終的な業務成果は受注者が出

来形管理図表というのを発注者側におさめて、それが電子化されるわけですけれども、その維持管

理の場面になったときに、出来形管理図表が維持管理にすぐに役立つのかというと、やはり維持管

理で必要な台帳データですとか点検データもそうですが、そのような形になって引き継がれていな

い。その間のやりとりがうまくいっていないというところに原因があったのかなと感じておりま

す。 

 

【企画部長 上坂】 

 部分最適にとどまっていたということなのですかね。このあたり、どうですか。アイコンの先輩

の藤井さん。 

 

【港湾研究部長 藤井】 

 先輩といわれて非常に心苦しいのですけれども、関空の場合には、特に発注者が一元化されてい

て、その中で関係者が情報を共有する体制が形成されたということで、標準化や全体最適を発注者

である関西国際空港ですとか、用地造成会社がコントロールすることが可能だったということが１

つの特徴だったのかなと思います。ですから、標準化も関係者が一堂に会して、こういうデータの

フォーマットでやりとりすると決めればそれで済むということだったので、そういう利点はあった

のかなと思います。 

 

【企画部長 上坂】 

 ありがとうございます。大規模工事でニーズもあったし、組織的にも情報連携がしやすかったと

いうことですね。 

 この続きの議論は、また今度３巡目ぐらいで、アイコンの締めの話もやろうと思いますので、そ

のときの課題としてとっておきたいと思います。 

 それでは、２つ目の連携の話に移ります。今回、いろいろＩＴＳはじめ産学官連携、官民連携の

場面がいろいろなところで出てきたと思います。特に喜安さん、ＩＴＳの開発というまさに官民連

携共同研究の積み重ねだったと思うのですけれども、ＩＴＳの研究室長をされていた喜安さんの経

験から、どういう苦労があるか、難しいことがあるか、その辺をまず教えてもらえますか。 
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【道路交通研究部長 喜安】 

 私、室長をやっていたのが10年ちょっと前になりますので、大体ＥＴＣができ上がっておりまし

て、まさにＥＴＣ2.0 をつくろうという時期でした。そういう意味では、まさにここの開発に携わ

っておりました。ちょっと前にＶＩＣＳ、ＥＴＣの開発もあったわけですが、恐らく共通していえ

るのは、路側だけではなくて、車載器と路側機と２つ整備されて、初めてサービスが成り立つとい

うことですので、当然、国交省、国だけではできませんし、一方、民間も車載器のメーカー、電気

屋さん、自動車がありますけれども、そちらではできないと。 

 お互いが連携してサービスをしないといけないということで、当然、研究開発もお互い連携して

共同研究をやったわけですけれども、研究だけではなくて、やはりそれを実際に展開するときには、

車側と路側で同時にお互いに進めていかないといけない。そのためには官民で共同した全体構想、

ロードマップ的なものを共有してやっていかないと、実際のサービスも進んでいかないというとこ

ろがあったのかなと思います。 

 

【企画部長 上坂】 

 ちゃんとした将来の落としどころのロードマップをつくって、信頼関係ももってということなの

ですか。 

 

【道路交通研究部長 喜安】 

 そうです。最初、1996年に最初のＩＴＳの構想を関係５省庁でつくりましたけれども、ＥＴＣ2.0

のときもスマートウェイ推進会議という官民連携の会議体がありまして、ＩＴＳのセカンドステー

ジへという構想を打ち上げまして、それをもとにＥＴＣ2.0 ができてきているという経緯があるか

なと思っております。 

 

【企画部長 上坂】 

 ありがとうございました。他のパネリストの方、いかがでしょうか。 

 

【港湾研究部長 藤井】 

 喜安さんに質問したいのですが、官民連携で道路側とメーカー側の連携はよくわかったのですけ

れども、例えば警察など交通管理者と道路をつくる側との連携はそれぞれの問題意識があって、な

かなか難しいのではないかと思うのですが、そこら辺はどのように調整されてきたのでしょうか。 

 

【道路交通研究部長 喜安】 

 おっしゃるとおり、もう１つ、省庁間での連携も非常に大きな話だと思っています。特に道路交

通分野でいきますと、交通管理者として警察もございます。情報提供という話になりますと、道路

側から車に情報提供するわけですけれども、警察と道路側との役割分担も要るということで、その
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ための連携も進めていると。 

 ＶＩＣＳなどでいきますと、ＶＩＣＳユニットをおもちの方はご存じかもしれませんが、電波ビ

ーコンが道路側ですけれども、並行して警察も光ビーコンによる情報システムをつくっておりまし

て、それを統合したシステムになっております。 

 もう１つ、当時の郵政省がＦＭ放送での情報提供を行ってますので、ＶＩＣＳユニットでいきま

すと、３つの機能を合わせた形で１つのシステムをつくっているという経緯がございます。 

 

【企画部長 上坂】 

 ありがとうございました。もうちょっと議論し

たいところなのですが、スケジュール上、次の２

巡目に進めさせていただきたいと思います。 

 ２巡目は、生産性革命の浸透、普及のための取

り組みということで、紹介していただきたいと思

います。 

 それでは、また和泉さんからお願いします。 

 

 

【社会資本マネジメント研究センター長 和泉】 

 それでは、私から普及に向けてということで、

ここで i-Construction の中でも、特にＩＣＴ施

工の件について説明したいと思います。 

 普及の促進について、どのような今後の課題が

あるのかということでございますが、今、ＩＣＴ

施工、土工から始まって、舗装工等に工種を拡大

しておりますが、この辺の工種をさらに拡大して

いく。 

 それと同時に、やはり中小企業へのＩＣＴの導入、さらに今、直轄がかなり率先的に工事を進め

ているわけでございますが、地方自治体発注工事への普及、促進ということも進めていかなければ

ならないだろうと。それで初めて全体の建設業の普及ということがなっていくのかなということで

ございます。 

 そのためには、基準類の現場実装ということによっていろいろな改良点が出てきますので、そう

いうものを継続的に見直していくということが課題かと思っております。 

 さらに、今後、もっと生産性を向上していくためにはということで、建設プロセス全体で３次元

化ＣＩＭの促進ということが必要になると思いますけれども、これはまた次の回に回させていただ

ければと思っております。 
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 まず、ＩＣＴ活用工事の工種の拡大という話を

しましたが、現在どうなっているかというところ

でございますが、2016年度から本格的に始まりま

して、ＩＣＴ土工を先行的に進めております。こ

こに書いてあるのは実際の実施した工事数でご

ざいますが、直轄工事では、2016年度は584工事

進めておりまして、さらに今年度、2017年度は10

月時点でございますが、昨年度と同じぐらいの

559工事まで進めているということで、工事自体

もふえております。 

 さらに、工種のほうでございますが、先ほどいった舗装工、さらに浚渫工についても、2017年度

から始まりましたけれども、まだ数は少ないものの、現在、幾つかの工事が行われているというこ

とでございます。 

 さらに、2019年度までには、工種の拡大ということで、橋梁、トンネル、ダム、維持管理という

ところへもＩＣＴ施工を導入していきたいと考えているところであります。 

 

 もう１つ、なかなか小規模な工事、地方自治体、

あるいは中小企業、施工者で進まないということ

について、現在、どのようなことを対応としてや

っているかということで、自治体をフィールドと

したモデル事業を今年度から国交省全体で進め

ているところでございます。 

 何をするかといいますと、自治体が支援協議会

を設けて、その中には国総研もアドバイザーとい

う形で入って、要するにＩＣＴにおけるいろいろ

なマネジメントとか効果をアドバイスしていくということでございます。 

 なぜ自治体等で進まないかといいますと、やはり自治体工事、小規模なものが多いので、ＩＣＴ

施工して本当にメリットがあるのという疑問点、あるいはＩＣＴを使うからには、お金、コストが

かかるのではないかという不安感、ＩＣＴ、新しいことに取り組みますので、またいろいろな要領

とか勉強してやらないとならないから、非常に手間暇、準備がかかるということが非常にハードル

になって、進んでいかないというのがある。それに対して、今ほど説明したこういう支援協議会の

中にいろいろな経験をしている国総研も参加して、アドバイスをしているということでございま

す。 

 モデル事業でやられたことを好事例として、あるいは改善点があれば当然、その結果を分析して、

改善点を基準類とかにフィードバックしていくということも国総研としてしっかりしていきたい

と考えているところでございます。 
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 現在、自治体の活用した工事、徐々にでございますが、昨年に比べて今年もふえてきているとい

う状況にございます。 

 

 さらに、普及に向けての課題で、やはり基準類

を継続的に改良していく必要があるということ

です。始まったのがまだここ２年ということでご

ざいますので、当然、つくった基準、万能なもの

はございません。それを実際に施工現場で試行

し、施工してみて、改善点があったらすぐに見つ

け出し、きめ細かに改正に結びつけていくという

ことでございます。 

 実際、土工のほうでは昨年度始まった時点で 15

の基準類が策定、公表されていたのですが、昨年度１年間やってみて、改善するということで、15

のうちの７基準を１年後に改正しているという対応も行っております。 

 その基準改定の例といたしまして、１つの代表例でございますが、ＵＡＶ測量写真、重なること

によって測量写真を撮って、３次元情報を取得するわけでございますが、その重なり率を 90 から

80％に緩和すると。これで約２分の１写真の量が減ります。そのような効率化をしていくというこ

とに取り組んでいるということでございます。 

 以上でございます。 

 

【企画部長 上坂】 

 自治体の設置する支援協議会、もちろん地方整備局が支援すると思うのですけれども、そこに国

総研も参画して、そういう活動を通じて基準類も改良を進めているという話だったと思います。 

 それでは、藤井さん、お願いします。 

 

【港湾研究部長 藤井】 

 先ほどは関空の例をご説明しましたけれど

も、今、和泉さんもおっしゃったように、個

別の工事に目を向けますと、例えば工事に参

画する事業所及び建設会社が大きくないとい

うところもありますし、発注者も多種多様に

なるということもありますので、そういう中

で港湾の分野でも先ほど申し上げた港湾工事

の特徴を踏まえて、港湾ではどのようにＩＣ

Ｔを導入していったらいいかという検討を今進めているところです。その中で国総研のメンバーと

して参画しているとともに、技術基準類、それから積算基準類などの整備、それから人材育成、デ
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ータをどうやって保管していくのか、保存していくのかといったことをテーマに検討を進めている

ところでございます。 

 

 港湾分野でのフロントランナーとしては、

先ほど和泉さんからもご紹介していただきま

したけれども、浚渫工事でございます。 

３次元で測量し、必要な施工量を決めた上

で施工し、施工途中、施工後と３次元測量の

データをみながら、例えば掘り残しのないよ

うに、それから浚渫した後は海図を補正しま

して、皆さんに使ってもらわなければいけな

いので、そういうデータを例えば海上保安庁

に渡すなどの連携をとっているところであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先ほど関空で申し上げたとおり、面的に測

量できるような機械を使って測量し、従来は

線で測深していたものを面で把握するという

のが現在の流れです。 
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 今後については、特に港湾の関係がある水

中部、岸壁ですとか、防波堤などの各工種で

それぞれの測量、調査、設計、施工の分野で

どのようなＩＣＴを活用した効率化があり得

るかというものをまずリストアップしまし

て、それぞれ技術開発を進めていくという流

れになっています。技術開発の流れにつきま

しては、また最後にご説明したいと思います。 

 

 

 ちょっと話は変わりまして、物流分野での

ＩＴの活用ということで、船が入出港すると

きにはいろいろな手続が必要です。例えば税

関ですとか港湾管理者、港長にいろいろな手

続の書類を出さなければいけなくて、煩雑で

した。それをワンステップにしようではない

かということで、関係機関とも連携しながら、

シングルウインドウ化を果たしまして、１度

の入力、送信で複数の行政機関がその情報を

把握し、手続をするという流れでございます。 

 このシングルウインドウ化の仕組みを構築するに当たっても、国総研が参画して進めているとこ

ろであります。 
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 さらに、コンテナ物流の可視化ということ

で、今、どこにコンテナがあるのかというの

が、国内であればある程度わかるのですけれ

ども、例えば海外と結んで、中国と韓国と３

カ国結んで、今どこの工場にコンテナがあっ

て、どこの港、どこの船ということを可視化

する仕組みをＣｏｌｉｎｓ及びＮＥＡＬ－Ｎ

ＥＴというのですが、このようなネットワー

クシステムの構築を主体的に本省とともに進

めているところであります。 

 

 それから、i-Constructionは非常にハイレ

ベルの感じがするのですけれども、やはりも

ともとの問題を考えると、書類簡素化は非常

に重要だと思っておりまして、これは地方整

備局の例なのですが、必要な書類、１件でＡ

整備局では73冊も書類が要ると。一方、Ｂ整

備局では１冊で済むという状況がまだござい

ます。 

 

 

 このような状況を解決するために、国総研

では統一的に工事帳票管理システムを構築し

まして、必要な書類を電子化することで、こ

のような書類を減らすとともに、書類の数も

減らしていこうということを研究としても行

っておりますし、システムとして開発し、提

供もしています。 
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 現在も工事帳票管理システムの改善や運用

方法の改善のための提案などにも取り組んで

いるということであります。 

 港湾分野で３つの取り組みについてご説明

させていただきました。 

 

【企画部長 上坂】 

 ありがとうございました。港湾の分野でい

ろいろな分野に広げて、やれることをいろい

ろやられているという感じかなと思いました。 

 それでは、喜安さん、先ほどから出ているＥＴＣ2.0の普及の取り組みについてお願いします。 

 

【道路交通研究部長 喜安】 

 先ほどＥＴＣ2.0のデータ、ビッグデータとい

うことで申し上げましたけれども、数自体は順調

にふえてきておりまして、今、200万台を超える

ぐらいになっております。 

 ただ、自動車保有台数が8,000万台ありますの

で、パーセントでいくと 2.6％ということで、ま

だこれからふえる余地がありますし、またふえて

いく必要もあるのかなと思っております。 

 あと、もう１つ、路側機ですけれども、今、高速道路と直轄国道上に置いております。車載器自

体は、ある程度自分がとってきたデータを蓄積できますので、データ自体は直轄国道とか高速道路

に限らないで、県道とか市町村道のデータもとれるようになっているわけですが、やはりどちらか

というと今、幹線道路中心のデータになっているというところがございます。 

 あともう１つ、今、2.6％ということで申し上げましたけれども、地方別でみると偏りがございま
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す。東京とか大阪、愛知といった大都市圏ではかなり普及が進んできていますけれども、相対的に

地方部ではまだＥＴＣ2.0 の普及が進んできていないという状況がございまして、したがって地域

によってデータの使いやすさに差も出てきているのかなという状況もございます。 

 もう１つ、基本的な話になりますけれども、データそのものが車のドライバーから直接プローブ

データをいただく形になっておりますが、やはり個人情報の配慮もあって、オープンデータにはな

っていないという状況もございます。 

 

 それに対して今の取り組みということで、２つ

ほどご紹介させていただきたいと思います。１つ

は道路がとれるデータが直轄とか、高速道路のほ

うに少し偏ってきているという状況があります。

ＥＴＣの車載器のメモリーの蓄積の容量の問題

もあるわけですけれども、当面、路側機自体をも

う少しコンパクトにして、持ち運べるような路側

機にできないかと。そうすると、自分のとりたい

ところに行ってデータがとれるということがで

きますので、そういった路側機の仕様書をつくっておりまして、各整備局でこういった路側機を仕

様書に基づいて調達していただくことを考えております。 

 これができますと、例えばどこかの観光地でこういった路側機を置くことによって、うちの観光

地はどこの場所からどれぐらい来ているのだろうといったデータがとれるようになりますので、そ

ういった分析もできますし、この次にご説明しますけれども、生活道路で交通事故の分析をしたり

というときにも、そのエリアのところにもっていくと、もう少し細かいデータをとれるようになる

のかなと考えています。 

 

 それから、市町村の連携ということで、今の生

活道路の話になります。交通事故分析ができると

いう話をしましたけれども、生活道路ですと管理

者が市町村中心になります。直轄の整備局では、

今、ＥＴＣデータの利活用が大分進んできており

ますけれども、やはり市町村レベルでまだなかな

かそこまでいっていないということもございま

す。 

 特に生活道路の交通安全対策につきましては、

今、枠組みとして市町村だけではなくて、都道府県、それから直轄の整備局等も連携する形で、Ｅ

ＴＣ2.0のデータを使って、実際の交通事故の分析をしていこうという取り組みを進めております。 

 もともと国総研がこちらのシステム、事故分析の手法等にもかかわっている経緯がございます。
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国総研としてもいろいろな技術支援をしながら、こういった取り組みを今進めているという状況で

ございます。 

 

【企画部長 上坂】 

 ありがとうございました。データの足りないところを補足する取り組みですとか、市町村を支援

する取り組みをされているということですね。 

 それでは、ディスカッションに入りたいと思います。和泉さんも私もこの７月まで県に出向して

いたということです。今、i-Constructionというのは非常に話題になっております。実は、我々も

新採職員のリクルート活動にアイコンというのは非常に強力な武器です。そういう意味では、積極

的にやっていこうということで、県庁の中でも旗を振っていたわけなのですけれども、ただ、小さ

い工事が多いときは難しいと。 

 私の場合は、災害時にドローンで写真を撮ったり、写真で撮って災害査定に使おうとか、使える

ところからやっていこうという話をしていたのですけれども、和泉さん、この辺はどうですか。ど

ういう進め方をやっていけばいいのでしょうか。県庁で広めるというためには。 

 

【社会資本マネジメント研究センター長 和泉】 

 先ほど自治体をフィールドとしたモデル事業を説明いたしましたけれども、ドローンを飛ばすと

いう話もありましたが、やれるところからまずやっていくということが非常に重要なのかなと感じ

ております。 

 私も県にいたときには、実際にＩＣＴ土工の工事、それほど規模は大きくない工事でしたけれど

も、３件ほど取り組んでみましたところ、受注者希望型、受注者がそれを受けてＩＣＴをやるかど

うかを判断するわけでございますが、３件とも受注者が、では、やろうということで、ＩＣＴを活

用した工事が始まったところなのです。 

 現在、直轄のほうはかなり率先的にやっていただいて、さらに普及啓発という意味では、研修会

等を通じて地域のほうにも今後、生産性向上のためにはＩＣＴ向上、職場環境の向上のためにもＩ

ＣＴ活用が必要だということが、かなり意識は地方の自治体、あるいは受注する中小企業にも浸透

してきているのかなと。ですから、何かきっかけがあればやろうという形になってくるのかなとい

う感じがしております。 

 我々国総研は、その実施した結果を分析して、さらにやりやすいように基準類を改正していくと

いうきめ細かな対応をしっかりやっていく必要があるのかなと感じているところです。 

 以上です。 

 

【企画部長 上坂】 

 ありがとうございます。藤井さん、どうですか。 
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【港湾研究部長 藤井】 

 まず、先ほど書類の簡素化の話もしましたけれども、３Ｄだとか格好いいものもいいのですが、

やはり中小の事業者、それから中小の発注者も考えて、いろいろな面での取り組みが必要かなと思

います。 

 もちろん国総研の仕事としては、ここに書いてございます基準類の策定ですとか事例の策定は重

要でしょうし、今の i-Construction というと、非常に効率化の面で捉えられがちなのですけれど

も、先ほど港湾工事の難しさの中で、水中工事であるということで、水中工事を潜水士の方がやっ

ているということなので、重要なポイントとしては、ＩＣＴ技術を使って安全を向上させる、もし

くは生産性を高める技術を使って、安全性を向上するということが必要かなと思っています。 

 １つの事例で、今回ご説明しませんけれども、例えばプレキャストコンクリートを使って、でき

るだけ陸上施工をし、水中施工の分を減らすというのも１つの方向でしょうし、やはりいろいろな

面で考えていくということが普及のためには必要かなと考えます。 

 

【企画部長 上坂】 

 ありがとうございます。裾野を広げるために

は、先ほど書類の簡素化等もありましたけれど

も、誰もが共通にできるようなことを広めていく

ということもあるでしょうし、やはり生産性とい

っていますが、安全性という観点からも効果のあ

ることをやっていくということだったかと思い

ます。 

 それでは、３巡目に移っていきたいと思いま

す。最後の３巡目ですけれども、今、２巡目は現在ある技術の普及ということでしたが、３巡目は

技術を加速させていくための研究展開ということで議論を進めていきたいと思います。 

 これも和泉さんからお願いします。 

 

【社会資本マネジメント研究センター長 和泉】 

 それでは、私から先ほどＩＣＴ活用施工のお話

をしましたが、やはり施工現場は３次元ですの

で、当然ＩＣＴ施工するとなったら３次元データ

が必要になるわけですけれども、現在、データの

流れをみてみますと、実際のところ、測量から始

まって、設計の段階では２次元データを用いてい

ると。それをＩＣＴ施工の段階で３次元データに

変換して、また検査のときには２次元に戻してい
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るという実態も多くあります。 

 これを３次元データで一気通貫にもっていくというところが非常に効率化・生産性向上につなが

るのかなと考えているところでございます。 

 

 そこで出てくるのは、先ほどもちらっといいま

したけれども、ＣＩＭという概念でございます。

既に試行事業はスタートしておりますけれども、

ここに書いてあるように、コンストラクション・

インフォメーション・モデリングとマネジメン

ト、単にモデリングだけではなくて、仕事全体の

マネジメントも含めた概念でして、ここにあると

おり、計画、調査、設計段階から３次元モデルを

導入して、その後の施工維持管理の各段階におい

ても、このモデルを連携、発展させて、一連の建設・生産システムを効率化、高度化するというも

のでございます。 

 

 このＣＩＭ、どのような効果があるのかを簡単

に模式的に示したものでございますが、情報の流

通を調査、設計、施工、維持管理の間でも回して

いくわけでございますが、それの共通の情報基盤

となるのがＣＩＭモデルというものでございま

す。ＣＩＭモデルというのは、３次元モデルです

けれども、単に３次元の形状モデルだけではなく

て、おのおの属性情報、いわゆるいろいろな部材

の強度ですとか、要するにデータをもったデータ

ベースと形状モデルを合体させたものと考えていただければと思っております。そういうものがお

のおのこのような形で進化しながら、いいものができていくだろうということでございます。 

 例えば効果ですけれども、３次元モデルですので、要するに見える化に非常に役に立つと。まだ

こういうものができていなくても、仮想の現場ができることによって、例えば合意形成の迅速化が

できるのではないか、あるいは設計段階で非常に複雑な鉄筋の設計等をやったときに、鉄筋等の干

渉チェックを施工前に行うことによって、施工での手戻りを削減できるのではないかとか、あと実

際に施工するときには、先ほどいったマシンコントロール、３次元情報が当然必要になりますので、

そういうものですとか、さらには維持管理に行ったときにも進化したデータを引き継いで、さまざ

まな維持管理上の資料の検索性の向上に結びついていくのではないかと考えているものでござい

ます。 
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 導入、普及に向けての課題としてどういうこと

があるのかということですけれども、現在、当然

工事をするときには契約するわけでございます

が、契約図書というのは２次元図面がベースにな

っています。さらに、積算の数量算出も２次元と

いうことで、せっかく３次元モデルをつくって

も、２次元でやっているようではなかなか進まな

いだろうという問題がございます。 

 さらに、フロントローディングの実現に向けて

検討と書いてございますが、これはＣＩＭのためにフロントローディングというわけでございませ

んで、全体の仕事をする上でやはりフロントローディングという考え方が非常にこれから重要だろ

うと。それを進めるために、ＣＩＭというのが非常に役に立つツールになるだろうということでご

ざいます。 

 施工、維持管理で考えられる問題点を上流の設計段階に生かすことによって、最初に負荷をかけ

て全体最適化をはかると。あるいは、フロントローディングとコンカレントエンジニアリングとい

われておりますけれども、ともに共同作業をすることによって全体最適を図る、生産性の向上に結

びつくという概念。そのために、具体のどんなことをしていったらいいかという検討がこれから必

要ではないかということ。 

 あと先ほどモデルを調査、設計段階から回すということをいいましたけれども、既に膨大な数の

既設構造物がありますので、維持管理で本当に役立つものにするには、やはり既設の構造物の３次

元化というものをきっちりとしていく手法を考えなければならないだろうという話です。 

 

 まず、課題の１つ、先ほど契約図書が２次元化

しているということで、３次元で契約できるよう

な３次元注記モデル作成基準というものをきち

んと整備して、要するに電子データになりますけ

れども、これで契約ができるという形にしていく

ことがまず必要だろうということで、このような

作成基準も現在検討しているところであります。 
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 それと、先ほどフロントローディングの話をい

たしましたけれども、こういうフロントローディ

ングをするには、ＣＩＭのモデルが非常に有効で

すが、それだけではなくて、今、入札契約形態が

調査、設計、施工を分離して行うということが一

般的ですので、なかなか回す、あるいは一体的に

仕事をするというのが難しいと。 

 

 

 そこで、入札契約面でもフロントローディング

を実践するために、技術提案・交渉方式というも

のを取り入れていったらどうかということで、ガ

イドラインの策定が２年ほど前にされておりま

すけれども、こういう設計者、施工者、発注者が

いますが、設計者と施工者が設計の段階から技術

協力を行いながら、最終的に行っていくというフ

ロントローディング、コンカレントエンジニアリ

ングの考え方を実現するための発注方式の検討、

実践、さらに改善を進めていくということでございます。 

 

 実際にＣＩＭとの組み合わせでフロントロー

ディングの相乗効果が期待できるわけですけれ

ども、現在、技術提案・交渉方式は直轄でまだ４

事例ぐらいしかございません。これ、１つの事例

ですけれども、国道の高架橋の工事で、現在公告

されているものですが、その中でＣＩＭを活用し

た施工に関する提案ということを技術提案の１

つにして、現在進めていると。結果をさらにまた

ガイドラインの改正等に反映させて、よりよい契

約方式に進めていきたいということがございます。 
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 それともう１つが、既存の構造物の３次元化。

簡略にコストをかけずに、何とか３次元モデルが

できないかということで、現在、技術開発を進め

ている1つの事例ですけれども、ＵＡＶ等に積ん

だカメラから写真を撮って、それをラップさせる

ことによって簡略になりますが、こういう３次元

モデルができないかという検討を進めていると

いうことでございます。 

 

 

 最終的に、国総研がその中でどんな役割をし

ているかということでありますけれども、こう

いう基準類の策定は、ＣＩＭが始まったばかり

ですので、まだまだつくっていかなければいけ

ない基準等がありますが、その辺の策定をしっ

かりとしていくと。維持管理に合った使い方、

あるいは現場の指導、助言をしっかりしていけ

ればと思っているところでございます。 

 以上です。 

 

【企画部長 上坂】 

 ありがとうございました。ＣＩＭの現状について詳細に説明をしていただきました。 

 それでは、ちょっと順番を変えて、喜安さん、お願いします。 

 

【道路交通研究部長 喜安】 

 では、ＥＴＣ2.0のデータのさらなる活用につ

いてです。先ほど普及状況のお話をしましたけれ

ども、やはり車載器がふえないとデータもふえな

いわけですが、ＥＴＣ2.0を買った方には直接的

なメリットが出て、かつそれが全体の最適にもつ

ながるようなテーマということで、今取り組んで

いるシステムの研究の例を幾つか紹介したいと

思います。 

 ２つほどご紹介したいと思いますが、１つが大型車両の通行適正化ということですけれども、こ

れはいわゆる特殊車両管理です。今、道路構造の保全という観点から、特に重い車とか、幅を少し

超えるような車については、経路を指定して、許可を出さないとそこを通れませんということにな
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っておりますが、その経路申請の簡素化をやってございます。 

 もう１つ、車両運行管理支援サービスですけれども、例えば物流事業者等が自分の会社のトラ

ックが今どの辺を走って、何時何分ぐらいに物流拠点に着きそうかといったことがわからないか

というサービスの研究を行っております。 

 これは、いずれも先ほどプローブ情報で速度とかの話をしましたけれども、位置情報をしっかり

把握することが必要です。特にこちらの車両運行管理支援サービスになりますと、位置情報に加え

まして、それをリアルタイムでわからないとサービスにならない。今までのデータ分析の話は、事

後にデータを集めて分析すればそれで足りたわけですけれども、こちらのシステムになりますと、

逐次リアルタイムでわからないといけないということです。もう１つ、両方共通ですが、プローブ

データが誰の車かというのを特定しないとわからないということで、特定プローブという言い方を

しています。個人の特定情報を車載器のＩＤとひもづけした形でデータをやりとりして、位置状況

を知らせてもらうといったことが必要になります。 

 

 最初にお話しした特車ゴールドという具体的

な制度名がついておりますけれども、先ほど申し

ましたように、特殊車両の申請に際しまして、Ｅ

ＴＣ2.0を装着した車につきましては、その許可

手続を簡素化するということ。あと経路がわかり

ますので、条件としてはＥＴＣ2.0でどこの場所

を通ったかというのをちゃんと道路管理者で把

握しますよと。今までは申請しても、実際どこを

通っているかというのがよくわからなかったわ

けですけれども、ＥＴＣ2.0 車ですと、どこを通ったかが道路管理者でわかりますので、そこでし

っかり道路管理者としても監視します。 

 そのかわり、指定した経路であれば、ある程度自由度をもって、この辺で事故があったら迂回を

してもいいですし、手続そのものも電子化して自動化することによって、お互いウイン・ウインの

関係で、車の利用者と道路管理者がお互いにサービスを向上させることができるというシステムか

と考えております。 
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 もう１つは、車両運行管理支援サービスですけ

れども、実際に民間の方、事業者と協力して、今、

社会実験をやっている最中です。先ほどお話しし

ましたように、物流業者、自分の会社の車がどこ

を通っているかということを、あらかじめ道路管

理者と特定の事業者と契約を結びまして、そのデ

ータを送って、それを活用していただくというサ

ービスでございます。 

 もう１つ、先ほど急ブレーキとかがわかるとい

う話をしましたが、会社からみれば、自分の会社の運転手さんがどういう運転をしているかといっ

たこともわかりますので、危ないところに対しては、注意をするといったこともできるという内容

でございます。 

 最後にもう１つ、最近よく話題になっています

自動運転ということですけれども、これも今、官

民共同研究でやろうとしている内容でございま

す。今の自動運転技術、メーカー側で技術が進ん

できております。基本的には車自律型といってい

ますけれども、車が積んでいるセンサーで周りの

障害物とか人を検知して、危ないときには自分で

ブレーキを踏むという内容が 1つの例です。 

 ただ、車だけでは道路の少し先のほうの情報が

なかなかみえづらい部分もあるということで、そのみえない部分の情報から車側に知らせることが

できないかという内容を考えてございます。そういう分野についても今、官民共同研究をやろうと

しております。 

 これは１つの例ですけれども、例えば自動車がこちらの本線の高速道路、インターチェンジに合

流しようとしたときに、少し手前の段階で今、こちらの渋滞状況とかがどうなっているかといった

情報を車に知らせることによって、円滑な自動運転にもつながるのかなということで考えてござい

ます。 

 

【企画部長 上坂】 

 ありがとうございました。ＥＴＣ2.0 を使って、特車の規制緩和ですとか、民間事業者にデータ

を提供して運行管理に使う、あるいは自動運転での官民連携というお話でした。 

 それでは、藤井さん、お願いいたします。 
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【港湾研究部長 藤井】 

 それでは、港湾分野については、３つのテ

ーマで今後の研究展開についてご説明を申し

上げたいと思います。 

 １つは、ハード系のもの、港湾ＣＩＭの高

度化に資するもので、先ほどいろいろな港湾

に関する工事の工種に関して、いろいろなボ

トルネックがあるので、そういうものについ

てハード面でどういう研究を進めるかという

ことです。 

 港湾分野の技術開発について港湾空港技術研究所で行われている事例について簡単にご紹介し

ます。 

 １つは、水中なので、濁った水中で視界が

ないところで、リアルタイムにどうなってい

るのかをわかるような仕組みということで、

水中音響３Ｄビデオカメラというものの開発

がされています。これは、光のかわりに音波

を使って、水中にどういうものがあるかとい

うことをリアルタイムで把握する仕組みとい

うことでありまして、これを使って船舶に積

んだり、建機に積んだりして、作業員を支援

するという仕組みであります。 

 

 ２つ目に、水中作業は非常に大変だという

ことで、無人の水中油圧ショベル等の開発も

行われています。現在は、オペレーターが操

作してやるものもございますし、将来的には

陸上から先ほどの水中音響ビデオカメラも併

用しながら、工事を遠隔操作で進めていくと

いうことも行われています。 
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 それから、維持管理の面では、桟橋の例で

すけれども、桟橋の上部工と水面の間、この

ように非常に狭い場所がございまして、今ま

では潜水士がチェックしたり、船を使ってチ

ェックするなど困難がありました。あるし、

それから利用中の岸壁ですので、利用されて

いない時間帯を選ぶ必要があると。そういう

ことで、ボトルネックを解消するために、Ｒ

ＯＶを使いまして自動、半自動で画像データ

を取得できるような仕組みを開発しています。 

 

 さらに、陸上によく使われているＵＡＶを

使って、例えば消波ブロック、上部工などの

健全度、消波ブロックであれば崩れていない

かどうか、上部工であればひび割れだとか段

差があるかどうかということについて、面的

にスピーディーに点検を行うような技術開発

が行われています。 

 

 

 

 ２つ目に、今度はＡＩＳ情報の利用、活用

ということで、今度は違う話でございます。

300 トンを超える船というのは、国際条約に

よってＡＩＳ設備を備える必要がございま

す。ＡＩＳというのは、船の位置ですとか自

分の名前、向かっている方向、それからどん

な貨物を積んでいるかとか、喫水などの情報

を自動的、定期的に発信しまして、それを陸

上なりで受信して、管理するという仕組みで

あります。 
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 陸上の許可が届かないような場所では、衛

星にＡＩＳのアンテナを搭載して、その情報

を取得することも可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 それで、このような情報を使いますと、先

ほどのＥＴＣ2.0のプローブ情報とよく似て

いるのですけれども、これは和歌山の下津港

で大型のバルク船がどのように岸壁に着いて

いるか、どのように岸壁から離散しているか

というものを、数的データをもって分析する

ことが可能となりまして、必要な航路の幅で

すとか泊地などの計画に利用することができ

ます。 

 

 これはクルーズ船の例ですが、クルーズ船

がどんどん大型化していくものですから、安

全なクルーズ船の運航のために、このような

データも使って、綿密に分析するような研究

を私どもは行っております。 
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 さらに、先ほど衛星の話を申し上げました

けれども、衛星でＡＩＳ情報を取得すること

により取得した、2017年の２週間の北部太平

洋のコンテナ船の航行状況であります。この

ようにどこの場所にどの船がいるかというこ

とを把握することによって、物流上の課題で

すとか港湾の整備、計画に活用することが可

能かと思っておりまして、このようなビッグ

データの分析というのも今後の重要な研究テ

ーマだと思っております。 

 

 これは、今、話題になっております北極海

航路でございます。温暖化の影響にもよるの

か、北極海で夏季には氷が解けて船が通るこ

とができるのですが、今まで航路として十分

使われていなかったものですから、まだ情報

が不足している面があります。それを衛星情

報のＡＩＳ、それからＪＡＸＡから提供いた

だいた海の状況を分析することによって、ど

の時期だったらどういう航路を使えるかとい

う検討も行っているところでございます。 

 

 ３つ目に、物流の効率化でございます。１

つは、コンテナターミナルでの手続、、ゲー

ト処理の効率化、それからゲート内荷役作業

の効率化に情報システムを使うことで効率化

を実現するような取り組みを行っています。

現在、関東地方整備局において、実証実験を

行っています。 
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 さらに、いろいろな情報を集めて、効率的

に今あるものを賢く使うということで、効率

的なコンテナターミナル利用を図る AI ター

ミナルのための検討も進めているところでご

ざいます。 

 

 

 

 

 

【企画部長 上坂】 

 ありがとうございました。ＡＩＳというのは、海版のＥＴＣ2.0ということだったのですね。 

 それでは、３巡目のディスカッションに入りたいと思います。私、先ほど１順目のＣＡＬＳのと

ころで、業務プロセス間の情報連携がなぜうまくいかなかったのかという話をしていただいたので

すけれども、先ほどＣＩＭの目標は、まさにこの問題を解決することだと考えております。コンス

トラクション・インフォメーション・モデリングプラスマネジメントということで、モデルをきっ

ちりつくって、業務プロセスの改善、マネジメント改革につなげていくということかと思います。 

 モデリングとマネジメントという両方の大きな２つの柱があると思うのですが、ＣＩＭのモデリ

ングというのは、今、どれぐらい進んでいるのでしょうか。その辺の状況を教えてもらいたいと思

います。 

 

【社会資本マネジメント研究センター長 和泉】 

 ＣＩＭが始まったのが先ほどの年表で最初にいいましたけれども、2012年からです。モデル工事、

活用工事ということで結構進められてきておりますが、ここにＣＩＭとはということで、さっきい

った連携、発展させて、一連の計算・生産システムを効率化、高度化、ここまでいっているという

のはまだこれからというところかなと考えております。 

 先ほどもＣＡＬＳのところでの反省点、情報の受け渡しがおのおののプロセスの中で終わってし

まって、そこからの広がりがなかったと。その辺の反省も踏まえながら、これからさらにいろいろ

な面での基準、要領等を整備していかなければならない段階にまだありますので、その辺、データ

のプロセス間の受け渡し、どんなデータが本当に次のプロセスで必要なのか、そのためにはより細

かいデータもありますし、省かなければならないデータもある。その辺をみきわめながら、ルール

づくり、要領づくりをしっかりこれから進めていければなと考えております。 
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【企画部長 上坂】 

 ちょっと質問したいのですけれども、ＣＩＭのことを語るときに、私も誤解していたのですが、

３次元モデルといったときに、調査、設計、施工、維持管理というまで、同じ３次元モデルを使っ

ていくと。多分、そういうことではなくて、最初は荒っぽい３次元モデルが徐々に精緻化して精度

が上がっていくとか、中に入っている情報の内容もどんどん変わっていくということですよね。 

 だから、ＣＡＬＳの場合は同じ図面を最初から最後まで流さなければいけないという議論をして

いたのですけれども、全然そういう話ではなくて、ＣＩＭの話でも多分、３次元モデルの形とか情

報の内容というのがプロセスとともに柔軟に変わっていくが、引き継ぐところは引き継ぐとか、あ

るいはさっき、フロントローディングという言葉がありましたが、できるだけ後で使う情報をイメ

ージしながら、設計するということと考えていいのですか。 

 

【社会資本マネジメント研究センター長 和泉】 

 まさにそういうことだと考えております。 

 

【企画部長 上坂】 

 藤井さん、何かございますか。 

 

【港湾研究部長 藤井】 

 ３Ｄというと非常に格好いいのですが、今おっしゃったように、事業の段階ごとに必要な情報の

細かさとか、どんな属性の情報がいるかというのが多分、違ってくるのだろうと思います。 

 そういうことで、そのためのモデルはどうあるべきかは考えていかなければいけないと思います

し、やはり調査、設計、施工するときも大事だと思うのですけれども、これからの時代はインフラ

を丁寧にメンテナンスしていくと。どうやってメンテナンスを効率的にやっていくかということが

大事だと思います。 

 そうすると、どのようにデータを維持管理情報と一緒に保管、保存、共有していくかというプラ

ットフォームのほうもよく考えていく必要があるかなと思います。港湾分野でＣＩＭについてはま

だそれほど進んでいるわけではないのですが、今後に向けてどういうプラットフォームが必要かと

いうことを念頭に研究を進めていきたいと思っています。 

 

【企画部長 上坂】 

 ありがとうございました。もう少し議論したいところなのですが、そろそろ終わりの時間が近づ

いてまいりました。 

 本日は、インフラ生産性革命をテーマに、これまでの道のり、普及への取り組み、今後の研究展

開ということで議論をさせていただきました。 

 この後の藤沢先生による特別講演も、今なぜ生産性革命なのかというテーマで、同様なテーマで

ございます。しかし、藤沢先生からはもっと幅広い視点から深い話が聞けるのではないかと思って
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おります。 

 それでは、前座の役目はここで終わらせていただきます。大変ありがとうございました。 

 

                                     ――了――   
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3.7 下水道管路管理におけるマネジメントサイクルの構築に向けて 

（下水道研究部長 井上 茂治） 

 

 

 それでは、私からは下水道管路管理におけ

るマネジメントサイクルの構築というタイト

ルでお話をさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 本日お話しする内容については、ここにあ

りますように、下水道の管路管理についてで

す。特に下水道管路は老朽化が進行し、様々

な現象が起きていますので、その現象をお伝

えするとともに、それに対する国総研の取り

組みをご紹介させていただきます。 

 

 

 

 

 まず、管路管理の状況です。ここに示しま

したように、下水道管は、高度経済成長期に

急激に整備され、平成 10 年ぐらいをピーク

に、現在では、年間 5,000キロメートルぐら

い整備されています。これにより、トータル

の整備量は、右上にございますように約47万

キロメートルとなっています。これは、地球

を12周回るぐらいの長さに相当します。下水

道の管理者は約1,600団体ありますので、1団

体が管理している下水道管の平均長さは約300キロメートルになります。つまり、東京から仙台ま

での直線距離に相当する下水道管路を１団体当たりで管理しているというのが、下水道の管路管理

の状況です。 
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 下水道管路は土木構造物ですので、この中で特に 50 年経過管というのが耐用年数を迎えている

ストックに相当します。現在、まだ１万キロメートルという短い距離ではありますが、この急激な

山をみていただければお分かりになられるように、今後ますます耐用年数を迎えるストックが増加

するという状況にあります。 

 

 その中で色分けをしましたが、下のブルー

の部分が管渠の中でも、材質がコンクリート

でできている部分です。以前は、ほとんどこ

のコンクリート管と、少し見えにくいのです

が、陶器でつくられた陶管が使われていまし

た。高度経済成長期の後、緑の部分が多くな

っていますが、これは塩ビ管といわれるもの

で、軽量で、施工性の高い管渠が近年多く使

われてきています。特に今後の老朽化を考え

るに当たっては、今までのコンクリート管に対する老朽化対応だけではなく、このような塩ビ管へ

の対応も重要になってきているというのが、今の下水道の管路を取り巻く状況です。 

 

 老朽化の進行状況を予測したのがこの図で

す。下水道以外の処理施設も合わせた人口普

及率は９割に達しています。ですから、今後

新規設置として残っている下水道管路の延長

はわずかで、管路のストックとしては、最終

的にここに示しますように、60万弱キロメー

トルぐらいの距離になるだろうと予測してい

ます。 

 耐用年数を迎える50年経過管は、先ほどい

いましたように現在ごくわずかですが、何かしらの不具合が出てくる 30 年経過管の割合は、後 10

年しますと全ストックの半分を超えてくるというのが今後の見通しです。 
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 そのような中、平成27年に下水道法が改正

されました。これ以前は、管路の点検につい

ては、10年に１回ぐらいという目安はありま

したが、管理者の義務ではありませんでした。

それがこの27年の法律改正で、特に腐食の恐

れの大きい箇所については、最低でも５年に

１回は点検してくださいということが義務づ

けられました。このように、老朽化の急激な

進行が懸念される中で、管路管理について、

きちっとした点検、管理が行われていく方向にあるというのが今の情勢です。 

 

 ただ、一方で、管路調査の実施状況を示し

たのがこのスライドです。現在、全国で 1.8％

の管渠の点検調査しか行われていないという

のが現実です。先ほど危ないところだけでも

５年に１回という話をしましたが、このペー

スでいきますと、全延長に対しては50年に１

回行うのが精一杯というのが今の状況です。

特に管路管理を実施している 1.8％のほとん

どは政令指定都市で、古くから下水道を実施

してきた都市です。他の大部分の都市では、これからというのが現在の状況です。 

 

 そういう中で、老朽化によってどのような

現象が起きているのかを示したのがこの写真

で、管渠にひびが入って破裂して、汚水があ

ふれてきた様子です。汚水を水中ポンプでか

き出す前の状況は、この右側の写真の状況で

す。川ではありません。これは道路で汚水が

あふれて、このような状況になっているもの

です。これが市街地で起きた場合には、公衆

衛生上の問題が懸念されます。 
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 また、このような事例もあります。大型車

が通ったときに、このように道路に穴が空い

て、車がはまってしまうという現象です。こ

れも下水道管路の破損等の不具合により、土

砂を引っ込んで、路面下に空洞が生じていた

ことで引き起こされた事象です。 

 

 

 

 

 これも一例ですが、ほとんど見えないと思

いますが、路面にちょっとした窪みが生じて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 この部分の舗装をとったら、下にこれだけ

の空洞があいていたという事例です。深さ70

センチメートルほどの空洞がありました。 
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 これが大きくなると、このような陥没が生

じ、場合によっては、車だけではなく人も落

ちてしまうという非常に危険な状況になりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 この図は、下水道に起因する道路陥没の発

生件数の推移です。年間 3,000件ぐらい起き

ているというのが今の状況です。１都市当た

りでは、年間２件ぐらいの陥没事故が起きて

いることに相当します。冒頭いいましたが、

50 年という耐用年数を迎えた老朽管が１％

ぐらいしかないにも関わらずこの数字ですか

ら、老朽化がこのままの状況で推移した場合

には、今後さらに危険な状況になるというこ

とです。 

 なお、たまに件数が多くなっている年度がありますが、これは地震があったときの陥没件数です。

まだ詳細は解明されていませんが、地震による地盤の緩みで下水道管に何かしらの不具合が生じ、

土砂を引っ込んで陥没が生じてしまうのではと推測しています。この図では 27 年度までしか記載

がありませんが、28年度も熊本等で地震がありました。その関係もあって、今のところの集計です

と大体4,500件発生しているということです。最近の平均的な3,000件を上回っており、地震があ

ると陥没件数が増えるという傾向がここでも見られます。 

 

 そういう状況の中で、他のインフラの管理

者からはまだそんな状況かといわれるかもし

れませんが、下水道の管路管理についても、

事後対応ではなく、予防保全に転換していこ

うという考え方になってきています。 
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 しかし、管理を行う自治体の現状としては、

お金がない、人がいない、なおかつ管理する

施設のストックが膨大だということで、予防

保全を実行するのはなかなか難しいといわれ

ます。また、下水道の特徴の１つに止めるこ

とのできない施設だということがあげられま

す。施設を供用させながら、点検、管理をし

なければならない、また、地下にあって対応

しにくいということで進んでいない面もあり

ます。 

 

 そういう中、国総研では管路マネジメント

サイクルの構築に向けて様々な調査研究を行

っています。 

 １つは、他のインフラでもそうですが、調

査から点検、そして評価をして、その結果を

基に改築更新等につなげていくというサイク

ルを、下水道に適したマネジメントサイクル

として構築していくことを進めています。こ

れにより、多様な公共団体が適切に管理運営

できるようにしていくというのが大きな目的です。また、もう１つの大きな意味があります。それ

は、今までほとんど何もなかった訳ですが、きちんとデータを蓄積し、各種情報を集めながらこの

サイクルをつくりあげれば、民間がさらに自分たちのノウハウを入れていくことも可能になるだろ

うということです。 

 処理場などですと、機械、電気の更新は 15 年ぐらいで行われますので、50 年ぐらいたった中で

は３回ぐらい更新が行われています。そうしますと、大体データも揃っていますし、そこに民間の

ノウハウも蓄積されていますから、処理場では性能規定に基づいて、包括民間委託という形で民間

の能力等を発揮させながら、施設を維持管理することができるようになっています。 

 これに対して管渠については、先ほどいいましたように情報の集積はこれからです。なおかつ、

こういうマネジメントサイクルもできていない中で、民間に頑張ってというのは無理があります。

今後、管理者側で的確な人材の確保が難しくなる中で、民間がノウハウを発揮しながら、ビジネス

としてもやっていける世界をつくるためにも役立つと思っています。 
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 そのために何をしているのかということで

すが、大きく３つ挙げさせていただきました。

１つ目は、情報の活用です。膨大なデータを

しっかり使いながら、全ての延長を調査、点

検するのではなく、重要な場所をきちんと重

要度に基づいて、優先順位をつけながらやっ

ていきましょうという手法です。 

 ２つ目は、維持管理について、点検結果に

基づいて、次の改築、更新等をどんな形でや

ったらいいのかを、コストを含めて最適化しながらやっていくための調査、検討です。 

 ３つ目は、点検・調査技術についてです。様々な革新的な技術が出てきていますので、それをど

んどん広めていこうというものです。 

 

 １つ目については、一般的な手法ですが、

スクリーニングとして、まずは机上で優先順

位をつけながら現地調査に入る箇所を抽出す

るとともに、現場に入るときにもいきなり詳

細調査から入るのではなくて、場所によって

は現場でもっとスクリーニング的な技術を使

ってから詳細調査に入るということを、様々

な施設条件とか地盤状況に基づいて判断する

考え方を整理していこうというものです。 

 

 そのために必要な各種条件を、国総研では

調べています。一例を、経過年数と陥没件数

の関係を示した図から示します。敷設後、36

年以上たった経過管については、この図にあ

りますように、陥没件数がどんどん増加する

という状況です。片や 36年未満はほとんどあ

りません。まず、ここで１つのスクリーニン

グができるだろうということです。 
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 また、この円グラフは、下水道の陥没が起

きる場所がどんな場所なのかというのを調べ

たものです。取付管というのは、下水道の本

管に対して、各家庭や事業所からの下水を本

管に流し込む管です。下水道の末端に位置す

るので、埋設深は浅く、かつ管径は細くなり

ます。このため、地盤状況とかの影響を受け

やすい部分です。陥没原因を調べてみました

ら、４分の３ぐらいがこの取付管に係わる部

分となっています。残り25％は本管に係わる部分ということが分かりました。 

 

 なおかつ、取付管のうちどういう管種につ

いて事故が多いのかということも調べていま

す。管種では、陶管が非常に多いという結果

です。もともと古くは陶管がよく使われてい

たということもあるのですが、やはり割れや

すい等ということで、ここに係わる部分が陥

没の原因になる場合が多いということが分か

りました。 

 

 

 では、本管ではどうなのかといいますと、

本管はコンクリート管が多いので、コンクリ

ートの劣化メカニズムに起因して陥没等を起

こすということが分かっています。 
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 ここに挙げていますのは、本管及び取付管

の陥没原因です。①が最も多く、下水道工事

の施工上の問題があげられています。材質に

応じて適切な施工が必要であるということが

分かってきています。また、クラックの生じ

方など破損等の仕方も材質によって違いが見

られます。陥没原因は、ここで挙げている５

つの理由で９割方が占められているというの

が現在の状況です。 

 さらに、これらの原因の詳細を明らかにすることで、どんな場所に絞り込んで詳細調査等をかけ

ればいいのかということがより明確になり、円滑な管路管理を進めていくことが可能になると思っ

ています。 

 

 また、規格によっても陥没の状況が変わっ

てきているという例がこの図です。1965年を

境に規格がＡ形管からＢ形管に変わっていま

す。構造的には、ソケットの部分があるかな

いかという違いです。従来は、ソケットの部

分がない、いわゆる寸胴型で、これをモルタ

ルやカラーといわれるものでつなぎ合わせて

下水道として機能させていました。しかし、

このモルタルやカラーの部分は弱く、そこが

原因で土砂等を引き込んで、陥没を起こすという状況でした。 

 それに対してＢ形管というのは、つなぎの部分が改良されたものです。これが使われることで、

1965年以前の異常の発生割合に対して、数値がてきめんに減っています。また、1974年ぐらいに一

段数値が低下していますが、このときにはコンクリート管の強度が影響しています。さらに、塩ビ

管も普及したということで、異常の発生割合が低下してきているという状況がみられています。で

すから、こういう使われている管の材質や規格等が分かれば、どこを重点に点検すべきなのかとい

うことも分かってくるということです。 
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 次に２つ目の詳細です。これは、先ほどの

情報を使いながら、点検、調査した後に、そ

れらの結果をもとに改築をするのか、修繕で

済ますのか、経過観察をすればいいのかとい

うことに判断を、様々な条件を整理し考え方

を示すことで、的確に行えるようにしようと

いうものです。 

 

 

 

 ３つ目の詳細は、点検技術の高度化につい

てです。TVカメラを使った従来の詳細調査技

術では、１日 300メートルぐらいの点検・調

査しかできませんでした。これは、人が下水

管の中に入って目視によって点検調査する約

半分の速度です。ですから、それを２倍にし

ようということで、従来は異常箇所を見つけ

ると機器がその場で止まってカメラで詳細確

認していたのを、まずは止まらないでざっと

全線を撮影し、その後、画像診断により異常箇所を見つけるという手法の技術の開発を支援したり、

先ほどもいいましたように、材質等によって管の不具合が生じる箇所がある程度特定されますの

で、管口カメラなど、それに適した技術の開発を支援したりしています。また、図の下に示すよう

に、ドローンを飛ばして点検等を行う技術であるとか、道路でも使われている技術ではありますが、

空洞探査技術を活用したりしながら、点検、調査技術のさらなる効率化等を目指しています。 

 

 中でも空洞探査技術は、道路で使われてい

る技術ではありますが、下水道の特性として

陥没の生じる原因となる箇所が、本管ではよ

り深いところになること、陥没事故の多い取

付管では逆に浅いところですが路面の端にな

ること等があげられます。ですから、通常の

道路のレーダー探査の範囲からは外れる可能

性がありますので、それを見つけられるとい

うのが技術開発の目標です。 
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 また、下水道では、圧力をかけて下水を送

水する管など点検調査が困難な箇所が存在し

ます。このような人が入れない、あとテレビ

カメラも入れられないような箇所において、

腐食等の危険箇所を絞り込む調査技術とし

て、このようなスネーク型の点検・調査技術

等の実証も行っています。 

 

 

 

 医療の分野では、小さいカプセルを飲んで

体内の状況を把握するという技術もあります

が、下水道でも同じような技術が適用できる

のではないかと思っています。様々な分野と

連携しながら、そのアイデアをもとに様々な

技術開発を進めていくことも重要と思ってい

ます。管路管理については、まだまだこれか

らの分野ですので、皆様と一緒になって考え

られればと思っております。ご清聴ありがと

うございました。 

 

                                     ――了――   
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3.8 空港舗装の点検技術の高度化に向けた研究 

（空港研究部長 石原 弘一） 

 

 

 空港研究部長の石原でございます。これから当

研究部で取り組んでおります空港舗装の点検技

術の高度化についてお話をさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まず、維持管理に関します国交省の取り組みが

いろいろあるわけでございますけれども、平成 25

年２月に空港内の施設の維持管理等に関する検

討委員会が設置されました。この委員会の中で、

空港内の施設の維持管理指針が同年9月に制定さ

れております。 
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 この維持管理の対象となる施設でございます

けれども、ここにございますような基本施設、滑

走路、着陸帯といったもの、簡単にいってしまう

と、舗装されているところとお考えいただければ

いいと思います。こういったところの維持管理を

きちんとやりましょうということが定められた

わけでございます。 

 

 

 

 こうした維持管理業務、法律にも決まりがあり

まして、一番大本になりますのは、国際民間航空

条約、ＩＣＡＯという団体がございますけれど

も、そちらで空港の管理、飛行場の管理について

の決まりがございます。それを受けまして、国内

の航空法で基準に従って空港を管理することと

定められており、また施行規則で実際の基準が定

められております。その基準を維持管理に関する

ものでございますけれども、空港内の施設の維持

管理指針がございます。この中には、空港舗装の補修要領ですとか維持管理マニュアルといったも

のが含まれてございます。 

 この決まりの中で、空港管理者は国、地方公共団体はもちろんですが、空港会社、あるいは最近

は空港の民営化ということで、コンセッションと呼ばれる特別な会社がございますけれども、その

全ての管理者に対して、舗装の表面、地表面に異物がないこと、それから滑走路の摩擦係数がきち

んとある水準以上に保たれていること、航空機の運航に支障を及ぼすような影響がないことを踏ま

えて、きちんと良好な状態に保ちなさいということで、維持管理計画をつくることになっておりま

す。 

 

 さて、空港土木施設の維持管理業務、大きく分

けまして点検、維持工事、修繕工事となりますけ

れども、今回ターゲットにしていますのは点検業

務ということでございます。点検業務、巡回点検、

緊急点検、定期点検、詳細点検と分かれておりま

す。 

 点検業務といいましても、空港ならではの特殊

性がございます。皆様ご案内のとおり、非常に広
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いということ、滑走路、大きな空港ですと幅が 60 メーターあったりします。非常に広大な範囲を

点検しなくてはならない。しかも、そのほとんどの作業を夜間やらなければいけないという特殊性

がございます。 

 

 こちらに羽田空港の例をお示ししております

けれども、４本滑走路がございますが、24時間運

用ということで、特に夜間使われることが多いＣ

滑走路、Ｄ滑走路については、作業ができる日に

ちが週２日、あるいは３日、しかも作業時間が１

日３時間とか４時間程度しか許されておりませ

ん。 

 また、那覇空港は貨物便が非常に盛んになって

いるわけですけれども、こちらも 24 時間空港で

す。しかも、貨物便は夜間飛んでくることが多いということで、１日２時間程度しか点検作業がで

きないという状況にございます。 

 

 では、点検作業の対象となるような損傷はどう

いうものがあるかということで、ひび割れですと

かわだち掘れというものがございます。こうした

ものは、表面にあらわれておりますので、目視で

も何とかみつけることは可能なのですけれども、

特にこれからお話ししますような空港の舗装と

いうのは、３層とか４層とか幾つかの層で分けて

施工されるのですが、層と層の間に透き間ができ

る。私ども、これを層間剥離と呼んでおりますけ

れども、そういったもの、あるいは何かの弾みに層の間に水分が残っていますと、それがいずれ水

蒸気になって膨らむというブリスタリングと呼ばれておりますが、こういったものは地表面からで

はわかりません。 

 今申し上げました層間剥離ですとかブリスタリングというのは、非常に大きな悪さをいたしま

す。きのうまで何ともなかったのだけれども、けさになってみると突然、表面が壊れているという

ことが頻繁に起きます。そういった舗装のかけらが当然、エンジンなどに吸い込まれますと、こち

らにございますように、エンジンの破損という重大な危険を招くことになります。 
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 では、その点検の現状でございますけれども、

先ほどお話ししました巡回点検については、年に

３回以上ということをやっております。実際に

は、この写真にございますように目視でやって、

そしてあと作業員の方が並んで、立てひざで手に

ハンマーをもって表面をたたいて、異音がしない

かということを実はやっていたという状況にあ

ります。 

 こんな写真の様子をごらんになるとおわかり

のように、非常に点検に時間がかかります。また、どこを点検してきたかというのがなかなか後で

わからない。ハンマーでたたいたりしますので、経験の有無とかという個人差が生じるという問題

が現場から寄せられておりました。 

 

 そこで、当研究部ではこうした点検作業の時間

の短縮、それから誰でも同じような結果を出せる

ような非破壊計測技術の研究と申しますか、開発

に取り組んだところでございます。具体的には、

新たな計測技術の収集、それからそうした点検技

術が本当に使えるかどうかというフィールド実

験と実際に現場で使えるためのマニュアルづく

りをしたところでございます。 

 

 

 非破壊計測技術というのは、民間に 60 種類程

度あるということでございまして、その中で空港

舗装へ使えるか。空港舗装は非常に厚い舗装が何

層にもなってございますので、そういったところ

で使えるかということ。夜間でも使えるか、ある

いは持ち運びが便利であるかということを評価

の観点にしまして、60種類余りのところから４つ

の計測技術を選定いたしました。１つ目はアコー

スティックエミッションのところで弾性波を用

いたもの、２つ目は打音測定車ということで、先ほど人がハンマーでたたいていたのを若干機械化

したようなもので、原理は非常に簡単なものですが、そういった打音測定車、それから加速度計の

ついた内蔵ハンマー、中性子を使った水分計の４つを抽出いたしまして、実際にフィールド実験を

行いました。 
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 フィールド実験の様子なのですけれども、実際

に舗装を施工しました。舗装を地表面から５セン

チ、８センチ、10 センチ、15 センチの深さにベ

ニヤ板だとか異物を引いて、その上に舗装をかけ

てみました。この異物が実際には先ほどから申し

ました層間剥離を再現するものということで、こ

ういったものを準備いたしました。また、舗装の

層の間に水分があったらどうかということもあ

って、実際濡らしたものをあわせてセットして、

実験を行いました。 

 

 こちらがその実験結果でございます、４つの測

定で深さごとにどのくらい異物を発見できたと

いうか、異物の存在をみつけられたかというデー

タでございます。これをごらんいただければ、打

音測定車の成績が図抜けているということがお

わかりいただけると思います。 

 数字が２段になっておりますけれども、これは

上段がグルービングのない場合、下段がグルービ

ングのある場合。グルービングというのは、滑走

路には水はけをよくするために、四角い溝が切ってございます。その溝がある場合、ない場合でも

どうかということで、比較のために検証したものでございますけれども、グルービングのあるなし

というのは、ほとんど打音測定車に関しては影響がないということがおわかりいただけると思いま

す。 

 

 それで、打音測定車というのはどうも使えそう

だということがわかったのですけれども、実際に

現場ではこのままでは使いません。そこで、実際

に空港の点検業務をしている方々にヒアリング、

あるいはいろいろご意見を伺いました。その結

果、やはり幾つか要望、あるいは疑問が寄せられ

たのですが、１つはどこをはかってきたのか、そ

れがわかるようにしてもらいたいということ、そ

れから異常があった場合、それが測定している者

に伝わるような仕組みをつけてほしい。それから、当然、雨の日でも作業しなければいけないので、

表面に水がある場合どうなのだろう。それから、先ほど申しましたように、グルービングのあると
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ころ、ないところでもどうなのだろうといったことがヒアリングの結果寄せられました。 

 それを受けまして、位置出しがわかるようにということで、ＧＰＳをつけて、作業終了後、どこ

をどうはかってきたかというのが一目わかるような装置をつけました。また、異常があるかないか

わかるように、これは簡単なランプなのですけれども、異常がある場合、異常な音を拾った場合は、

ランプがぴかっとつくようにしたという工夫をいたしました。 

 こういった工夫をとりつけて、実際にまた空港の実務の作業者に立ち会ってもらったところ、こ

れは非常にいいですねという評価と申しますか、評判をいただいたところでございます。 

 

 最終的な取りまとめといたしまして、機能の改

善をいたしました。１つ目は、今申し上げました

ような平面図上に異常箇所を図示する機能が非

常にいいということ。それから、異常を感じたと

きに、作業者に異常を知らせる機能、簡単なラン

プがつくだけですけれども、これも非常にいいで

すねというお話でございました。 

 それから、どのくらいのスピード、速さで測定

するのがいいのかというのも現場から寄せられ

たのですが、どうも時速２キロ程度ですので、ゆっくり歩く程度でやれば、まず間違いなく異常を

つかまえることができるということがわかりました。 

 また、表面に水のある場合、雨の降っている状況でも、影響はほとんどないということ、それか

ら先ほどの測定結果でお示ししましたように、グルービングのあるなしについても影響がないとい

うことがわかりました。 

 そういった装置が何とか実用化できれば、当然、労力の軽減、それから異常箇所の確実な発見と

いったことが実現できるのではないかと思います。 

 この装置につきましては、先月から羽田空港の現場で試験的に今、使用していただいているとこ

ろでございます。やはり空港の現場ですと、実験と違いまして、またいろいろな状況がありまして、

いろいろな改善点だとか要望が今後寄せられるのではないかと思っております。 

 

 今申し上げました一連の話は、通常の巡回点検

ですとか、定期点検のときのお話でございまし

た。これからご紹介いたしますのは、地震災害が

起きたときに、迅速に点検と復旧ができる方法に

ついての研究でございます。この研究につきまし

ては、当研究部で今年度から取り組んでいるもの

でございまして、まだきちんとした成果ではござ

いませんけれども、どういったものを目指してい
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るかということを少しお話をさせていただきます。 

 航空局で地震に強い空港のあり方が取りまとめられておりまして、その中で地震災害時に空港の

果たす役割としては、緊急物資ですとか救援物資の輸送拠点として機能する必要があるということ

が記述されております。 

 こちらに示しておりますのは、仙台空港での液状化で誘導路が陥没しているというものでござい

ます。 

 また、昨年ございました熊本地震のときの熊本空港の利用状況でございます。本震がありました

後、民間の定期便、臨時便が約３日間、完全にストップしたのでございますけれども、たまたまこ

のとき、熊本空港のほうはそんなに大きな損傷を受けなかったということで、救援機が１日 100機

以上飛来しているという状況がございました。 

 

 実際に地震災害が起きたときに、すぐ点検しな

ければいけないのですけれども、なかなか点検機

材が手元にないという場合がございます。左の写

真は、能登半島地震のときに航空機を発車するわ

けにいかないので、一番重い車両、大型消防車が

あったということで、とりあえずそれを走らせて

みて、舗装がへこんだりしないかということを苦

しまぎれにやっていたということがございます。

こういったものに頼らないで、簡単な装置、ある

いは何か計測で判定できるようなことがそういった基準でできないかということに今取り組んで

いるところでございます。 

 

 また、点検は点検であって、逆に復旧をどうし

ようか。左側の絵でございますけれども、仙台空

港のエプロンの変状で、20センチ程度の沈下。大

きさ十数メーターあるのですけれども、実際に駐

機場はコンクリート舗装が主に行われておりま

す。したがって、コンクリート舗装の下の部分が

液状化して、コンクリート盤が沈下するのが非常

に厄介でございます。時間があれば全部取り除い

て、コンクリートを打ち直すことができるのです

けれども、こういった救援機が飛んでこようかという状況ですと、それも許されないということで、

例えばコンクリートを埋め戻しにして、上にアスファルトを敷き詰めるのはどうだろうかというこ

とについて検討しているところでございます。 
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 これは、ＦＷＤといって、重りをどすんと落と

して、その落としたときの表面の変形、たわみと

たわみが伝わる速さを計測するものでございま

して、大きな空洞がありますと、たわみ量は当然

落とした位置から1.5メーター離れたところで計

測するのですけれども、空洞がありますと、たわ

み量が大きくなる。空洞がない場合に比べてたわ

み量が大きくなり、またたわみが伝わる速さ、表

面の弾性波が伝わる速さが速くなるということ

がわかっております。このぐらいデータがきちんと明確にわかれば誰でも判断できるのですが、非

常に微妙な場合が多うございますので、そういった場合でも、現場の人が専門の技術者に頼らなく

て、自分の目で自信をもって判断できるような簡易な基準をつくっていきたいということで、研究

に取り組んでいるところでございます。 

 

 以上、当研究部で取り組んでおります空港舗装

の点検技術の高度化についてお話をさせていた

だきました。ご清聴ありがとうございました。 

 

                                     

――了――   
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3.9 ＬＣＣＭ住宅の概要 

（住宅研究部 住宅情報システム研究官 桑沢 保夫） 

 

 

 ただいまご紹介いただきました住宅研究部の

桑沢と申します。 

 私からは、こちらにありますように、ＬＣＣＭ

住宅の概要ということでお話をさせていただき

たいと思います。 

 ＬＣＣということであれば、ライフ・サイクル

・コストということで、昔から使われていると思

います。これに対しまして、建築の分野ではＬＣ

ＣＯ２という言葉も少し前から使われておりま

す。こちらにありますＬＣＣＭといいますのは、さらにそれにＭがつきまして、こちらに略称のも

とが書いてありますけれども、ライフ・サイクル・カーボンマイナス、このような概念でつくられ

た住宅ということで、こちらについてご紹介をさせていただきたいと思います。 

 

 もともとの研究の背景ということですけれど

も、こちらの研究を始めるに当たりまして、2008

年ごろになりますが、ＣＯ２排出量が日本全国で

みたときに、住宅や業務用建築でみますと、1990

年と比べてみまして30～40％増加していました。 

 これに対応しまして、政府といたしましては、

新成長戦略という中で、2020年に温室効果ガスを

1990 年比で 25％削減するということを示しまし

た。国交省としてもこれに対応いたしまして、省

エネ基準がありましたが、このときにはまだ義務にはなっていませんでした。これをさらに義務づ

けする必要があるだろうということで、その検討を開始したということでして、将来的には全ての

新築の住宅建築物、省エネ化を義務づけましょうという内容でした。 

 このような内容に対しまして、国総研、建築研究所と共同研究を行い、このような将来に向けて

先導的なモデルとなるように、ＬＣＣＭ住宅の研究開発に着手しました。 
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 これは最近の状況になりますけれども、つい昨

年ではパリ協定ができてまいりました。この中で

は、2013 年に比べまして 25％のＣＯ２排出量を

日本全国で減らしましょうということになって

います。その中でみてみますと、表の赤字のとこ

ろにありますけれども、業務その他部門、家庭部

門がそれぞれ大体 40％の削減を目指すというこ

とでして、全体の25％に比べると随分大きな値が

表示されている、つまり、削減が非常に大きく期

待されているということがここでも示されています。 

 

 さて、このＬＣＣＭ住宅、具体的にどのような

コンセプトでできているのかというのを少しご

説明させていただきます。 

 まず初めに、省エネをする前、普通の住宅がこ

れぐらい年間でＣＯ２を発生しているだろうと

いう模式図になっております（左の棒グラフ）。

暖房や給湯が大きな値になります。地域によって

変わってきますけれども、これは、東京付近とし

てのプロポーションになっております。これに対

しまして、いろいろな省エネの工夫を積み重ねていくことで、半分ぐらい、これぐらいはそんなに

無理なく削減できそうだということがあります（中央の棒グラフ）。 

 これに対しまして、太陽光発電をできるだけ大きく積みます。右のほうの２つの棒グラフがＬＣ

ＣＭ住宅となります。ここで比べてみますと、省エネ後に使うはずのエネルギー消費量、ＣＯ２発

生量に比べまして、太陽光発電で発生するエネルギー量が大きく上回るようにすることができま

す。これを右上に書いてありますように、ライフサイクルで考えるということは、つまり建設時の

ことを考えなければいけませんので、建設時に発生するＣＯ２を運用時の余剰エネルギーで返済す

ることを考えます。返済といっても、どのように返済をするかということになるわけですけれども、

具体的には余ったエネルギー、電力になるわけですが、この電力をこの住宅で使わない、つまりそ

のほかの住宅や建物で使ってもらうことになります。 

 これはどのようなことを意味するかといいますと、電力会社が発電所でその分の電力を発生する

必要がない。つまり、電力を発生するためのエネルギーを使わない、ＣＯ２が発生しないというこ

とになりますので、この分はマイナスでカウントできないだろうかということを考えたわけです。

つまり、そのマイナス分によりまして、建設時のＣＯ２を返済していこうという考え方になります。 
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 こちらは、横軸を年数ということで時間軸にし

たときに、ライフサイクルのＣＯ２発生量がどう

なっていくかということを描いた図になってい

ます。赤い線が従来の住宅です。建設するときに

それなりのＣＯ２が発生してしまいます。それか

ら、使えば使うほど住宅中でエネルギーを使いま

すので、右上がりにどんどんＣＯ２発生量がふえ

ていきます。改修が必要になってきますので、そ

のときにもＣＯ２が発生してしまいます。 

 こうやってどんどん右上がりで上がっていくわけですけれども、一方、今回のＬＣＣＭ住宅を考

えてみますと、つくるときにはいろいろ工夫する必要があって、若干ＣＯ２発生量がふえる傾向が

あります。しかし、その後、使えば使うほど、先ほど右上がりだった線が右下がりでどんどん減っ

ていくということになります。改修の時期を少しずらして発生量を抑えることができます。それか

ら、改修に必要なＣＯ２を工夫して減らすことができる。このようなことを積み重ねていくと、一

番右端にありますように、点線になって、ＣＯ２収支としてはマイナス、つまりライフサイクルの

ＣＯ２収支をマイナスにすることができることになります。このようなコンセプトに基づいて、Ｌ

ＣＣＭ住宅を研究してまいりました。 

 

 では、具体的にＬＣＣＭ住宅を達成していく上

でどのようなことをやっていくか。まず、イニシ

ャルＣＯ２の削減ということを考えました。これ

は、つくるときのＣＯ２、どうしてもふえてしま

うということはありますけれども、そのふえてし

まう中でもなるべくＣＯ２発生量の少ない材料

を選択してあげる、さらに使う量も減らしてあげ

る、こういったことを組み合わせてあげれば、で

きるだけＣＯ２発生量、イニシャルで減らすこと

ができるだろうということになります。 
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 次に、ランニングＣＯ２削減ということになり

ます。これは、実際に住宅を使っているとき、人

が住んでいるときにどれくらいＣＯ２が発生す

るか、これをどのように削減していくかというこ

とになります。 

 通常、大きくは３つの項目を挙げて説明される

ことが多いです。１つ目は、躯体の断熱、気密性

強化ということでありまして、こちらは主に暖冷

房の負荷を削減します。負荷というのは、暖房や

冷房をするときに必要なエネルギーを意味します。 

 続きまして、右上に高効率機器の導入と書いてあります。これは、エネルギー効率の向上と書い

てありますけれども、暖冷房、もしくは照明など、いろいろな用途があるわけですが、その用途に

対して同じエネルギーを使っても得られる効果が変わってくる場合があります。この場合に、なる

べく効果の高いもの、効率の高いものを使うということで、消費エネルギーを減らすことが可能に

なってきます。 

 そして、３番目に再生可能エネルギーの活用ということになります。再生可能エネルギーですか

ら、基本的にＣＯ２は発生しません。ここに風車の絵と太陽光発電パネルの絵が描いてありますけ

れども、どちらもこれを使うときにはＣＯ２は発生しません。それぞれのデバイスをつくるときに

はＣＯ２が発生しますが、使っている間にＣＯ２は発生しないということになります。このような

ものをなるべく活用しようということになります。方法としては、ここに書いてありますけれども、

建築的な手法や設備的な手法が考えられます。再生可能エネルギーといっても、ここに書いてある

ように、電力を発電するだけではなくて、例えば通風をとるというのもありますので、そういった

ものは建築的手法ということができると思います。 

 さらに、これとは別に、実は中で住んでいる人の使い方が大きな影響を与えます。ですから、こ

れも少し工夫することでランニングＣＯ２を減らすことができるだろうということになります。 

 

 さらに、ランニングＣＯ２につきまして細かく

考えてみますと、まず暖冷房に係るＣＯ２削減、

排出量を減らすにはどうしたらいいかというこ

とを考えてみます。まず暖冷房のために必要なエ

ネルギーを減らすということで、そのために断熱

や気密性能をよくしてあげるということでして、

これを基本的に上げるということで、暖房や冷房

の負荷を減らすことができます。そのほか、先ほ

ど出てきました通風をとる話。もしくは、ひさし
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をうまく使ってあげることで、余計な日差しが入ってこないので冷房負荷を減らすことができる。

さらには、冷房とは逆に日射熱をどんどん取り入れて、暖房のエネルギーを減らすことが考えられ

るわけです。 

 さらにもう１つ、高効率の機器を使うという方法もあります。こちらは基本的にはヒートポンプ

（エアコン）を使うのが大変効率が高いです。これをうまく使ってあげる。ただのヒートポンプで

はなくて、高効率のタイプです。さらに括弧内に書いてありますけれども、負荷に対応した能力の

選択と書いてあります。これもヒートポンプを使う上では非常に重要な選択の基準となります。 

 特にＬＣＣＭ住宅で超低負荷と書いてありますけれども、負荷に応じた能力のヒートポンプを使

えば、当然能力を発揮することができます。暖房や冷房をするときの効率、ＣＯＰと呼んでいます

が、これは随分変わってしまいますので、なるべくＣＯＰの高いところを使うことができるように

注意する必要があるということです。 

 

 続きまして、給湯です。給湯も比較的大きなエ

ネルギー消費を要しております。給湯に関して

は、ここにありますように熱源があって、それを

配管でお湯を運んで、さらに端末で使うというこ

とになりますので、それぞれに対していろいろな

省エネ手法があります。 

 

 

 

 

 熱源機に関しましては、こちらにありますよう

なエコキュートがあります。これもヒートポンプ

を使ってお湯を沸かすタイプで電力を使うタイ

プ。それから、最近出てまいりました燃料電池、

さらに太陽熱温水器といったものを組み合わせ

たりして使うことで、エネルギー効率を大変上げ

ることができます。 
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 こちらは、配管とか端末部材ということですけ

れども、なるべく細い配管を使う。ヘッダーを使

うということで、お湯の使用量を減らすことがで

きるといわれていますし、そのほか手元の水栓で

もいろいろな削減手法があります。 

 

 

 

 

 

 続きまして、もう１つ照明についてもご紹介し

ますが、ＬＣＣＭ住宅の検討を開始した当時です

と、この上の式にありますように、白熱電球に比

べてＬＥＤや電球型蛍光ランプのほうが圧倒的

に消費エネルギーが少ないということでした。た

だし、これは建設当時のことで、現状では蛍光ラ

ンプよりもＬＥＤが高効率化しています。 

 もう１つ考えなければならないのは、１時間当

たりに換算したＣＯ２の排出量。ライフタイムで

どうなっているかということです。こちらで考えてみますと、蛍光ランプに比べてＬＥＤのほうが

圧倒的に寿命が長いということがありますので、この２つを並べてみたときに、建設当時、デモ住

宅をこれからご紹介しますが、そのときにもＬＥＤを選択したということになっております。 

 

 ここから、今申し上げた概念によって、実際に

ＬＣＣがどのようにでき上がるかということを

確認するために行った住宅のデモンストレーシ

ョンについてご紹介させていただきたいと思い

ます。 

 建物は、つくばにあります共同研究開発先の建

築研究所の敷地の中に建てられたものでして、４

人家族が住めるということを想定した住宅にな

っております。 
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 詳細はこちらに書いてあるような内容になっ

ておりまして、太陽光発電パネルは約８キロワッ

トということで、通常、３キロから４キロぐらい

の発電パネルを積んでいるところが多いわけで

すけれども、それに比べるとかなり大きな発電パ

ネルを積んでいたということであります。 

 最近は、かなり大きな発電パネルを積んでいる

住宅も普通に出ていますので、当時は非常に大き

なものだったのですが、最近では特別大きいとい

うことではないかもしれません。 

 

 こちらは正面からみた写真になっておりまし

て、真南を向いた住宅になっております。窓が大

変大きくあいております。これがこの建物の１つ

の特徴です。これは、太陽熱を取り入れる大開口

と書いてありますけれども、冬場にここから日差

しを取り入れることで、暖房のエネルギー使用量

を減らそうということを想定しております。 

 次に、後ろに塔が２つ建っております。この塔

は、通風に活用する換気塔と呼んでおりまして、

住宅内の空気の流通をとるためには、上部方向に高さの差があったほうが有効に活用できますの

で、それを稼ぐためにこのような換気塔をつくったということです。 

 右下にボリュームを抑えた基礎と書いてあります。これは、イニシャルのＣＯ２発生量を減らす

ということを目的にしまして、通常、住宅ですと基礎にコンクリートを使うわけですが、コンクリ

ートというのはＣＯ２発生量が大変多いものですから、これを少しでも減らそうということの一環

としてこのようなことを行いました。 
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 そして、左のほうにも太陽光発電パネル８キロワットと出てまいりましたが、これは先ほどご紹

介したものです。 

 それとあわせまして、屋根の一番奥の真ん中には、太陽熱温水パネルも用意してあります。これ

ももとは太陽の熱ですから、再生可能エネルギーを活用しようということの一環になっておりま

す。そして、両サイドには光や風を取り込む袖壁というのを用意しまして、これを活用して、風や

光が入ってきやすいような住宅内にしてあるということです。 

 

 これは、後ろからみた風景ということでして、

中央に換気塔が２つ建っているのがよくわかる

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 こちらは、給湯に関しましてですけれども、東

京付近の温暖地域で通常の住宅の中で使われる

エネルギーとして一番多いといわれております

ので、これは非常に気にしていたところで、給湯

器を２つ用意しました。１つは、太陽熱利用型エ

コキュートと呼ばれている左側のものでして、普

通のエコキュートではなくて、屋根に乗っていた

太陽熱温水パネルの熱も同時に使えるという少

し変わったタイプの給湯器ということになりま

す。 

 右側にありますのが燃料電池でして、当時、最新型のものを入れたということでして、これもエ

ネルギー消費削減には非常に効果が期待できるというものです。ＬＣＣＭ住宅には２つとも必要と

いうわけではなくて、電気のタイプ、ガスのタイプ、最も効率のよさそうなものを入れて、それぞ

れの効率を確認するという作業を行いました。 
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 通風に関しましては、このようなコンピュータ

ーによるシミュレーションを行いました。通風が

欲しくなるような夏の前、もしくは夏の後ぐらい

のシーズンには、比較的東西方向の風が多く吹く

ということがわかっていましたので、それを想定

したシミュレーションを行いますと、通風塔の真

ん中に圧力が下がる領域ができるということが

わかってまいりましたので、これを活用すること

で、換気のためのエネルギーも削減できるだろう

ということを期待しております。 

 

 もう１つ、この建物をつくる上で、衣替えす

る住宅といったことを１つのコンセプトに挙げ

ました。普通、人は暑い時期と寒い時期で着る

ものを厚くしたり薄くしたりして、それぞれの

暑さ、寒さに対応するわけですけれども、住宅

自体が同じようなシステムができないかという

ことで、このように夏と冬で少し使い方が違う

ことを想定いたしました。みていただきます

と、左側のほうは窓から日が十分入ってくるよ

うな形になっていますが、右側の夏モードのときには、白いルーバーを全面に出してしまって、

日射が下に入ってきにくいようにするという工夫をしているわけです。 

 

 具体的に中からみますと、このような状態にな

っていまして、これは夏モードと呼んでいます。

外側に白いルーバーが横に走っているのがみえ

ると思います。ルーバーの外側に窓があるわけで

すが、これを開放します。そのかわりに、開放し

たところのすぐのところはいわゆる縁側空間に

なっていまして、さらにその内側にもう１つスク

リーンがありますので、これを閉めてしまいま

す。スクリーンの内側だけが冷房空間ということ

にしまして、日射熱が入ってきにくくするということです。 

 これはたまたま撮った写真が真夏の時期ではなくて、太陽光度の低い時期だったので、床の上に

太陽光が入ってきているようにみえますけれども、夏に撮ってあげれば、この中に入ってくる日の

部分が影になってしまいまして、完全に遮ることができるというものになっております。 
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 一方、冬のときにはどうするかということです

が、先ほど引き出していた白いルーバーを全部中

央にしまってしまいまして、日射が十分中に入っ

てくるようにする。そして、内側のスクリーンを

あけてしまいまして、部屋全体を日射熱で温める

ことができるというシステムです。 

 

 

 

 

 ただし、日が沈んでしまうとそのようなわけに

はいきませんので、そのときには先ほどの夏にも

使っていた内側のスクリーンを閉めてしまいま

して、暖房する空間を少しでも小さくするという

工夫をしています。 

 

 

 

 

 

 また、日が沈んでしまいますと、窓面というの

は壁に比べると断熱性が非常に低いです。つま

り、熱は逃げやすいです。日射は入ってくるから

いいのですけれども、中の熱が外に逃げやすいと

いうことになりますので、それを少しでも防ごう

ということで、右側の写真にありますようなスク

リーンをおろしてあげます。空気層が間にあるよ

うなハニカム・サーモスクリーンというタイプ

で、これを使うことで断熱性も多少は確保してあ

げることができるということになっております。 
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 さらに、先ほど出てまいりました通風も活用す

るシーズンもあります。そのときには、このよう

にルーバーを出してあげるわけです。廊下の奥に

黒い部分があると思います。これは、実は床下か

らの風を取り入れる口になっております。 

 

 

 

 

 

 それがこの次の写真になりまして、通常は閉め

ているわけですが、開放することができますの

で、床下を通ってきた冷たい風をここから部屋の

中に取り入れることができます。 

 

 

 

 

 

 

 さらに、入ってきた風は、先ほどご紹介した通

風塔、屋根の上にあるわけですが、ここから上に

行くことができます。ちなみに、右の写真では半

分ぐらいのところまで閉めてあるのですが、実際

には全部開閉できるようになっておりまして風

が通るときにあけておけばいいのですが、暖房や

冷房をするときには、せっかく温めた空気が浮い

てしまう、もしくは冷房のときにはせっかく冷ま

した空気が下におりてきてしまうという無駄な

動きがありますので、それをスクリーンを閉めることで止めることもできます。 
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 こちらは、照明に関する内容でして、壁が明る

いと比較的明るさを感じやすいということがあ

りますので、ＬＥＤ照明を使って、そのような効

果を期待してこのような照明になっています。 

 

 

 

 

 

 

 これは、２階。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは、外からみるとこのような状況になってい

ます。 
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 以上のようなことで、実際にＣＯ２発生量がど

うなっているかを確認した作業がこちらからの

写真になりまして、これは建設時にどのぐらいＣ

Ｏ２が発生したかということです。廃材も出てき

ますので、廃材などもちゃんと重量計を使っては

かることで、どれくらいＣＯ２が発生しているか

を正確に確認しました。 

 

 

 

 そして、ランニングに関しましては、学生さん

に夏の時期、冬の時期、中間期ということで、し

ばらく中に滞在してもらって、実際に生活スケジ

ュールを再現することで、どれくらいＣＯ２が発

生するかを確認いたしました。 

 

 

 

 

 

 こちらは、ランニングのときの結果ということ

です。これは３月の結果ですけれども、下が太陽

光による発電量で、上が実際使ったエネルギー量

ということになります。この辺（3/1～3/6）は大

変天気がよかったので、発電量が多いですけれど

も、こちら（3/7）は天気が悪い日でしたので、発

電量が少ないです。さらに寒い日でしたので、暖

房のためのエネルギー消費をたくさん使ってい

まして、こんな形となっています。当然、日によ

って多かったり少なかったりするわけですけれども、トータルでみれば橙色の部分が全体的に多い

です。 
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 年間展開しますとこのような形になりまして、

使ったエネルギーに対して、太陽光で発電した量

が大体倍近くあったということが確認できまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 これを総計いたしまして、将来的にどうなるか

ということを積み上げたものがこちらになって

います。緑の棒が太陽光発電で発電した総量とい

うことになりまして、赤の棒と青の棒が実際使っ

たエネルギーということですが、実は 30 年で既

に緑のほうが大きくなっていますので、30年以降

使えば、ＬＣＣＭのマイナス分を大きくすること

ができるということが確認できたわけです。 

 

 

 最後にまとめになりますけれども、こちらにあ

りますように、ＬＣＣＭ住宅という概念を考えま

して、デモンストレーションをつくばでつくっ

て、実際にライフ・サイクル・カーボン・マイナ

スが可能であるということを確認したというの

が１つ目。 

 こちらで確認した内容、計算方法といったもの

をＬＣＣＭ住宅の評価ツールの作成ということ

にもつなげまして、今回、つくばの気候というこ

とになりましたが、そのほかの気候でも対応できるようなものをつくりました。 

 さらに、できました評価ツールを用いまして、ＬＣＣＭ住宅の認定ということにも活用されると

いう状況になっております。 
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 以上で私からの発表は終わりにさせていただ

きたいと思います。 

 

                                     

――了――   
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3.10 道路構造物メンテナンスのセカンドステージへ 

（道路構造物研究部長 木村 嘉富） 

 

 

 ただいま紹介いただきました道路構造物研究

部長の木村でございます。よろしくお願いしま

す。５時を過ぎておりますが、もう１コマだけお

つき合いいただきたいと思います。 

 本日は、「道路構造物メンテナンスのセカンド

ステージへ」と題し、先ほどの下水道や空港に引

き続き、橋やトンネルといった道路構造物の維持

管理への取り組みについて紹介させていただき

ます。 

  

 この図は、お手元にございませんが、主要国に

おける人の高齢化率の推移を示したものです。一

番左側が1850年で、2050年までの将来予測も含

めて示されています。線がいっぱい入っていま

す。色がついているのが欧米各国の高齢化率の推

移です。黒が日本の高齢化率です。急速に日本人

の高齢化が進んでいるという状況が分かります。

高齢化率が高くなると、病気も増えてきたり社会

保障費等も増加する一方で若い人が少なくり、い

ろいろな社会の仕組みを変えていく必要があります。税金の負担のあり方も含めて変えないといけ

ないということで、色々な議論が進められています。 

 この図に、インフラの高齢化として道路橋の例を星印で記載してみました。道路橋で建設後 50

年以上経過したものの比率です。こんな勢いで急速に高齢化が進んでいきます。今、2017年ですか

らちょうどこの辺ですか。３割ぐらい、人の高齢化と同じぐらいの状況になっております。 

 土木研究所では 2008 年に構造物メンテナンス研究センターＣＡＥＳＡＲという組織が設立され

ています。ちょうどこの辺りです。私も設立時に所属していまして、当時は今やれば間に合う、と

思って取り組んでいました。それから 10 年近く経過し、高齢化率が上昇する一方、その間、定期

点検も含めた制度や技術開発も積極的に進められています。 
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 これは、橋梁、トンネル、舗装、土工、附属

物等、各道路構造物の点検要領の策定状況を示

したものです。今から５年前、平成24年12月

２日に生じた笹子トンネルの事故を受けまして、

25年６月に道路法を改正し、国交省としてもイ

ンフラメンテナンス元年と宣言して、いろいろ

な取り組みが始められています。国総研も翌26

年４月には、今、私が所属しております道路構

造物研究部という組織を新たに立ち上げて、取

り組んでいます。 

点検要領については、まず第１弾として、橋梁、トンネル、シェッド・大型カルバート、横断歩

道橋、門型標識の５つの構造物について、定期点検要領を定めています。これらの５つの構造物は、

万が一落橋したり、トンネルが崩れますと、利用者を巻き込んでしまいます。重大な損傷が生じた

場合に人命等に影響が及ぶものについては、５年に１回、必要な知識・技能を有する者が、手で触

れる程度まで近づいてしっかりと点検しようと定められています。 

 それ以外の構造物についても、高齢化に対応する必要がありますので、逐次、点検要領を定めて

います。去年の 10 月には舗装、ことしの３月には標識や照明柱等の小規模附属物、夏には土工構

造物について定めています。全ての道路構造物について点検のルールを定め、実施をしているとい

う状況です。これがファーストステージといえます。 

 

 点検結果については、毎年「道路メンテナンス

年報」としてとりまとめ、国交省のWebで公開さ

れています。ここでは、28年度までの点検結果等

について紹介します。 

こちらは５年間の点検計画と、実施状況です。

国のみならず市町村も含めた全道路管理者の合

計です。26年度は、年度途中から点検が始められ

たため低くなっていますが、計画に従って着実に

点検が進められています。 
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 点検結果の一部を紹介します。28年度の橋梁の

結果です。国交省、高速道路会社、都道府県、市

町村ごとに、橋の状態がどうなっているのか示し

ています。色分けしています。水色が判定区分Ⅰ

で、健全なもの。黄色はⅡで、予防保全段階。何

らかの損傷があるけれども、機能に支障が生じて

おらず、次の点検まで経過をみましょう、経過観

察でいいですねというもの。ただし、予防保全の

観点からは措置を講じた方がよい。人も同じです

が、病気が重くなってから治療するよりは、軽いうちに、早期の段階で治療すると、手術などの痛

い思いをしないですむ、経費も安くてすむというものです。ピンク色はⅢで、早期措置段階。構造

物の機能に支障が生じる可能性が有り、早期に、次の点検までには直しましょうというもの。それ

から、ほとんどありませんけれども、赤色はⅣの緊急措置段階。構造物の機能に支障が生じている、

あるいは、生じる可能性が著しく高く、すぐ通行止めや荷重規制等の対策をしてくださいというも

のです。図の下方には、経過年数毎の判定区分の比率を示しています。 

 管理者が異なっても同じような傾向となっていますが、高速道路会社だけが他に比して黄色のⅡ

が多いという状況になっています。高速道路は、交通量も多く、使われ方も激しいかなと思います

し、また、軽微な損傷もしっかり見つけているというところもあろうかな、と思っております。 

 

 こちらは、上がトンネル、下が道路附属物です。

トンネルは橋とは状況が異なり、Ⅱの黄色、ある

いはⅢのピンク色が多くなっています。トンネル

では、１キロとか２キロ、３キロの長い区間の内、

１ヵ所でもコンクリート片が落ちてきそうであ

れば、措置が必要になるという状況等のためと思

われます。横断歩道橋や標識といった道路附属物

は、橋よりやや健全性が悪いという状況です。 
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 お手元でも細かい図となっており恐縮ですが、

都道府県毎に点検結果を比較したものです。県や

市町村等が管理する橋梁の状態を整理していま

す。日本列島は南北に長く、地域によって環境が

大きく異なっていますので、当然、差が生じてい

ます。よくみますといろいろなことがみえます。 

 例えば栃木県と群馬県、岐阜県と長野県、同じ

ような地形、環境でございますので、結果につい

ても大体同じような傾向になっております。そ

の、一方、秋田県と山形県、島根県と鳥取県も同じような条件と思われます。私は島根の出身です

が、鳥取県と場所を間違える人もいるぐらいです。しかしながら、両県で随分傾向が異なっていま

す。まだまだ点検が始まったばかりですので、もう少し点検技術、診断について蓄積が必要かなと

感じています。 

 

 このように定期点検が進められている中で、国

総研でも道路構造物の維持管理について、いろい

ろ取り組みをしています。こちらは、ＩＳＯ55000

シリーズ、アセットマネジメントのＩＳＯに従っ

て整理したものです。メンテナンスにおいては、

点検、診断、措置、記録という個別構造物でのメ

ンテナンスサイクルを回すというのは当然です

が、中程に示す、１段階上、国交省の国道事務所

レベル、県レベルでは、管理している100とか200

の構造物群のメンテナンスサイクルをいかに回していくのかという計画をつくる必要があります。

さらに一番外側は、本省レベルとなりますが、政策としてうまくいっているのかも考える必要があ

ります。このように、３つのサイクルを回さないといけないというのが 55000シリーズの概念です。

この中で国総研としても赤字で示したようないろいろな取り組みを行っています。 

 

 点検を確実に実施して頂くための取り組み例

を紹介します。点検要領の素案を検討するほか、

点検を行う者の研修を支援しています。点検を着

実に実施するために、５年間で5,000人の研修を

行い、技術者を育てようという方針が示されてい

ます。毎年1,000人ずつの研修等をお手伝いして

おります。研修に用いるテキストや実技のポイン

トついても国総研のWebで公開しています。また、
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損傷が見つかった橋に対して相談を承りますし、その相談によって集められた知見についても、例

えば国総研が編集協力しています「土木技術資料」において「現場で学ぶメンテナンス」というコ

ーナーを設けて、ノウハウ等を皆さんに提供しています。 

 

 点検について紹介してきましたが、点検は目

的ではなくて、しっかりと維持管理するという

のが目的です。点検した後、ちゃんと直せてい

るのかが重要です。健全性の判定区分がⅢとさ

れたものは、次の点検までには直しましょうと

いうものです。これについては、図の左側のよ

うに、実施されつつあります。その一方、右側

のⅡ予防保全と判定されたもの、早い段階で直

せば安くできますという予防保全については、

なかなかまだ対応できていない状況と認識しています。 

 

 現在の状況としては、点検を始めたファースト

ステージの段階です。点検が進むと損傷が生じて

いるものが把握されます。市町村等を含めて、通

行止め、通行規制のものも増加しています。その

一方で、市町村では土木技術者が不足していま

す。このようななかで、国交省からメンテナンス

のセカンドステージへとして、今後の取り組みと

して６つの政策が示されています。 

 技術面でいきますと、新技術も活用し、点検を

いかに効率的に実施するかが重要となります。また、点検して終わりではなくて、点検した後、効

果的な措置をどうやっていくかがポイントになってまいります。 

 既に、残された私の講演時間が少なくなってきましたが、各構造物においてどのような取り組み

をしているのかを紹介させていただきます。 
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 最初は、藤沢先生が格好いいといわれた橋梁で

ございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 二つの橋梁の写真、私が撮影した写真です。

改めて思ったのですが、藤沢先生がおっしゃっ

たように下から撮っていますね。どちらも沖縄

の橋で、かなり劣化して、鉄筋がむき出しにな

っています。この橋をこのまま通して大丈夫な

のか、どうやって対策をすればいいのかを、道

路管理者が判断しなければなりません。これの

ような技術がまさに求められています。 

 お手元には掲載しておりませんが、高速道路を

またいでいる跨道橋での事例です。ゲルバー形式の橋で、桁を受けている部分においてひび割れが

みつかりました。コンクリート片が落ちましたので、通報があって、技術者が確認しています。そ

の１時間後か２時間後に落橋してしまったという事例です。まさに点検、診断は非常に影響が大き

い技術といえます。 

 

 国総研では土木研究所と連携しながら、損傷が

みつかった構造物に対して、耐荷力照査法や補修

補強設計法について研究しています。非破壊検査

も含む損傷状況の調査法、損傷を考慮した部材の

耐荷力評価法、交通実態に応じた照査用荷重設定

法、補修・補強時の限界状態や安全余裕度等です。 
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 このうち、安全性の照査や補修・補強設計につ

いて紹介させていただきます。新設の技術基準で

ある道路橋示方書が、今年の７月に改定されまし

た。細かくて済みませんけれども、ポイントとし

ては、許容応力度設計法から限界状態設計法、部

分係数設計法への移行です。今さらかといわれま

す。鉄道では 20 年以上前に変わっていますし、

港湾でも変わっておりますけれども、やっと道路

橋がこの７月に変わりました。 

 

 ご存じのとおり、許容応力度設計法において

は様々な不確定要因を一つの安全率で処理して

いるのに対し、部分係数設計法においては荷重

係数、抵抗係数というように、不確定要因ごと

に安全係数を設定しています。 

 新設においては、これまでつくってきた橋と大

体同じような橋ができるように部分係数を調整

していますので、従来の構造や材料においては直

接的なメリットは少ないかなとは思いますが、既

設橋の照査においては、その特徴を活かすことができます。設計する段階では使用材料や施工法が

決定されていないので、ある程度の安全余裕度を確保していますが、既設構造物では、確認された

事項についてはその分の余裕度を削ることができます。荷重についても、あと何年使いますかとか、

交通実態に応じて適切な荷重を設定することができます。このような部分係数設計法を既設橋の照

査でうまく活用したいと思っております。 

 

 補修・補強について。この写真も下から撮影し

ていますね。鋼橋の主桁において、既設部材に鋼

板を当てて補強しています。その場合の設計法に

ついての事例です。 
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 今までの設計法である許容応力度設計法は、局

部的な応力度、つまり、材料に着目しています。

全ての部位において、材料を降伏させないという

設計法をとっています。このため、既存の当て板

においても発生する応力度を許容力度以下に抑

えるようにするためには、発生ひずみを抑えるた

めに剛性を上げる必要があり、相当厚い板を当て

ることとなります。その際は、緑色の当てた板に

は余裕が生じてしまいます。 

 

 本来は、橋全体として所要の耐荷力があれば

よく、それを構成する桁として持てばよいとい

う概念が可能です。具体的には、部材断面とし

て降伏させないという設計です。元の鋼Ｉ桁の

部分は若干降伏を超えていても、補強された断

面全体として降伏範囲以内とするというもので

す。ただ、そのためには、塑性設計を導入しな

いといけませんので、現時点ではできないとこ

ろです。道路橋示方書が改定されたことによっ

て、こういう設計体系が可能になりますので、今後、これらについては共同研究等で進めていき

たいと思っております。 

 

 また、これから建設していく橋については、長

持ちするもの、維持管理しやすいものとする必要

があります。既存の橋をみると、左側のように、

点検しにくかったり、補修する作業スペースがな

かったりするもものあります。また、水に対する

配慮が不十分な事例もあります。これらに配慮し

た具体の構造について、関係機関と共同研究で取

り組んでいます。時間がないので、詳細は別の機

会とさせていただきます。 
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 個別の橋をどうするかだけではなくて、管理し

ている多くの構造物をどの順番で直していくか、

どう計画的に直していくのかというのも大事で

す。そのため、長寿命化計画、個別施設計画を各

管理者が策定しています。その際には各構造物、

橋がどう劣化していくのかを予測して、最適な修

繕計画をつくる必要があるわけですが、劣化予測

のデータがなかなかないというのが現状です。 

 

 

 国においては、橋梁の定期点検の際に、健全

性診断のみでなく、構成する部材毎、劣化現象

毎に、損傷程度のデータを記録しています。平

成16年度の点検から行っていますので、現在、

３回目のデータが蓄積されつつあります。その

データを分析することにより、個別部位ごと、

劣化現象毎に、どう劣化が進行していくのかと

いう劣化予測曲線を設定することができます。 

 

 

 このほど、この研究成果を国総研資料として

まとめ、公開しました。この図はその一例とし

て、鋼橋の塗装の劣化について示したものです。

外桁か内桁か、支間中央か端部かによって、劣

化の進行状況が異なっています。このように、

損傷の種類、部材の種類・位置、環境条件等の

条件毎に272の劣化特性を整理し、劣化曲線を

示しています。個別の施設計画をつくられる際

には、参考にしていただければと思っておりま

す。 
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 次は、トンネルです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 トンネルにつきましては、その変状について、

外力とか材質劣化、漏水というように、原因・

事象毎に点検を行っています。外力の種類に応

じて、覆工コンクリートに圧ざ、ひび割れ、変

形等の現象が生じます。材質の劣化としては、

橋のコンクリート部材と同様、中性化や ASR等

によりひび割れやうき、剥離等が生じます。ま

た漏水は、損傷を見つける手段でもありますが、

土砂流入等、漏水自体が問題になることもあり

ます。 

 

トンネルにおいては、このようにトンネル本体

に加えて、付属物の点検も重要です。換気や照明

等の他、情報通信のためのケーブル等も設置され

ています。トンネル内は、湧水等により湿度の高

い箇所もあし、写真の様に取り付け金具やボルト

・ナットの腐食が懸念されます。付属物の落下や

たるみによる車への接触が懸念されますので、こ

れらの点検も重要です。 
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 トンネルの点検作業は、この写真からも分かり

ますように、暗いところで上を向きながら点検を

するということで、非常に大変な作業です。これ

をいかに効率化していくのかというのが求めら

れています。先程の下水道で紹介がありましたよ

うに、どういうところをしっかりと点検すべきか

という、メリハリがつけられればということで、

点検結果の分析に取り組んでいます。人も同じで

すよね。年齢によって 20歳、30歳は健康診断の

項目は少ないのですけれども、私みたいに 50歳を超えると診断項目が増えてきます。 

 

 トンネルについても、国交省管理分について

は平成14年度以降、点検を実施しています。先

程紹介しました、外力、材質劣化、漏水といっ

たトンネルの変状について、過去の点検記録と

の比較により、進行性があるかどうか、変状が

発生しやすい条件とは何かを分析しています。

変状発生に影響を及ぼす要因として、建設後の

経過年数や施工方法、また、周辺地山の状況等

に着目しています。 

 

 道路トンネルの施工法として、山岳トンネルで

は、当初は矢板工法が採用されていましたが、技

術開発や 1989 年の技術基準改正を契機に、近年

では NATM 工法が用いられています。矢板工法と

は、鋼アーチ支保工と矢板により地山を支持する

工法で、内側の覆工コンクリートに外力が作用し

ます。一方、NATM工法では吹き付けコンクリート

とロックボルト等により支持し、覆工コンクリー

トには一般的に外力は作用させない構造となっ

ています。 
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 点検結果を分析しますと、矢板工法において

は、経過年数が多いという理由もあるでしょう

が、変状が多くなっています。NATM工法では変状

が少なくなっていますが、NATM工法の導入初期に

おいては若干変状が多くなっています。工法を開

発する段階でいろいろな試行錯誤を積み重ねて

きたというものがみてとれるかなと思っていま

す。 

 

 

 トンネルの変状が前回の点検から今回どう進

行したかどうかという観点でも分析しています。

ほとんど進行しないところについては、５年に

１回ではなくて、少し延ばしてもいいのではな

いかという意見もあろうかと思います。ただし、

事故が生じた場合には影響が大きいため、どこ

まで合理的に緩和できるかについては、今後ま

た関係する方々と議論していきたいと思ってお

ります。 

 

 

 変状トンネルの対策としては、はく落防止対策

採用頻度が高くなっています。対策工法として

は、金網・ネット工、ひび割れ注入工、あて板工

等があります。対策実施後、比較的短期間で対策

工に変状が現れる事例も見られます。他の工法物

にも共通する課題ですが、変状の原因や状態に応

じた対策方法の選定法の確立や、対策工の耐久性

の評価や対策後の点検も含む維持管理方法の確

立が求められています。 
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 次に、土工構造物でございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 盛り土や切り土といった、土を盛ったり切っ

たりして道路を建設するのが土工です。土工構

造物としては、切土・斜面安定施設や盛土、ボ

ックスカルバートが該当します。土工構造物に

もこの図の様に色々なものがある中で、大型の

ボックスカルバート、あるいはシェッドについ

ては、中を車が通りますので、これについては

５年に１回点検をしていこうという形で始めた

ところでございます。 

 

 大型ボックスカルバートの点検結果の事例で

す。鉄筋コンクリート構造物ですので、ひび割れ

が多くなっています。また、漏水や遊離石灰も比

較的多く、土中にある構造物の特徴が現れていま

す。 
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 シェッドについては、鉄筋コンクリート部材と

鋼部材とが用いられています。点検結果を分析し

ますと、やはりシェッドにおいては、水がたまり

やすい、塩がつきやすい、泥はねがある、あるい

は土が詰まっているところ等では、腐食が進行す

る傾向にあります。この写真の様に、谷側柱の基

部や、頂版です。また、凍結防止剤や海岸部では、

塩害が生じています。 

 

 

 平成26年度から始めた定期点検の対象とし

ていない道路土工構造物の点検の考え方につい

て紹介します。この図は、昨年の国総研講演会

で、熊本地震の道路構造物の被害状況として紹

介したものです。被害箇所数としては、土工構

造物で多くの被害が生じています。ここで、着

目していただきたいのは、緊急輸送道路とそれ

以外の道路で土工の被害がどうだったのかとい

うところです。橋については、緊急輸送道路は

耐震補強しておりますけれども、土工については行っていませんので、結果として、緊急輸送道

路もそれ以外も同じような損傷状況となっています。 

 

 いざ大きな地震が起こったときに、土工部分

の被災により長期間通行止めになるのはやはり

よろしくありません。土工についても定期的に

点検し、変状を見つけて対策を行うのが理想で

しょうが、対象箇所が膨大で、全てを一律に点

検するのは大変です。このため、今年の８月に

定めた点検要領では、緊急輸送道路における概

ね15ｍ以上の切土のり面と、概ね 10ｍ以上の盛

り土のり面を特定道路土工構造物とし、定期的

に点検することとしています。それ以外については通常の巡視の際の点検でいいですよとしてい

ます。多くの土工構造物の中で、災害時に復旧が大変なもの、社会的に影響が大きいものについ

ては、定期的に点検をし、対策していきましょうというものです。災害発生時のリスクに応じた

点検方法といえます。 
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 ただ、点検するといっても、専門知識が必要で

す。国が管理している道路において、法面の部分

のコンクリート片が落ちた事例がありました。山

の変状を抑えるためにロックボルトを施工してあ

ったのでが、このロックボルトが飛び出してきて、

カバーしてあったコンクリート片が落ちてきたと

いう事例です。以前の点検では、特段危ないよう

な状況ではないということだったのですが、よく

みますと、飛び出したところの下方の法枠が壊れ

ています。特定のボルトの腐食・破断ではなく、山が押してきている状況なのです。単に点検すれ

ばいい、変状を見つければよいという問題ではなくて、山全体、地形全体をみて健全性を判断しな

ければなりません。まさに土工に関する知識、ノウハウが必要といえます。 

 点検要領でもこのような留意点、点検のポイント等を示していますが、まだまだ蓄積が必要です。 

 

 残り、舗装と附属物でございますけれども、時

間が無くなってしまいましたので、駆け足となっ

てしまいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 これは舗装の損傷状況を示したものです。舗装

へのダメージは、車の軸重の４乗で影響するとい

われています。このため、右上の図の様に、アス

ファルト舗装においては、大型車交通量が多いほ

ど、損傷が早く進行しています。その一方、大型

車交通量の少ない生活道路では、下の写真のよう

に、30年以上が経過しても舗装が健全な事例は多

く見られます。占用工事後の舗装を適切に行われ

ているのが前提ですが。 
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 この様な舗装の劣化状況を受けて、これからの

舗装のマネジメントの方針を議論し、昨年 10 月

に舗装の点検要領が定められました。そこでは損

傷の進行速度に着目しています。大型車交通量が

多い道路等、損傷の進行が早い道路では定期的に

点検を実施します。その一方、生活道路等、占用

工事等の影響がなく長寿命となる道路において

は、巡視の機会を通じた路面管理としています。 

 

 

 道路の舗装についても、先ほど飛行場で紹介

されていましたけれど、新しい技術等を使いな

がら、点検の効率化を進めていきます。路面の

状態については、レーザースキャナやカメラ等

により把握する他、車に乗せたスマートフォン

により簡易に計測する方法も開発されつつあり

ます。路盤の健全性は、従来は専用の試験車を

停止させて実施する必要がありましたが、走行

しながら測定する技術も試行しています。 

 

 舗装を修繕する場合には、早期に修繕すること

が効率的です。この事例のように、舗装の表層の

損傷を放置しておくと、路盤に雨水が浸入し、支

持力が低下してしまいます。この段階での修繕は

路盤も含めた打ち換え工法となり、表層だけの修

繕に比して費用が３倍以上、工事期間も４倍とな

ってしまいます。路盤の損傷を防ぐ予防保全型管

理が有効です。先程の点検要領でも、損傷の進行

が早い道路においては、表層の適時修繕による路

盤以下の層の保護を目的に点検を実施するとしています。 
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 点検結果を分析すると、個々の箇所で劣化速度

にはばらつきがあり、この図の様に、比較的短期

間で補修を行う早期劣化区間が存在しています。

このような早期劣化区間における適切な修繕設

計方法を確立するため、現地における調査を行っ

ています。調査においては健全部と非健全部にお

いて、試験車によるたわみ測定を行うとともに、

右の写真のようにコアを採取し、強度や粒度分布

を調査しています。これらにより早期劣化のメカ

ニズムとそれを防止するための対処法を提案して参ります。 

 

 舗装の種類としては、紹介したアスファルト

舗装の他、コンクリート舗装があります。コン

クリート舗装は、一般的に耐久性に優れていま

すが、条件によっては短期間で破損したり、破

損した場合の補修方法が確立されていない等の

課題があります。適切に活用し、維持管理して

いくための手法について検討しています。 

 

 

 

 最後に、附属物について紹介します。道路附

属物には、横断歩道橋、道路標識、道路照明が

あります。 
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 このうち、横断歩道橋と門型標識については、

平成26年度から定期点検を行っています。 

 この図は横断歩道橋の状況を示したものです。

構造としては橋梁に近く、損傷の種類も橋梁と同

様です。ただし、冒頭でも紹介しましたが、橋梁

に比して、損傷が進んだものが多くなっていま

す。上部工の主桁や床版、また、階段について、

損傷が進行しています。排水に起因すると思われ

ます。 

  

 門型標識以外の標識や照明柱等の小規模附属

物については、その数が膨大である一方、倒壊

による事故も生じており、適切に管理する必要

があります。図に示しますように、形状によっ

て第三者被害の程度が異なると考えられます。

このため、今年の３月に定めた点検要領では、

倒壊時の被害程度が大きい片持ち式では、10年

に一回の詳細点検と５年に一回の中間点検を行

うこととし、倒壊による影響が小さい路側式で

は、日常の巡視対応としています。 

 

 ここで、標識柱等の基部においては、土中やコ

ンクリート埋め込み部で鋼材が腐食している場

合があります。また、支柱部での亀裂点検には高

所作業車等が必要となります。これらの点検にお

いて、例えば超音波探傷器による調査等の新しい

技術について、その有効性を確認しつつ、使って

いきたいと思っております。 
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 ただ、新しい技術を使う、開発するというの

は、いうのは簡単なのですけれども、実際はな

かなか難しいです。開発者側からは現場ニーズ

に合致した技術が開発されているのか、開発し

た技術が現場で使われるのかが不安です。利用

者側には、カタログや計測事例で紹介されてい

る精度は、管理している実際の構造物で得られ

るのかが不明という声があります。 

 

 

 この図は技術開発ステージを進める中で、難

しい３つの溝を示したものです。魔の川、死の

谷、ダーウィンの海です。技術開発のスピード

が非常に激しい中で、どの技術を使って行くの

か見極めが重要。事業化するためには、予算規

模も組織も研究開発段階とは桁違いとなるため、

資金等が枯渇してくる。ひからびてしまう死の

谷。事業化しても、既存の技術がある中でどう

やって生き残っていくのか。この辺をしっかり

と見極め、ニーズも踏まえて開発していかないといけないということです。 

 

 この図は、国土交通省の技術基本計画の参考

資料として示されているものです。国交省でも

こういう問題意識のもと、技術開発については

ニーズをしっかり示して、それに合う技術を段

階的に進めていこうとしています。構造物の維

持管理においても、いきなり目視点検の代替で

はなく、先ずは補助技術として活用し、その後、

スクリーニング等、技術の開発状況に応じて使

って行くというものです。 
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 その過程においては、開発技術を現場で確かめ

ていくことが不可欠です。公共工事等における新

技術活用システムにおいても、ニーズに沿ったテ

ーマを設定し、使える技術を公募し、現場で試行

・評価を行ってしながら、有効な技術を積極的に

活用しようとしています。 

 

 

 

 

 このように新技術の活用促進と共に、それを

使いこなす現場の技術力向上も進めていき、管

理の高度化につなげる必要があります。その際、

まちおこしで知られる「よそ者、わか者、ばか

者」が必要と感じています。従来の土木分野を

超えた「よそ者」、しがらみなくチャレンジす

る「わか者」、信念を持って活動に打ち込む「ば

か者」です。私は「ばか者」ですが。この３種

類の人たちがうまく連携することが効果的とい

えます。 

 

 最後になりますが、新しい技術に対しての姿勢

を紹介します。こちら、日光東照宮の３猿、見ざ

る、言わざる、聞かざるです。８枚の額のうちの

１枚です。若い頃には世の中の悪いことをみた

り、いったり、聞かないということですが、新し

い技術に対してはこの姿勢は疑問です。秩父神社

には全く反対の３猿がいるそうです。みて、聞い

て、話そうという猿です。お元気３猿というそう

です。新しい技術に対しては、こういう姿勢で取

り組みたいと思っております。 
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 ２年前になりますが、NHKの番組において「国

総研、日本国土の専門医、熱き心でインフラを守

る」と紹介されています。ぜひ皆さん方と連携し

ながら取り組んでまいりたいと思います。 

 「ばか者」としましては、皆様方から色々な話

を伺いたいと思っています。本日は機会がありま

せんが、このアドレスにメールをいただければと

思っております。ご清聴、どうもありがとうござ

いました。 

 

                                     ――了――   
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第 4 章 閉会の挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

副所長  三宅 光一 

  



4 『閉会の挨拶』 

（国土技術政策総合研究所 副所長 三宅 光一） 

 

 

 副所長の三宅でございます。 

 今日は、年末の大変お忙しい中、この国総研講演会にお集まりいただき、また朝から夕方遅くま

で長時間ご聴講頂きありがとうございました。 

 今回は３つのテーマということで、防災・減災対応、インフラの維持管理、生産性の向上という、

私どもインフラにかかわる者として、今最もホットな話題を取り上げました。 

 特に生産性の部分では、今回、座談会という初めての方式をとらせていただきましたけれども、

いかがでしたでしょうか。皆様からいろいろご意見をいただければと思います。 

 そしてこの生産性革命に関しましては、藤沢先生から大変すばらしいお話を頂きました。当初想

像していた以上の中身の濃いお話で、私自身、メモをとらなくていいかなと思っていたら、結構メ

モをとってしまいました。私どもにとって非常に示唆に富む考え方・捉え方、広い立場でのお話を

聞けたかなと思います。 

 藤沢先生は、3,000 社以上にわたる会社にヒアリング、インタビューされたといっておられまし

たけれども、やはりそういう対話が非常に大事で、私たちの視野を広げていく重要な鍵であるとあ

らためて思いました。特に自分の分野、技術分野でないところの人たちとのかかわりは非常に重要

ですし、まさにこうした場もアンテナを立てる場として重要なのではないかと思います。 

 この国総研講演会、だいたいいつもそうなのですけれども、一方通行なので皆さまちょっとフラ

ストレーションがたまっているかもしれません。本日の内容につきましては、ぜひ早目にフィード

バックして頂く、あるいは意見交換をさせて頂く機会があれば幸いに存じます。 現場のフィール

ドは国総研にとって極めて重要かつ革心です。現場でご苦労いただいている皆様方からの様々なご

提案、ご示唆は私どもにとって非常に大切です。ぜひそういった対話を皆様と続けながら、国総研

としてもこれから頑張って参りたいと思います。 

 最後になりましたけれども、皆さま、健康で明るい、新しい年を迎えられますようご祈念申し上

げて、私の挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 

 

                                     ――了――   
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参考 

 

 

  ・ポスター 

  ・リーフレット 

  ・過去の国土技術政策総合研究所講演会 

 

          

 



国総研ホームページよりお申し込みください　http://www.nilim.go.jp/
お問い合せは　国土技術政策総合研究所　企画部企画課　まで
ＴＥＬ：０２９－８６４－７６１９　E-mail：nil-kouenkai2017@ml.mlit.go.jp

日本教育会館（一ツ橋ホール）
（東京都千代田一ツ橋2-6-2）

お申し込み・お問い合せ

佐藤　研一
岡本　　敦
天野　邦彦
吉田　秀樹
福山　　洋

上坂　克巳
喜安　和秀
藤井　　敦
和泉　惠之

井上　茂治
石原　弘一
桑沢　保夫
木村　嘉富

平成２9年度 国土交通省

平成29年12月6日（水）
10:15開演（9:45開場）

「生産性革命が未来を拓く ─今、なぜ生産性革命なのか─」
シンクタンク・ソフィアバンク 代表　藤沢　久美

都市研究部長
土砂災害研究部長
河川研究部長

沿岸海洋・防災研究部長
建築研究部長

<コーディネーター>　　　　　企画部長
<パネリスト> 　　　  道路交通研究部長

港湾研究部長
社会資本マネジメント研究センター長

下水道研究部長
空港研究部長

住宅研究部住宅情報システム研究官
道路構造物研究部長

●セッション1：「防災・減災・危機管理」
都市防火研究と災害調査　─平成28年糸魚川市大規模火災調査報告─
九州北部豪雨による土砂災害の特徴と減災に向けた取り組み
水害リスク低減に向けた技術研究開発
沿岸域を高潮から守る研究
超高層建築物等の長周期地震動対策 ─設計クライテリアの考え方─
●特別セッション：「生産性革命」に関するパネルディスカッション

●セッション２：「インフラの維持管理」
下水道管路管理におけるマネジメントサイクルの構築に向けて
空港舗装の点検技術の高度化に向けた研究
低炭素社会に対応する先進的な省エネルギー型住宅（LCCM住宅）
　道路構造物メンテナンスのセカンドステージへ

プログラム

 土木学会認定
CPDプログラム

入場無料
定員8００名
（申込み先着順）

特別講演（15:00～16:00）

一般講演（10:30～17:25）
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取
材
。
現
在
も
全
国
の
企
業
の
経
営
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
現
場
の
取
材

を
続
け
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
発
信
し
て
い
る
。
著
書
に
「
最
高
の
リ
ー
ダ
ー

は
何
も
し
な
い
」、
「
な
ぜ
、
川
崎
モ
デ
ル
は
成
功
し
た
の
か
？
」
な
ど
多
数
。

特
別
講
演

　
地
震
や
津
波
に
よ
る
火
災
を
除
く
市
街
地
火
災
と
し
て
、
昭
和

51
年
酒
田
大
火
以
来
の
規
模
と
な
っ
た
平
成
28
年
糸
魚
川
市
大

規
模
火
災
。
そ
の
現
地
調
査
や
再
現
実
験
・
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
検

証
等
の
活
動
を
通
じ
て
、
国
総
研
の
都
市
防
火
研
究
を
紹
介
す
る
。

◆
11

:4
0

～
12

:0
0

　
沿

岸
域

を
高

潮
か

ら
守

る
研

究
　

 
沿

岸
海

洋
・

防
災

研
究

部
長

　
吉

田
 秀

樹
　
地
球
温
暖
化
の
気
候
変
動
に
よ
る
海
面
上
昇
、
台
風
の
大
型
化

に
よ
り
人
口
･経
済
が
集
中
す
る
沿
岸
域
の
高
潮
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
て

い
る
。
港
湾
地
帯
の
安
全
確
保
の
た
め
の
研
究
が
重
要
で
あ
り
、

当
部
で
実
施
し
て
い
る
事
項
立
て
研
究
を
中
心
に
報
告
す
る
。

◆
11

:1
0

～
11

:3
0

　
水

害
リ

ス
ク

低
減

に
向

け
た

技
術

研
究

開
発

 
河

川
研

究
部

長
　

天
野

 邦
彦

　
水
害
リ
ス
ク
の
低
減
に
向
け
て
国
総
研
で
実
施
し
て
い
る
研
究

の
概
略
に
つ
い
て
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
水
害
リ
ス
ク
を
低
減
さ

せ
る
た
め
に
今
後
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
述

べ
る
。

◆
12

:0
0

～
12

:2
0

　
超

高
層

建
築

物
等

の
長

周
期

地
震

動
対

策
　

─
設

計
ク

ラ
イ

テ
リ

ア
の

考
え

方
─

 
建

築
研

究
部

長
　

福
山

　
 洋

　
本
年
４
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た
、
超
高
層
建
築
物
や
免
震
建
築

物
の
長
周
期
地
震
動
対
策
の
概
要
と
と
も
に
、
そ
の
技
術
的
な
検

討
の
過
程
で
整
理
さ
れ
た
、
建
築
物
の
構
造
設
計
や
性
能
評
価
に

お
け
る
設
計
ク
ラ
イ
テ
リ
ア
の
考
え
方
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

◆
13

:2
0

～
14

:5
0

◆
16

:0
5

～
16

:2
5

　
下

水
道

管
路

管
理

に
お

け
る

マ
ネ

ジ
メン

ト
サ

イク
ル

の
構

築
に

向
け

て
 

下
水

道
研

究
部

長
　

井
上

 茂
治

　
下
水
道
管
路
の
点
検
調
査
の
効
率
化
・
高
速
化
の
た
め
の
机

上
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
手
法
の
検
討
や
技
術
開
発
、
維
持
管
理
情

報
の
活
用
等
を
通
じ
た
コ
ス
ト
の
最
適
化
な
ど
、
管
路
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
サ
イ
ク
ル
の
構
築
の
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
。

◆
10

:5
0

～
11

:1
0

　
九

州
北

部
豪

雨
に

よ
る

土
砂

災
害

の
特

徴
と

減
災

に
向

け
た

取
り

組
み

　
 

土
砂

災
害

研
究

部
長

　
岡

本
　

 敦
　
本
年
7月
に
発
生
し
た
九
州
北
部
豪
雨
に
よ
る
崩
壊
・
土
石
流
・

流
木
な
ど
土
砂
災
害
の
特
徴
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
減
災
に
向

け
た
国
総
研
の
研
究
活
動
を
紹
介
す
る
。

<
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
>

 
企

画
部

長
上

坂
 克

巳

◆
16

:2
5

～
16

:4
5

　
空

港
舗

装
の

点
検

技
術

の
高

度
化

に
向

け
た

研
究

 
空

港
研

究
部

長
　

石
原

 弘
一

　
空
港
の
更
な
る
安
全
確
保
の
た
め
、
滑
走
路
等
空
港
舗
装
の

点
検
作
業
の
精
度
向
上
や
迅
速
化
が
求
め
ら
れ
る
。
非
破
壊
計

測
技
術
を
用
い
た
空
港
舗
装
の
点
検
手
法
、
地
震
後
の
空
港
の

早
期
再
開
の
た
め
に
必
要
な
点
検
手
法
に
関
す
る
取
組
状
況
を

紹
介
す
る
。

◆
16

:4
5

～
17

:0
5

　
低

炭
素

社
会

に
対

応
す

る
先

進
的

な
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
型

住
宅

　（
LC

C
M

住
宅

） 
 

住
宅

研
究

部
住

宅
情

報
シ

ス
テ

ム
研

究
官

　
桑

沢
 保

夫
　
パ
リ
協
定
に
お
け
る
日
本
の
約
束
で
は
住
宅
に
お
い
て
大
幅
な

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
LC
C
M
住
宅
は
こ
れ
に

対
応
す
る
先
進
的
な
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
型
住
宅
で
あ
る
。
本
講
演

で
は
LC
C
M
住
宅
の
概
念
と
関
連
す
る
研
究
等
に
つ
い
て
概
要

を
紹
介
す
る
。

◆
17

:0
5

～
17

:2
5

　
道

路
構

造
物

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

の
セ

カ
ンド

ス
テ

ー
ジ

へ
 

道
路

構
造

物
研

究
部

長
　

木
村

 嘉
富

　
平
成
26
年
度
以
降
、各
道
路
構
造
物
の
点
検
要
領
を
整
備
し
、

定
期
点
検
が
本
格
化
さ
れ
て
き
た
。
今
後
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
セ

カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ
と
し
て
、
点
検
や
補
修
を
着
実
に
実
施
し
て
い

く
と
と
も
に
、
新
技
術
の
導
入
等
に
よ
る
長
寿
命
化
・
コ
ス
ト
縮

減
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。
講
演
会
で
は
道
路
構
造

物
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
基
準
の
概
要
と
、
国
総
研
の
取

り
組
み
や
今
後
の
方
向
性
を
紹
介
す
る
。
な
お
、
新
設
橋
の
技

術
基
準
で
あ
る
道
路
橋
示
方
書
に
つ
い
て
も
、
耐
久
性
向
上
の

観
点
を
中
心
に
言
及
す
る
。

<
パ

ネ
リ

スト
>

 
道

路
交

通
研

究
部

長
喜

安
 和

秀

<
パ

ネ
リ

スト
>

 
港

湾
研

究
部

長
藤

井
 　

敦

<
パ

ネ
リ

スト
>

 
社

会
資

本
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
研

究
セ

ン
タ

ー
長

和
泉

 惠
之
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過去の国土技術政策総合研究所講演会 

 

 

■国土技術政策総合研究所（開催報告） 

 国総研講演会の講演資料を掲載しています。 
 http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/kouenkai/index.html 
 
 
■国総研資料 

 ・平成 28年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0982.htm 
 ・平成 27年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0948.htm 
 ・平成 26年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0826.htm 
 ・平成 25年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0759.htm 
 ・平成 24年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0699.htm 
 ・平成 23年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0655.htm 
 ・平成 22年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0614.htm 
 ・平成 21年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0546.htm 
 ・平成 20年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0482.htm 
 ・平成 19年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0418.htm 
 

 ・平成 18年度以前の資料は以下のリンクより確認できます。 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tn_nilim.htm 
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